


特 集

02 新時代の潮流
－ 大学発ベンチャー・スタートアップの今

04 社会課題解決のためのタネを育てる
Society5.0に向けた大学発ベンチャー・スタートアップ支援

[ ゲ スト ]

石井 芳明氏 
経済産業省 新規事業創造推進室長

[ インタビュアー ]

阿部 博
あずさ監査法人
常務執行理事 企業成長支援本部 インキュベーション部長 パートナー
KPMGジャパン 
プライベートエンタープライズセクター スタートアップ統轄 パートナー　

Contents January 2022K P M G  I n s i g h t 52
 Vol.

Sector Update

10 製 造

サーキュラーエコノミー時代におけるリサイクルが素材産業へ及ぼす影響
河野雄貴／堀内陽介　KPMGジャパン

18
メディア業界の雄／テレビ業界の将来を占うキーワード
森谷健　KPMGジャパン

24
ファミリービジネスとスタートアップを取り巻く環境と業界課題
～ プライベートエンタープライズセクターの始動～
大谷誠　KPMGジャパン

IMPACT

30 気候変動リスクへの対応と脱炭素化の実践
第1回 空中戦から実践へ
関口美奈　KPMGジャパン　
金子直弘　KPMGコンサルティング 

テクノロジー・メディア・通信

プライベートエンタープライズ

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



Digital Transformation

36 VUCA時代に不可欠な確率的ビジネス分析
マクシミリアン・シュミット　KPMG Ignition Tokyo

会計・監査／税務Digest

42 会 計・監査

会計・監査情報（2021.10 - 11）
豊永貴弘　あずさ監査法人

50 税務

税務情報（2021.10 - 11）
大島秀平／風間綾／山崎沙織／内藤直子　KPMG税理士法人

Topic

52 海外

これだけ海外赴任準備　
― 必ず押さえておくべきポイント ―　
　 第1回　インド・フィリピン・中国
井上ゆかり　KPMGインド　
櫻井博之　あずさ監査法人（ フィリピン担当）　
林田弘徳／篠塚裕文　KPMG中国

58 サーベイ

DX推進に王道はなし
～KPMGグローバルCEO調査結果からの提言～
宮坂修司　KPMGジャパン　
菅野香織　あずさ監査法人

63 サーベイ

サステナビリティに強い経理財務部門
SXに伴う新たなCFOの役割と課題
嘉鳥昇　あずさ監査法人

KPMG Information

70 KPMG News

71 Thought Leadership

72 出版物のご 案内

73 海外関連情報

74 KPMGジャパン グループ会社一覧

デジタルメディアのご案内

セミナー情報

KPMG Insightの最新号、バックナンバーは 

KPMGホームページよりご覧いただけます。

KPMG Insight Vol.52

発行日：2022年1月 

発行所：KPMGジャパン

〒100 - 8172 

東京都千代田区大手町1丁目9番7号 

大手町フィナンシャルシティー サウスタワー

home.kpmg/jp/kpmg-insight

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



2    KPMG Insight Vol.52 © 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

特 集

新時代の潮流
－ 大学発ベンチャー・スタートアップの今

2014年の産業競争力強化法、2019年の科学技術・イノベーション創出の活性化に関する 
法律などを受け、少しずつ大学発ベンチャー・スタートアップを創出するための道が整備され 
てきました。経済産業省の調査によりますと、5年前の2015年度には1,773社だった大学発 
ベンチャー企業数は、2020年度には2,905社と、右肩上がりに増加。投資額も年々伸びを
見せています。しかし、今後も日本がグローバルで戦っていくためには、大学の研究成果の 
事業化・社会実装の促進、そのための一層の支援が必要です。大学をイノベーションの創出
の場とするために求められるものは何か。資金や人材の確保、規模の拡大、出口戦略など、
大学発ベンチャー・スタートアップが直面する課題に迫ります。
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04 社会課題解決のためのタネを育てる
Society5.0に向けた大学発ベンチャー・スタートアップ支援

[ ゲスト ] 経済産業省 新規事業創造推進室長 石井 芳明 氏
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2021年10月8日の所信表明演説において岸田文雄首相は、新しい資本主義の 
実現に向けた「成長と分配の好循環」のため、「イノベーションの担い手である 
スタートアップの徹底支援を通じて、新たなビジネス、産業の創出を進めます」と 
述べました。来たるSociety5.0 の世界では、医 療、環境、SDGsなどの社会課
題を解決するソリューションや、DX、モビリティ、ロボットといった技術が、日本の 
産業を活性化させ、グローバルに戦っていくための力になります。
そこで重要なのが、先進的な技術や知識を有する大学発ベンチャーやスタート 
アップです。今回は、大学発ベンチャーやスタートアップの研究成果を社会実装 
していくための制度、求められる支援、期待される人材 などについて、長く中小 
企業・ベンチャー企業政策に携わってきた経済産業省 新規事業創造推進室長の 
石井芳明様にあずさ監査法人のインキュベーション部で大学発ベンチャー・スター
トアップへのサポートを行っている阿部博 が 話を伺います。

【 インタビュアー 】

あずさ監査法人  

常務執行理事 企業成長支援本部  

インキュベーション部長 パートナー
KPMGジャパン  

プライベートエンタープライズセクター  

スタートアップ統轄 パートナー

阿部 博

Yoshiaki
Ishi i
経済産業省  
新規事業創造推進室長

石井 芳明氏

新時代の潮流 ― 大学発ベンチャー・スタートアップの今

社会課題解決のためのタネを育てる
Society5.0に向けた大学発ベンチャー・スタートアップ支援 

特 集

対談時には感染対策を十分に行い、写真撮影時のみマスクを外しています。
所属・役職は、2021年 11月時点のものです。
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大学発ベンチャー支援、 
スタートアップ支援は 

政府の重要施策

 大学発ベンチャー関連の動きとし
ては、東京大学、京都大学、大阪大学、
東北大学の4大学にベンチャーキャピタル
（以下、「VC」という）ができ、それから、石
井さんが主導されたJ-Startupや文科省の
SCORE、STARTなどが動いています。近
年、日本のベンチャー育成はかなり進んで
きたように思えますが、石井さんとしてはい
かがでしょうか。

石井 今は日本でも、スタートアップがと
ても盛り上がってきました。リーマン後に
1,000億円を切っていた投資額は5,000

億円超まで増え、時価総額が1,000億円
を超えるユニコーン企業も増えてきていま
す。カウントしたところ、28社でした。短期
間で大きく伸びる企業も出てきています。
一方で、アメリカや中国も非常に伸びて
います。ですから、グローバルに対応する
ためには、日本ももっと伸ばさなければい
けない。こうした状況において、日本のグ
ローバルでの勝ち筋は、やはり大学にあり
ます。
アメリカの経済成長を見ると、ビッグ・

テックが引っ張っています。しかし、これらを
除いた株価の伸びは、日本とアメリカとで
大きな差はありません。つまり、アメリカで
はビッグ・テックのようにグッと成長してプ
ラットフォームを取っていく企業が経済を
支えているということです。現状、少なくとも
ITサービスプラットフォームの戦いの勝敗
はすでに決しています。これは正直、認めざ
るをえないところです。
そこで次の戦いです。これはインターネット 

とリアルが融合するSociety5.0の世界での 

戦いになってくるでしょう。そして、そこでの 

勝ち筋はTechです。リアルとつながるTech、
リアルをより良くするTechだと思います。
技術は大企業の研究所などにもありま

すが、やはり多くを大学が持っています。
中国の追いつきはすごいものがありますが、
特許の取得件数、研究開発、研究の論文
数などは、日本は国際的に非常に優位に
立っています。その一方で、大学の研究成
果の事業化や社会実装が進んでいるかと
いうと、その流れはまだまだです。それを推
進するためには、研究成果を実装するため
のビークルとして、大学発ベンチャーやス
タートアップがすごく重要です。

 これまで十数年、政府は大学発ベ
ンチャーやスタートアップの支援を続けて
きました。岸田新政権への政権交代は、
これにどのような影響があるでしょうか。

石井 大学発ベンチャー支援、スタート
アップ支援は安倍政権時代からの政策
で、岸田新政権になってからも変わらず重
大な柱として位置付けられています。
最近の動きとしては、大学のスタート

アップを応援するための起業家教育を推
進する次世代アントレプレナー育成事業
（EDGE-NEXTプログラム）が進んでいます。 
それから、事業の立ち上げを支援する
SCOREやSTARTもあります。これらは科学
技術振興機構が提供するプログラムで、
SCOREで起業のための知識やノウハウを
得てもらい、STARTで顧客ニーズの把握、
技術の事業化、ネットワークの構築を
支援して、起業・成長段階で出資事業の
SUCCESSにつなぐというものです。これらは
いずれも、文部科学省主導による大学発ベ
ンチャーやスタートアップの支援活動です。 
そして4大学のファンドですが、これは1,200

億円の規模で作られました。政策的に大
学をしっかりと応援しようという意思表示
です。現在は、さらにそれを超えて10兆円
のファンドを作る動きも出ています。
最近は、学生の職業選択における選択

肢として、いわゆる大企業だけでなく、ス
タートアップにも意識が向き始めています。
いい流れにはなりつつあるということでしょ
う。しかしこれも、東京大学、大阪大学、
京都大学あたりの一部の話で、地方大学

ではまだまだです。ですから、私としてはさら
に支援を強化しなければいけないと考えて
います。

スタートアップ創出の鍵は、 
技術と経営の両方を理解できる 

人材の流動性にある

 KPMGのインキュベーション部で
は、社会課題を解決するようなアカデミア
からのベンチャー企業の創出を支援して
います。私たちのような民間の会計ファー
ムだからこそできることがあるだろうというこ
とでスタートし、ここまできました。その中
で、今石井さんがおっしゃった課題と成果
は私も非常に思うところです。なかでも大
きな課題の1つに、日本は経営者やCEO、
または事業開発をし、海外で事業をまとめ
ていくような人材が少ないのではないかとい
うことがあります。それに関して、石井さん
はどう思われますか。

石井 おっしゃるとおり少ないと思います。
技術面と経営面の両方がわかる人は、特
に大学発ベンチャーでは本当に少ない。
これは、大きな課題だと思っています。大
学発ベンチャーの立ち上がりが少ない理
由の1つは、まさに人材にあります。研究者
の話を正確に理解でき、その技術に関す
る競争環境を鑑みて、打ち手を組み上げ
ることができる。また、必要に応じてファイ
ナンスや人材、経営資源を積み上げること
ができる。そういう人材が必要です。

 海外には経営者を生業としている
方たちがいることからも、日本と海外のス
タートアップである程度の差があるのはわ
かります。しかしそれ以上に、日本と海外
のスタートアップには決定的な違いがある
と思います。この違いはどこから来ると思
いますか。
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特集

石井 人材の流動性だと思っています。
たとえばアメリカでは、エンジニアリングス
クールを出て修士号や博士号を持ってい
る人が、ビジネススクールでビジネスを学
んだりします。VCにも技術関係の博士号
を持っている人がいますしね。人材が流動
的で、いろいろなキャリアを組み上げるこ
とが可能な社会なのです。
加えて、政府も意識して研究者の経営 

的なリテラシーを上げ、研究成果の社会 

実装への道筋をつけようとしています。アメ 

リカ国立科学財団（NSF：National Science 

Foundation）などでは、研究者向けに経営リ
テラシー向上プログラムを提供しています。 
こうしたことも大きいのではないでしょうか。

 日本では、大企業に就職しても、
そこを辞めて起業する若者が増えてきまし
た。また、大企業でも出向や転籍を促進
する取組みが活発になってきています。政
府として、大企業側からのそういった人材
の流動化を後押しするにはどうしたらいい
と思いますか。

石井 たしかに、今般 3次選定を行った
J-Startupでは成長スタートアップのCxO

や経営陣のキャリアが変わってきたと感じ
ました。特に目立ったのは、大企業を辞め
て起業する人が増えてきたということです。
また、巨額の資金調達を実現するようなス
タートアップには、経営陣に投資銀行出身
の人材が必ず入っている点も変化の1つで
すね。ただ、これはまだSaaS系の企業など
一部に限られ、大きな流れにはなっていな
いように感じます。
こうした企業に対し、大学発ベンチャー

や、リスクが大きくてフライするかどうかわ
からないようなTech系のスタートアップに
は、なかなか大企業出身の人材は流れ込
みにくいのが現状です。ですから、Tech系
がもう一段成長するための人材なり、資金
なりの支援が必要だと思います。事業化
が見えてくれば、大企業の人材ももっと流
れ込むのではないかと思います。

自治権のある大学で 

スタートアップを創出していくには、 
総長のリーダーシップが 

大きく影響する 

 世界で戦っていくにあたり、海外で
モノ売りができるほど語学力が堪能で、販
売ルートを開拓・確保できるような人材が、
日本には極めて少ないような気がします。
そこでJ-Startupのような取組みが重要に
なりますが、J-Startupの活動を通じての成
功へのプロセス、成果の先に目指すところ
について、石井さんはどのようにお考えでしょ
うか。

石井 J-Startupは、役人ではなく民間の
目利きの力で、本当に世界で活躍するポ
テンシャルのある企業を選ぶのを目的と
しています。これまで選んだスタートアップ
は188社（2018年の第1次選定で 92社、
2019年の第2次選定で49社、今回の第3

次選定で50社）ですが、第1次と第2次で
は成長したスタートアップが多く、11社が
新規上場しました。ユニコーン規模になっ
ている企業もあり、時価総額 5. 8兆円の
企業群ができています。支援がなくてもオー
ガニックに発展していくスタートアップも
あれば、政府の手厚い支援で伸びている
スタートアップもあり、それなりの効果が
上がっています。
今回の第 3次選定では、医療、デジタ

ルトランスフォーメーション（DX）、モビリ
ティ、ロボット、環境、SDGsなど、日本の
勝ち筋だと思われる、または社会的価値
の提供が必要だと思われる領域を選定し
ました。成功例ができると、後に続く人た
ちも出てきますから、こうしたことはどんど
んやっていきたいと思っています。

 成功例を作るということが1つの大
きなポイントということですね。

石井 そうです。そういう流れができてき

ています。ファーストペンギンとして道を切
り拓き、成功した事例があるということが
大事なのです。もちろん、そこには大きな困
難があるわけですが、それを乗り越えていっ
た事例が増えないといけません。

 先程、「手厚い支援で伸びるスター
トアップもある」とおっしゃいました。大学
関係の研究では、やはりIT、AR、バイオヘ
ルスケア系などが多いですが、日本が今後
勝ち残っていくためにはヘルスケアとTech

系が必要だと、私は思っています。VCから
見ると、この2つは資金も時間も必要な反
面、成功確率は高くない。最近のIPOでヘ
ルスケア系の時価総額はさほど大きくない
ことからも、資金調達は結構厳しいように
見えます。そうなると、VCでは支えきれない
ような気がします。

石井 おっしゃるとおりです。実際、過去
にも、最近もそうした事例がありました。
VCが言うには「実装までの期間を読み違
えた。思った以上に時間がかかってしまっ
た」と。つまり、VCが早く投資しすぎたとい
うことです。こうした場合には、VCが成功
確率を見極めてから投資するというのが1

つの手ですが、見極めるまでの期間にも支
援が必要です。そこは、おそらくグラント（補
助金）、いわゆるギャップファンディングが
担うことになるでしょう。グラントの強化で、
ある程度実装が見えた段階でVCが入っ
ていけるように資金供給するのが大切だと
思います。
一方、VC側にも、もう少し長い期間の

ファンドが必要かもしれません。通常のVC

ファンドは10年、IT系ではもっと短くなり
ます。でも、10年では育たたないことも少
なくない。ですから、技術を信じて15年程
度、場合によってはもっとロングで投資を
するVCファンドが増えてほしいと思います。

 4大学に対する国からの補助金で、
1号ファンドはほぼ終わり、今、2号ファンド
が動いています。その2号ファンドの半分は 

民間企業からで、その枠内では他の国立
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大学にも投資できるようになっています。こ
こでは地方の国立大学に対する投資の案
件を積極的に見極めているということで、
非常にいいことだと思っています。しかし、
次の3号ファンドに国からの補助金がなく、
全額民間から調達するのだとしたら、それ
は民間のVCと変わりがありません。
たとえば、東北大学ならば素材、京都大

学ならばバイオ系やiPSが強いといったよ
うに、各大学の研究はそれぞれ違います。
であるなら、その大学の研究に合った独自
のファンドでないと、大学の色を出せるよ
うなギャップファンドがなくなってしまう気
がしますが、いかがでしょうか。

石井 大学が意識してスタートアップ支
援に動くかというのは、総長の裁量がと
ても重要になってきます。たとえば、名古屋
大学は4大学のファンドからは外れました
が、民間のVCを呼びこみ、起業家育成プ
ロジェクトTongali※を動かしています。これ
は、まさに総長が牽引しているからです。今
後は、総長のリーダーシップによって変化
が生まれてくるでしょう。よりスタートアッ

プの研究成果が社会実装されやすくなる
ような、各大学の強みを応援するような仕
組みができてくることを期待しています。

日本のスタートアップが 

スケールしない2つの理由 

 日本のスタートアップは、あまりス
ケールしていません。数千億規模のユニ
コーンはあるかもしれませんが、海外のよう
に1兆円超えまでスケールするスタートアッ
プは少ないように思えます。今後日本のス
タートアップがスケールしていくためには、
どのような取組みが必要だと思われますか。

石井 スケールしない理由としてまず、レ
イターステージのファイナンスの規模の違
いがあります。そもそもVCのファンドサイ
ズ自体、日本では、大きいファンドでも数
百億円なのに対し、海外では数千億円と
規模がまったく違う。その大きなファンド

がレイターステージで大きな投資をし、さ
らに投資銀行や機関投資家が入ってくる
ような流れができています。ですから、米
SpaceX社が 7～8兆、中国ByteDance社
が14兆といったように、ものすごい時価総
額になるわけです。やはりそれは、上場前
に大きなファイナンスを実現しているから
だと思います。
日本はプレーヤーがまだ少ない状態で

すから、まずはVCファンドのサイズを大き
くする必要があります。そのためには、年金
基金含め機関投資家からの出資を増や
さなければなりません。そういう意味では、
創業時からグローバル市場、成長するエ
クイティストーリーを描けるスタートアップ
が増える必要があるのですが、現状、課題
を抱えています。それは、マザーズ市場に
上場するとスタートアップの成長が止まっ
てしまうことです。経営者は「上場後はリ
スクが取れない」「大きな投資をすると、株
価が下がってしまう」という悩みがあります 

から、上場の仕組みや上場後のルールなど 

検討の余地があります。

経済産業省 経済産業政策局 新規事業創造推進室長。2000年、青
山学院大学大学院国際政治経済学研究科卒業（国際経営学修士）。
2012年、早稲田大学大学院商学研究科卒業（商学博士）。
1987年、通商産業省（現・経済産業省）入省。中小企業・ベンチャー
企業政策、産業技術政策、地域振興政策等に従事。2003年、経済
産業政策局産業組織課、2006年、中小企業基盤整備機構資金支
援課、2007年、同ファンド企画課、2008年、大田区産業経済部産
業振興課課長、2011年、地域経済産業グループ地域経済産業政策
課、2012年から経済産業政策局新規事業室、2018年内閣府科学技
術・イノベーション推進事業局を経て、2021年から現職。

※起業家育成プロジェクトTongali ホームページ（https://tongali.net /）

Yoshiaki Ishi i
石井 芳明氏
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新時代の潮流 － 大学発ベンチャー・スタートアップの今
社会課題解決のためのタネを育てる　Society5.0に向けた大学発ベンチャー・スタートアップ支援

特集

 確かに、マザーズ上場で株式公開
し、信用が広がって、組織として大きくな
る。問題はその先ですよね。

石井 M&Aが少ないことも課題です。ス
ケールしていくには、M&Aをもっと増やさ
ないといけない。そのためには、M&Aをし
やすい環境、場合によっては制度が必要
になるでしょう。

 そうですね。特に大学発ベン
チャーは IPOする確率が非常に低い。そ
うなると、VC側としても投資するわけには
いきません。結局、M&Aで買い手がつきそ
うかどうかで投資を判断することになります。
投資家もそうですし、経営者もそこを意識
することは大事だと思います。

石井 そこは大事ですね。たとえば、ア
メリカの起業家などには、起業した時か
ら「M&Aがゴールだ」と明言する方もいま
すが、日本ではあまり意識されていません。
大企業側も、どんどんM&Aを仕掛けてい
くような動きが進んでほしいと思います。

 大企業ではコンプライアンス上、
投資もできないし、M&Aもできないことが

あります。それならば、連結対象外でベン
チャーを作るという形で進めることもでき
そうですよね。

石井 いわゆる出島を作るという形です
ね。それはありだと思います。組織形態と
して外に出島を作ってやるというのも1つの
方法ですし、既存の事業の中で規制のサ
ンドボックスや新事業特例といった制度
を活用しながら、スタートアップと連携し
ていくというものあると思います。

スケールするには、 
研究室の横断的協力関係による 

価値創出が不可欠 

 日本のバイオ会社をM&Aした海
外のある投資家が、「日本のスタートアッ
プは1つの特出した技術でマザーズ上場
を狙っている会社が多い」と言っていまし
た。でも、1つの技術で上場しても、その
後が続きません。成長のタネがいくつもあ
るような形にしないといけないと思うのです
が、いかがでしょうか。

石井 それはすごくあると思います。たとえ
ばバイオや創薬系でいうと、パイプライン
がきちんとできていない。日本もそうですが、
海外のメガファーマーが日本のバイオベ
ンチャーに対して投資しにくい理由として、
パイプラインが貧弱であることを挙げるこ
とが多いです。
ものづくりでも、要素技術はあるけれど

も、それで1つのユニットを作ることができ
るかというと、それができない。いろんな素
材や技術はあるけれども、それを1つの形
でまとまった価値にできる状況になってい
ません。裏返せば、そこをうまくつなげてい
くことによって、伸びるベンチャーが出てく
るのではないかと思っています。
やはり、大学の研究室が縦割りになり

すぎているのは問題です。1つの研究室で
すべてを作ろうとするのではなく、他の研究
室と組めば、もっといい形になるでしょう。
海外では、オープンイノベーションでいろ
いろな要素技術を組み合わせることに抵
抗がありません。M&Aで技術を取り込む
というのもありますが、もっと前の、研究室
や研究の段階で結合させて会社を作る。
そういうことも進むといいのではないかと思っ
ています。
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 技術はたくさんあるけれども、横の
つながりがないのでまとまらない。仮にVC

が入り、それぞれが企業として上場しても、
バラバラに動いているので、結局グローバ
ルで戦えるような成長はできないということ
ですね。

石井 まずは、研究室が横断的に協力し
あうという空気を作ることが大切です。プ
ラスして、そういう協力関係をプロデュー
スして価値を作り出す。バイオロボット、
グリーンテックといったように、特定の分
野ごとに技術を俯瞰して、それらをつなぎ
合わせて価値創造できるような人材、つま
り、プロデューサーが必要でしょう。本来、
JSTなどがそれをやるべきなのでしょうが、
民間ベースからもそうした人材が出てくる
ことを期待しています。

 社会実装には、大企業の関与も
重要だと思います。日本の大企業には優
秀な研究者が多いですし、たとえば新規
事業開発の担当者なんかは、プロデュー
サー的な役割に適していると思うのですが
いかがでしょうか。

石井 そうですね。研究者と営業系の人材 

の両方が活かせるチーム作りが大切です。 
こうしたことに大企業にはぜひともリスクを 

取ってチャレンジしてほしいですが、難しい 

かもしれませんね。得てして新事業は、成功 

ありきで、失敗しないためにはどうすべきか、
というのが先にきます。プランも、VCのよ
うに、マルチプルで勝負するという考え方
はあまりない。それが課題ですね。VC投資
は10年の投資で1本大ホームラン、2,3本
ヒットなら成功になります。
大企業の新事業創出の部門を明確に

分けて、このようなチャレンジを進めるべき
と思います。

 日本はベンチャー企業を作っても、
失敗を許容せず、敗者復活もありませんか
らね。一方、投資の場合もどうしても失敗、
成功ということになります。そこで、たとえば
寄付みたいな形で資金を拠出し、ある程
度成長したらそこから投資に切り替えると
いうスキームも考えられます。

石井 スタンフォード大学やハーバード
大学などでは、寄付金を運用するエンダ

ウメントファンドがすごく大きな金額になっ
ているそうです。エンダウメントファンドで
はVC経由でスタートアップにも大きく投
資しています。また、エンジェル投資家の
間では将来的に株式転換できるコンバー
ティブル・エクイティも、スタートアップの
資金調達のため使われます。
日本でも、早稲田大学のウエルインベ

ストメントや慶應義塾大学の慶應イノベー
ション・イニシアティブといったファンドが
OBOGや大学関係者の資金で活発に動
いています。米国からは遅れますが、私学
でも支援の動きが拡大しています。大学発
ベンチャーのシードがどんどん成長するの
を期待しています。

 国公立大学だけでなく、私学から
も大学発ベンチャーやスタートアップを創
出することは十分に可能ということですね。
これからどのようなスタートアップが誕生
するか、楽しみですね。本日はありがとうご
ざいました。

阿部 博
あずさ監査法人 

常務執行理事 企業成長支援本部 インキュベーション部長 パートナー
KPMGジャパン
プライベートエンタープライズセクター スタートアップ統轄 パートナー

有限責任 あずさ監査法人に入社して以来、主に金融商品取引法監査・
会社法監査をはじめ、株式公開支援業務、デューデリジェンス業務な
どに従事。 現在は監査業務の他に、企業成長支援本部 インキュベー
ション部長として大学発ベンチャーへのサポートや、オープンイノベー
ションのイベントを推進している。
また、KPMGジャパンの活動としてプライベントエンタープライズセクター 

スタートアップ統轄を担当し、スタートアップの発掘・育成支援に従事
している。
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ーキュラーエコノミーへの 移 行に伴い、リサイクルシステムも今後
変化していくことが想定されます。本稿では、リサイクルの現状やこ

れからのリサイクルシステムにおいて素材産業が着目すべきポイントなどを
考察したうえで、素材産業が今起こりうるリサイクルシステムの変化に対し、
素材産業がどのように対応していくべきかについて解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。

サ

河野 雄貴
Yuki Kono

POINT 1

サーキュラーエコノミーへの移行と
素材産業の役割

サーキュラーエコノミーにおいては、廃
棄物を発生させずに物質循環のルー
プを閉じるリサイクルシステムの構築
が求められる。素材産業はリサイクル
原料を作り出し、再循環のスタートポ
イントを担っている。

POINT 2

サーキュラーエコノミーに求められ
るリサイクルの目指す姿

すべての廃棄物が最終処分されること
なくリサイクルされ、新たな原料の投
入を最小限とするモノづくりを実現する
ために、製造業など製品を作り出す動
脈産業と、その廃棄物の回収・分解・
再利用などを行う静脈産業のあり方を
考えなければいけない。

POINT 3

目指すリサイクルシステムの実現に
向けた課題

今後、目指すべきリサイクルシステムに
おいては、情報共有がキーワードとな
る。また、サーキュラーエコノミーにお
いては、素材産業は既存製品の販売
量の減少など、収益に及ぼす影響への
対応が求められる。

POINT 4

課題解決に向けた素材産業の 
アプローチ

資源循環プラットフォームの構築によ
るサプライチェーン間の情報共有が期
待される。そのためには、このプラット
フォームを社会実装するための検討事
項を認識しておく必要がある。また、素
材産業においても製品のサービス化に
取り組み、新たな事業機会の獲得を
目指していかなければいけない。

サーキュラーエコノミー 
時代におけるリサイクルが
素材産業へ及ぼす影響
KPMGジャパン　IMセクター

河野 雄貴／パートナー

堀内 陽介／マネジャー

堀内 陽介
Yosuke Horiuchi
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Ⅰ

サーキュラーエコノミーへの
移行と素材産業の役割

近年、サステナブル社会の実現に向け
た企業活動が加速度的に進行し、業界
によらずESG経営の実現に向けた取組み
が行われています。サーキュラーエコノミー
は、ESG経営を実践するメソドロジー （方
法論）と捉えることができます。図表1に示
すとおり、従来型経済であるリニアエコ 

ノミーは 「採る」「作る」「使う」「捨てる」の
文字どおり一方向の経済システムです。
日本では、公害や環境問題が顕在

化してきたなか、3 R （Reduce、Reuse、
Recycle）政策が1990年代から推進され
てきました。ただし、3Rは資源を効率的に
活用するものの、図表1のリサイクルエコノ
ミーに示すように、最終的には廃棄が前
提となっていることから、リニアエコノミー
の延長線上での取組みといえます。
一方、サーキュラーエコノミーは廃棄物

を発生させず、物質循環のループがクロー
ズしています。このサーキュラーエコノミー
において、「加工・製造」については部品メー
カーや最終製品メーカーが再利用しやす
い製品設計を行うなどの取組みを目指し
ています。「消費・利用」ではリユース、シェ

アリングなどに関するサービスの拡大・進
展が想定されます。そして、製品として使 

い倒されたのちに 「リサイクル」されるわけ 

ですが、サーキュラーエコノミーにおけるリ
サイクルは廃棄をゼロとするものです。つ
まり、完全な循環型にするための重要な
機能を担っているというわけです。素材産
業は、リサイクル原料を作り出す、いわば
再循環のスタートポイントを担っています。
これは、素材メーカーがサーキュラーエコ
ノミーでのリサイクルの構築において重要
な役割を果たすということです。市場のな
かでどのように素材を循環させるか。素材
メーカーには、新しいリサイクルシステムの
設計をリードすることが期待されています。
日本企業は先にも述べたとおり、3R政

策を進めてきましたので、リサイクルに関す
る技術については、豊富かつ高度なノウハ
ウ・知見を蓄積しており、他国に比べ優位
性を有していると考えられます。
一方、ビジネスとしてはリサイクルが大き

く企業に貢献している事例は多くありませ
ん。現状では、「環境は儲からない」「リサ
イクル事業はビジネスとして成立しない」と
いうイメージが先行していると思われます。
しかし、サーキュラーエコノミー時代にお
いては、「環境は儲からない」から「環境に
取り組まないと事業を継続できない」とい

う状況に移行しつつあります。
本稿ではサーキュラーエコノミーのなか

でも特にリサイクルにフォーカスし、素材
産業がとるべきアクションについて、皆さん
と一緒に考えていきたいと思います。

Ⅱ

サーキュラーエコノミーに 
求められるリサイクルの 
目指す姿

1. アンバランスな動脈・静脈の産業 

構造

人間の血液循環に例え、製造業など
製品を作り出す産業を「動脈産業」、そ
の廃棄物の回収・分解・再利用などを行
う産業を「静脈産業」と呼びます。戦後の
高度経済成長期やバブル景気を経るな
か、動脈産業は大きく発展を遂げました。
素材メーカー、部品メーカー、最終製品
メーカーそれぞれで日本を代表する動脈メ
ジャーが生まれ、成長してきたのです。しか
し、その華々しい経済成長の陰では、大
量生産、大量消費、大量廃棄が繰り返さ
れ、地球温暖化、環境汚染をはじめとする
問題を引き起こしたとされています。
一方、静脈産業は、国内では基本的に

出典：KPMG作成

リニアエコノミー

原材料

加工・製造 加工・製造 加工・製造

消費・利用

消費・利用

消費・利用リサイクル
リサイクル

廃棄 廃棄

原材料 原材料

リサイクルエコノミー サーキュラーエコノミー

図表1 リニアエコノミーとサーキュラーエコノミーの違い



12    KPMG Insight Vol.52 © 2022 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Companies Act and a member firm of the KPMG global organization of independent 
member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

サーキュラーエコノミー時代におけるリサイクルが素材産業へ及ぼす影響
Sector 
Update

地場企業もしくは中小規模の回収業者、
解体業者、リサイクル業者および地方自
治体が担っています。
この動脈・静脈産業の企業規模、市場

規模のアンバランスが一因となり、動脈
産業において作り出される製品のリサイ
クルが静脈産業側で対処しきれない状況
を引き起こしていると考えられます （図表2 

参照）。

2. サーキュラーエコノミー時代の 

リサイクル

リサイクルの種類は、国内では廃棄
物を単に焼却処理せずに、焼却の際に
発生する熱エネルギーを回収・利用する 

「サーマルリサイクル （熱資源化）」と、廃
棄物を原材料として再利用する 「マテリ
アルリサイクル」の２種類に区別されます 

（廃プラなどの化学製品に関しては、化
学反応により組成変換した後にリサイク
ルを行うケミカルリサイクルを区別して
いるが、本稿では広義のマテリアルリサ
イクルとして扱う）。日本は、このサーマ
ルリサイクルとマテリアルリサイクルを合
算した再資源化率をリサイクル率と定義
しています。たとえば、ASR （自動車シュ
レッダーダスト）の 2 0 2 0年度の再資源
化率は、経済産業省の「自動車リサイク
ル制度の施行状況の評価・検討に関す
る報告書」（令和3年7月）によれば96.1％  

（サーマルリサイクル：69.0%＋マテリアル
リサイクル27.1%）です （図表3参照）。
一方、欧米のリサイクルの定義では、

サーマルリサイクルはリサイクル率としてカ
ウントされていません。これは、サーマルリ
サイクルは廃棄物 （モノ）を焼却処分して
いるため、モノをモノとして再利用していな
い、つまり物質循環のループが閉じられて
いないからです。そのため欧州では、サーマ
ルリサイクルはサーキュラーエコノミーの
概念に当てはまらないとされています。
日本は、欧州をはじめとした他国に比べ

て、サーマルリサイクル率が高い傾向にあ
ります。その要因としては、日本には最終

処分場の逼迫という歴史背景があり、ご
みを焼却してカサを減らしてから埋め立て
をするべきという考え方が長年根付いて
いることが考えられます。しかし、近年で
は日本でも、マテリアルリサイクルの割合
を高めることが求められるようになりまし

た。2019年に循環型社会形成推進基本 

法に基づき 「プラスチック資源循環戦略」
が発表され、2030年までにプラスチック
の再生利用を倍増することがマイルストー
ンとして設定されたからです。先ほどのASR

の例でいえば、マテリアルリサイクル率は

出典：KPMG作成

動脈産業

静脈資源
回収
業者

リサイクル
業者

静脈産業

素材
メーカー
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成形・部品
メーカー

最終製品
メーカー

図表2 現状のリサイクルシステム

消
費
者
・
リ
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出典：自動車リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書（経済産業省、令和3年７月）をもとにKPMG作成

サーマルリサイクル
マテリアルリサイクル

金属類
スラグ
鉄
ミックスメタル
銅
スラグ・溶融メタル
転炉・電炉原材料

69.0%

27.1%

13.4%

10.9%

0.5%

0.6%

1.7%

3.9%

セメント
セメント原燃料

セメント類

土砂・ガラス
プラスチック等
その他

最終処分

図表3 ASR（自動車シュレッダーダスト）のリサイクル状況
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27.1％に過ぎません。したがって、今後は
いかに廃棄物を発生しないマテリアルの
循環システムを実現するかが重要となって
います。
このマテリアルリサイクル率の向上にあ

たっては、技術革新のみならず物流システ
ムの革新なども必要になります。しかしな
がら、静脈産業の実業を担っている地場
企業や中小企業の技術力・資金力を鑑
みると、静脈産業に身を置く企業の努力
だけでマテリアルリサイクル率を向上する
のは容易ではないと思われます。

3. 素材産業のリーダーシップによる 

産官学連携

リニアエコノミーでは、動脈産業にて製
造される製品が市場に送り出される物量
と静脈側にて処理される廃棄物の量に差
異があったとしても、バージン原材料を投
入にすることで、新しい製品の製造を維持
することが可能です。ただし、これは原材
料が無限にあれば、ということが前提にな
ります。しかし、現実には地球上の資源に
は限りがあります。
一方、サーキュラーエコノミーにおいて

は、バージン原材料の投入の最小化が求
められるため、リサイクルされた原材料を
利用して製品を作り出す必要があります。
そのため、素材メーカーはじめ動脈産業が
生産活動を維持していくには、静脈産業
の生産性改善が必要となります。動脈産
業と静脈産業、両者が一体となって経済
活動を回していかなければならないのです。
そのためには、動脈産業と静脈産業が一
体となった動静脈一体型リサイクルシステ
ムへのシフトが必要となります。
実際に近年、大手化学メーカーとリサ

イクル企業の業務提携に向けた検討が
開始されるなど、動脈メジャーとリサイク
ル企業の連携に関する動きも出始めてい
ます。その1つとして、化学メーカーが培っ
てきた製品の製造技術と、リサイクル企
業が有する廃棄物リサイクルのノウハウの
融合により、回収された廃棄物を製品とし

て再生させるマテリアルリサイクルの社会
実装があります。また、静脈産業側の企業
は先に述べたように中小企業が主であり、
資金力の面で最新鋭の処理システムの導
入が困難なケースも考えられます。そこで、
動脈産業と静脈産業の業務提携からもう
一歩踏み込み、動脈産業側メジャーが静
脈側の事業を拡大してリサイクル事業を
一括運営するというアプローチも考えられ
ます。
素材産業は、動脈産業のなかでも最上

流にあります。そして当然ながら、素材その
ものに対する知見は、他産業の企業より
も多く有しています。新規リサイクル技術
の開発も、大手素材メーカーを中心に大
学や各研究機関との連携によって精力的
に進められています。素材メーカーが自社
が生産した材料をどのように回収し、再生
するのか。素材メーカー自らリサイクルの
全体像を描き、仕掛けていくことが望まし
いと考えられます。
その際、現在の静脈側企業とはパート

ナーとしてネットワークを形成する、場合
によっては素材メーカーのグループ企業と
して取り込む形での動静脈一体化も選択
肢となるかもしれません。さらに、現在の規
制や法律の改正なども必要になることも
想定されます。その場合、政府や自治体
を巻き込んだ動静脈一体型リサイクルシ
ステムの構築なども働きかけていく必要が
あると思われます。

Ⅲ

目指すリサイクルシステムの
実現に向けた課題

動静脈一体型リサイクルシステムの実
現に向けては、大きく以下の3つの課題が
あると考えられます。

1. サプライチェーン間の情報共有

前述のとおり、サーキュラーエコノミー
においてはマテリアルリサイクル率の向上
が重要ポイントになります。現在、廃棄さ

れた製品が静脈産業において滞留し、長
期にわたり処理されずに放置されていたり、
本来、正しく分別されていればリサイクル
可能なものが、適切な静脈産業のフロー
に乗らず最終処分されているケースが少
なからず発生しています。このような廃棄物
が、マテリアルリサイクル率改善の阻害要
因の1つになっていると考えられます。
繰り返しになりますが、サーキュラーエ

コノミーでは廃棄物を出さずに物質が再
循環します。これは、素材メーカーが生産
した材料が可能な限り素材産業に戻って
くることを前提としています。この前提を実
現するには、素材メーカーは自社が生産
した製品を回収しなければなりません。そ
のためには、サプライチェーンにおける自
社製品の所在を把握できることが理想と
なりますが、現状そのような状況にはありま 

せん。
また、回収した廃棄物から取り出した

再生原料をリサイクル原料として利用する
ためには、再生原料の高品質化も求めら
れます。しかし、動脈産業側の要求品質
に応えるためには、労力をかけて廃棄物の
分類・処理を行わなければならず、コスト
が上がってしまいます。逆に、コストを下げ
るために処理を簡素化すると、動脈産業
側で利用可能な品質のリサイクル原料を
作ることができません。しかし、製品のどこ
にどのような素材が使われているか、自動
車でいえばパワートレインに含まれる素材
がどこで使われているかの情報が解体業
者に共有されていれば、解体の労力・コス
トが大幅に下げられると考えられます。
ただ、このサプライチェーン間における

情報共有は、現状ではなかなか実現でき
ません。なぜならば、自社の競争力の源泉
となる設計情報を廃棄物回収業者、解体
業者、リサイクル業者などに積極的にオー
プンすることに対して、一般的に自動車
OEMは消極的だからです。以上、サプライ
チェーン間における情報の共有の仕組み
の構築が1つ目の課題となります。
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2. 廃棄物中の化学物質情報の把握

リサイクルされた原料は、厳密な成分
管理が必要となることから、その原料とな
る廃棄物のなかの組成情報を把握する必
要があります。さらに、リサイクルの段階で
有害な化学物質を排除することも求めら
れています。こうした理由から、製品に含
まれる化学物質情報の重要性は従来より
も増加しています。
日本や欧州では、製品中の化学物質

情報を材料、部品、製品メーカーの間で
共有する仕組みが導入されています。たと
えば、日本では製品含有化学物質の情報
伝達共通スキーム「chemSHERPA」が経
済産業省の主導で2015年に開発・リリー
スされました。一方、廃棄物処理業者やリ
サイクル業者には、このような情報は共有
されていません。
一般的に、静脈産業の企業が扱う廃

棄物は製造元、製品ともに多岐にわたり、
個々の廃棄物ごとに含まれている部品・素
材を判別するには大変な労力を要します。
また、製品の製造・使用から廃棄までの
間には時間差もあり、製品によっては製造
後10年以上たってから廃棄されることもあ
ります。そのため、廃棄時点で製造時の情
報が十分に残っていないケースも考えられ
ます。
このように、現状ではいったん市場に流

通してしまった製品の化学物質情報の可
視化・共有は十分になされていません。そ
のため、静脈産業にて効率的な資源の回
収、分解、リサイクルができない状況にあ
ります。

3. リサイクル原料活用が及ぼす収益へ
の影響

一般的に、リサイクル原料を使用した
製品は、バージン原材料を使用した場合
に比べてコスト高になります。これは、今
後リサイクル原料に切り替えていくことによ
り、収益性が悪化する可能性があるという
ことです。リサイクル原料であることを付加

価値として製品価格に上乗せすることがで
きればよいのですが、それを受け入れる社
会の醸成、もしくは法律・規制による強制
力といった環境変化を待たなければ難し
いかもしれません。そもそもサーキュラーエ
コノミーでは、よりエネルギーを消費せず
に製品を使い続けることができるリユース、
リファービッシュ （中古品を製造元が修
理・整備して再販売すること）を優先して
製品の再利用を行います。そのため、サー
キュラーエコノミーにおいては、素材メー
カーは自社の素材 （製品）の販売機会が
減少、すなわち売上が減少してしまう可能
性があります。したがって、素材メーカーは
動静脈一体型リサイクルシステムの導入と
自社の成長の両立を実現するために、新
たなビジネスモデルを検討する必要があり
ます。

Ⅳ

課題解決に向けた素材産業
のアプローチ

1. 資源循環プラットフォームの構築

前章で述べた3つの課題のうちの 「1．
サプライチェーン間の情報共有」および 

「2．廃棄物中の化学物質情報の把握」の
課題解決に向けたアプローチとして、図
表4に示すような製品・成分に関する情報
をサプライチェーン間で共有する資源循
環プラットフォームの構築が考えられます。
このプラットフォーム実現におけるポイン
トは以下の3点です。
① 動脈産業だけでなく、静脈産業も含め
た資源のトレーサビリティが担保され
ている

② リサイクル原料の成分情報、品質情報
に加え、その製造プロセスや検査プロ
セスの情報等が可視化されている

③ 部品サプライヤーや最終製品メーカー
が製造する製品の設計・仕様情報、加
工情報などをセキュアかつ適切な範囲
で開示が可能である

これらを実現するためには、ブロック
チェーンや暗号化技術の活用が必須にな
ると考えられます。

2. 資源循環プラットフォームの 

社会実装に向けた検討事項

現在、このような資源循環プラット
フォームの形成に取り組む素材メーカー
が化学業界を中心に現れ始めていますが、
今後、このプラットフォームを本格的に社
会実装するにあたって検討すべき項目が大
きく2つあると考えられます。

1つ目は、この資源循環プラットフォー
ムにいかに多くのステークホルダーを参加
させるか、です。現時点では各企業が個々
にプラットフォームを検討しています。しか
し、部品メーカーや最終製品メーカーは
当然、複数の素材メーカーの素材を利用
して製品を製造し、種類もプラスチックか
ら非鉄金属、ガラスまで多岐にわたります。
もし、素材メーカーごとにプラットフォーム
が乱立していたら、プラットフォームごとに
データのフォーマットが異なる、など実運
用が複雑になることが予想されます。
資源循環プラットフォームにおいては、

各メーカーの機密情報はブロックチェー
ン、暗号化技術で守られている前提となっ
ています。よって、部品メーカー、最終製
品メーカーの競争は製品レベルで行い、
資源循環プラットフォームは非競争領域
として、せめて素材分類ごとに統一された
資源循環プラットフォームを構築していく
ことが望ましいと考えられます。
プラスチックに関しては、「Alliance to 

End Plastic Waste （廃棄プラスチックを
無くす国際アライアンス）」というNGOが
2019年1月に立ち上がりました。このアラ
イアンスには、世界的な化学メーカー、日
本を代表する化学メーカーなど多数の企
業が参画しています。2020年の12月には、 
PRISM （Plastics Recovery Insight and 

Steering Model）と呼ばれるプラットフォー
ムの構築を目指すことが発表されており、
この枠組みによるリサイクルシステムの運
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用開始が待たれます。
プラスチックは海洋プラスチックごみな

どの社会課題がかなり深刻な形で顕在化
したこともあり、上記のような企業間を超
えた取組みが先行して進んでいます。非鉄
金属など他素材分野においても、資源循
環プラットフォームを非競争領域とした企
業間を超えた連携の動きが活発になるこ
とが期待されます。
資源循環プラットフォームの社会実装

に向けた検討事項の2つ目は、経済圏の
捉え方です。現在のリサイクルの流れでは、
日本の産業における重要な素材のいくつ
かが海外に流出せざるをえません。その一
例が、ハイブリッド自動車や電気自動車
に搭載されている駆動モーターに使われ
ている永久磁石に含まれているDy （デイス
プロシウム）などの重希土類元素です。重
希土類元素は、産出国がほぼ中国に限定
されているため、供給リスクが高く、いわゆ
るレアアース問題を象徴する物質となって
います。しかし、現在、モーターは国内で
解体、リサイクルするシステムが構築され
ておらず、モーターユニットごと、中国をは
じめとしたアジアに出回っています。つまり、
これら重要な元素を国内で回収すること

が困難な状況にあるということです。自動
車に限らず、今後もさまざまな製品の物質
がユニット単位でアジア圏全体に移動し、
循環する可能性があります。これは、日本
国内で必ずしも回収、解体、リサイクルが
完結しないということです。EUではProSUM  

（Prospecting Secondary raw materials in 

the Urban mine and Mining wastes）プ
ロジェクトが、EUで初となる都市鉱山の
データベースを構築、リリースしました。同
プロジェクトは物質フローの可視化を目
的とし、参画する欧州企業17社が協力し
て、毎年EUにおいて廃棄される車、バッテ
リー、家電製品、携帯電話などのハイテク
製品に使用される金属の量を明らかにし
ています。このプロジェクトはEU Horizon 

2020 （全欧州規模で実施される、最大規
模の研究及びイノベーションを促進する
ためのフレームワークプログラム）の fund

が支援しており、EU圏全体の成長に向け
て政府が強力にバックアップしています。
日本においても、アジアを経済圏とした

データベース、プラットフォームの構築の
必要性が高まると考えられます。サーキュ
ラーエコノミーを実現する資源循環プラッ
トフォームは、ASEANや環太平洋パート

ナーシップ （TPP）協定の枠組みを利用す
るなどしてを構築していくことが望ましいと
考えられますが、これは一企業が単独で対
応できる問題ではありません。実現に向け
ては、政府・自治体の協力が欠かせないと
考えます。

3. 素材産業における製品のサービス化

先にも述べたとおり、サーキュラーエコ
ノミーにおいて、素材メーカーは自社製品
の販売（モノ売り）による利益や売上が減
少する可能性があります。利益に関しては、
リサイクル原料のコスト力を高める取組
みが求められます。同時に、グローバルに
おいて巨人が存在するような業界に関し
ては、国内メーカーは戦略的提携・統合
などにより、国内メーカー間の価格競争か
らの脱却を検討しはじめなければいけない
と考えます。
売上減少に対するアプローチとしては、

サーキュラーエコノミーのビジネスモデル
の特徴の1つである製品のサービス化（コ
ト売り）に着目するとよいでしょう。製品が
持つ価値をサービスとして提供し、新た
な収益を生み出すとともに、環境負荷の
最小化と経済成長の両立を実現する。そ
れがサーキュラーエコノミーでは目指され
ています。
製造業では、以前から製品のサービス

化、いわゆる「モノ売りからコト売りへのシ
フト」がいわれていますが、サーキュラーエ
コノミーの浸透によって、その流れはさら
に強くなっていくと考えられます。ただ、素
材産業ではこのサービス化へのシフトは、
他製造業に比べて比較的遅れているよう
に見受けられます。これはサービス化が、
IoTをはじめとしたデジタル技術によりモノ
から取得したデータを活用して新たな顧
客価値を創出・提供しているからです。そ
のため、モノからの情報を集めやすい最終
製品の領域が先行したのです。ただし、今
後サプライチェーン全体がネットワークで
つながり、データが共有される世界におい
ては、素材産業もデータを活用した新た

出典：KPMG作成

リサイクル原料の情報
（工程、物性、品質情報etc）

製品情報
（設計・仕様情報、加工情報etc）

最終製品情報
（リサイクル率、GHG排出量etc）

素材メーカー

トレーサビリティを
サプライチェーン全体で
セキュアかつ適切に透明化

暗号化ブロックチェーン

　回収・
リサイクル
業者

成形・部品
メーカー

最終製品メーカー

使用状況の情報
（用途、場所etc）

再生原料の情報
（組成、GHG排出量etc）

消費者・リテール

図表4 資源循環プラットフォームの概念図
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サーキュラーエコノミー時代におけるリサイクルが素材産業へ及ぼす影響
Sector 
Update

なビジネスモデルを展開する機会が増え
ていくことが考えられます。
素材メーカーにおけるサービス化の一

例には、自社の素材が使われる部品メー
カーや最終製品メーカーにおいて、自社
製品を加工するプロセスの開発・提供が
挙げられます。新素材の採用を検討する
最終製品メーカー （顧客）に対し、その最
終製品に求められる性能と新素材の加工
プロセスを開発・提供するというわけで
す。そうすることによって、顧客の生産性
やコスト改善に貢献することができます。
その他のサービス化の例としては、自社

のアセットを活かした顧客の新規商品企
画の開発支援などが考えられます。素材
メーカーとアパレルメーカーによる協業で
企画専門組織を立ち上げ、素材メーカー
が保有する開発機能などの業務機能や
ファシリティなどのアセットと顧客のアセッ
トとを融合させることでヒット商品を生み
出したという事例も見られます。

4. 製品のサービス化に必要な要素

素材メーカーが製品のサービス化を実
施するためには、自社製品の顧客である部
品メーカーや最終製品メーカーにおける
自社製品の使われ方、設計・仕様情報、
マーケティングに関するデータを共有・活
用しなければなりません。しかし、顧客に
とって機密性の高い情報が多く、そう簡
単にデータを共有してもらえるとは限りま
せん。顧客からデータを共有してもらい、
サービス化を実現するには次の2点の要
素が必要であると考えられます。
① 顧客の業界知識の獲得
② 差別化された自社製品

まず、そもそも顧客の業界知識がなけれ
ば、顧客に提案ができません。技術的な
面だけでなく、マーケット情報、顧客にとっ
ての競合動向などに精通することで、顧客
から信頼される存在になることができるで
しょう。顧客に、顧客のニーズ・課題を解
決できるポテンシャルを感じてもらえれば、

機密情報の共有が可能となり、サービス
化への道が開かれます。顧客の業界につ
いて、顧客と同等もしくはそれ以上に精通
することはハードルが高いと捉えられるか
もしれませんが、外部リソースを活用して
情報を収集・分析するなどのアプローチも
有効と考えられます。
仮に顧客の懐に入り込み、ニーズが把

握できたとしても、ニーズに対するソリュー
ションが自社の差別化された製品で提供
できない場合、最終的に顧客が他社製品
を選択してしまう可能性もあります。しか
し、自社の独自材料の仕様を前提に、顧
客の製品設計を共同で行うことができれ
ば、顧客を囲い込み、参入障壁の構築を
図ることができます。
今後、大きな差別化ポイントの1つとし

て、いかに動静脈一体型リサイクルシステ
ムと整合した素材になるかということが挙
げられます。従来の差別化ポイントである
機能軸、特性軸と同レベルで再資源化を
意識した新素材のデザイン・開発力が求
められることが想定されます。
以上から、顧客の業界知識と、動静脈

一体化を意識した差別化された自社製品、
この2点の要素の獲得が可能な製品から
サービス化の検討を進めることを推奨し
ます。

Ⅴ

最後に

資源循環プラットフォームの構築、サー
ビス化へのビジネスモデルへのシフト。サ
プライチェーン間の連携も必須であること
を考えれば、一企業単独で実現すること
は困難でしょう。特に資源循環プラット
フォームに関しては、最終的には政府・自
治体との連携が必要になると考えられます。
各企業においては、競争領域と非競争領
域の見極めを行い、必要に応じて産学官
を巻き込んだ積極的な連携を進め、サス
テナブルな経営が実現することを切に願
います。

関連情報

KPMGジャパン　製造コンテンツ

ウェブサイトでは、製造関連の情報を紹介してい 

ます。

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
industrial-manufacturing.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG ジャパン　製造セクター
 Sector-Japan@jp.kpmg.com

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/industrial-manufacturing.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/industrial-manufacturing.html
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年、テレビ業界の事業環境は大きく変化しています。ライフスタイ
ル の多様化、5Gネットワークに代表される通信技術の飛躍的向

上、スマートフォンやタブレットといった通信デバイスの革新、さらには魅
力的なコンテンツにより、インターネット通信の利用時間が増大、テレビ
放送の視聴時間が減少していることが要因です。こうして、新たな媒体が
登場したことによって、テレビ業界にとっての収益の柱であるCM広告への
影響は大きくなっています。加えて、スポーツイベント放映権の高騰や番組
製作費の増大も見逃せない状況と言えます。本稿では、逆境にあるメディ
ア業界の雄テレビ業界の将来を占うキーワードについて解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。

近

POINT 1

テレビ業界の現況

オリンピックやワールドカップに代表
されるようなスポーツイベントの放映権
が著しく高騰しています。他方で、放送
事業における収益機会拡大余地が減
少しています。テレビ業界は大胆な施
策が必要になっています。

POINT 2

テレビ業界の脅威

通信ネットワーク環境が飛躍的に向
上し放送と通信の垣根がいよいよ低く
なっています。このようななかで、動画配
信プラットフォーマーが急激に会員数
を伸長し、視聴者を奪っています。

POINT 3

テレビ業界のDX

テレビ業界でもデジタルトランスフォー
メーションの動きが見られます。民放
キー局でもインターネット同時配信を
開始しました。制作現場におけるAI/

RPAの活用も議論が始まっています。

POINT 4

テレビ業界の信頼回帰

プライバシー保護の観点からインター
ネットにおける追跡型広告が見直され
ています。また、インターネットで氾濫
するフェイクニュースが社会問題化し
ています。テレビの公正不偏な報道機
関としての役割期待が高まっています。

メディア業界の雄／テレビ 
業界の将来を占うキーワード

KPMGジャパン 

テクノロジー・メディア・通信セクター

森谷 健／パートナー

森谷 健
Takeshi Moriya
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Ⅰ

はじめに

テレビ業界を取り巻く事業環境は、デジ
タル化の進展、通信環境の高度化、デバイ
スの進化、ソーシャルメディアの浸透によ
り劇的に変化しています。博報堂DYメディ
アパートナーズの最新調査「メディア定点
調査2021」によると、「パソコン」「タブレッ
ト端末」「携帯電話／スマートフォン」など
のインターネットメディアによるメディア接
触時間は増加し続けており、2021年には
248.6分と過去最長となりました。これに
対して、既存マスメディアの代表であるテ
レビによるメディア接触時間には減少傾
向が見られます。2014年にインターネット
メディアがテレビを逆転して以降 （この年
にインターネット広告費が1兆円の大台に
達しました）、ユーザーのメディア接触行動
におけるインターネットシフトは続いてい 

ます。
メディア接触行動の変化を受けて、伝

統的なマスコミ媒体における広告は伸び
悩んでいます。その一方で、インターネット
広告は順調に成長し続けています。多くの
ビジネスが新型コロナウイルス感染症（以
下、「COVID‐19」という）の影響を受け、経
済的な打撃を受けるなか、インターネット
メディア分野は逆風をものともせず、2020

年も前期比プラスの2兆2,290億円 （電通／
2020年日本の広告費）となりました。
このようにメディアを巡る環境、特にテ

レビ業界は大きな変曲点を迎えています。
本稿では、メディア業界の雄であるテレビ
の将来を占う最新のキーワードについて
解説します。

Ⅱ

テレビ業界を「取り巻く環境」

1. 民間放送局における直近の財務概況

総務省の「令和 2年度民間放送事業者
の収支状況」によると、地上波民間放送事
業者（127社）の売上高は、2020年度は1兆

8,948億円（経常利益は979億円）となりま
した。直近10年の売上高は2兆3,000億円
前後を維持していましたが、2 0 2 0年は世
界的なCOVID‐19拡大に伴う経済停滞によ
り大きく落ち込む結果となりました。
各事業者の売上高は、地上波放送事

業およびBS放送事業における広告収入で
す。広告収入が減るということは番組制
作予算が減るということであり、放送事業
者にとって最も重要であるコンテンツを生
み出す源泉がなくなるということです。事
業者は、コストをかけずに良質の番組を作
ることを心掛けていますが、企業努力に
も限界があります。このようななかで、民
放キー局は、本社と周辺土地のエンター
テインメント施設化による新ビジネスの
創出、アニメ版権（ライツ）を活用したビジ
ネスの獲得、コーポレートベンチャーキャ
ピタル投資によるビジネスの創造等、放
送外収入の拡大に向けて模索を始めてい 

ます。

2. 若年層における急速なテレビ離れ

近年、若年層を中心にテレビ離れが進
んでいます。時事通信が2019年に実施した
「テレビに関する世論調査」では、10～20

代の1割がテレビを見ていないという結果
となりました。このような傾向には、社会
的な環境変化も関係しています。幼少期
からの数多くの習いごと、低学年からの受
験に備えた生活、受験を経て入学した学
校では毎日の部活動などにより、自宅の
滞在時間が短くなったことで、時間や場所
の制約を受けるテレビを見る習慣を持た
なくなりつつあるのです。
それを加速させたのがスマートフォンの

普及です。テレビを中心とする伝統的なマ
スメディアだけでなく、インターネット上の
さまざまなメディアを通じてコンテンツや
ニュースへのアクセスが可能となったこと
が拍車をかけています。
このようななかで台頭してきたのが、�い

つでも��どこでも�視聴可能なYouTubeや
TikTokなどに代表されるインターネット上

の動画共有サービスです。先述の調査で
は、テレビ離れの理由として「動画投稿サ
イト・配信サービスの方が魅力的」「ネット
が普及し、テレビを見なくても困らない」な
どの回答が過半数以上となり、テレビ業界
も無視できない状況になっています。

3. スポーツイベント放映権の高騰

世界最大のスポーツイベントであるオリ
ンピックは、放送すれば高視聴率が期待
できるコンテンツです。しかし、近年では
その放映権が高騰しており、テレビ局の収
支に大きな影響を与えています。日本放
送協会（NHK）と一般社団法人日本民間放
送連盟（民放連）で構成するジャパンコン
ソーシアムは、2018年冬季オリンピックか
ら2 0 2 4年夏季オリンピックまでの４大会
の放送権を獲得するため、国際オリンピッ
ク委員会に1,10 0億円を支払いました。し
かし、放送局の負担はこれにとどまりま
せん。参加国の増加や競技種目の拡大に
伴って制作費も増大しており、放送局に重
くのしかかっています。
テレビ局は、オリンピックという舞台に

おいて最新の放送技術を通じて国際平和
とスポーツ振興に貢献するというミッショ
ンを達成すべく、日夜奮闘しています。し
かしながら、この夏に閉幕した東京オリン
ピックに関する放送収支について、民放連
の大久保好男会長は「赤字である」とコメ
ントしています。
同様に、サッカーワールドカップの放映

権も高騰しています。現在の民間放送局の
収支状況を踏まえると、無料放送が将来
的にも楽しめるという状況に暗雲が立ち
込めていると思われます。
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メディア業界の雄／テレビ業界の将来を占うキーワード
Sector 
Update

Ⅲ

テレビ業界に 「迫る脅威」

1. オーバー・ザ・トップ  （OTT）メディア
プラットフォームの快進撃

Amazon（eコマース・プラットフォーム）
の有料会員向けコンテンツ配信サービス
「Amazon Prime Video」、月額課金（サブス
クリプションベース）の配信サービスである
「Netflix」や「Disney+」、さらには広告対応
配信サービス「Hulu」などのOTT（「テレビメ
ディアを飛び越えた」の比喩）の大手プレ
イヤーが競って、顧客の囲込みを強めてい
ます。この動きは、コロナ禍においてもス
ローダウンする気配はありません。テレビ
業界の懸念をよそに、OTTプレイヤーはテ
レビ端末（デバイス）への技術的な対応と、
そうしたデバイス向けライブ配信コンテン
ツの強化により、視聴者による�テレビ�で
の視聴時間を『テレビ放送』から『動画配
信』へとトランスフォームすることを企図し
ています。
各テレビ局は、これまで地上波放送を

中心としたコンテンツ展開を行ってきまし
た。このようなコンテンツ展開では、視聴
者は番組をリアルタイムで見るか、録画し
て見るしか方法がありません。そこでテレ
ビ局でも、視聴者のニーズに呼応すべくオ
ンデマンドを強化し、より多くの視聴者に
コンテンツを視聴できるよう動き始めてい
ます。

2. メディアコマースという新たな 

マーケティング形態

メディアコマースとは、コンテンツメディ
アとeコマースサイトが一体となった新た
なマーケティング形態のことです。
メディアの役割とeコマースの機能は本

質的に異なります。そのため、従前は並
立・並走してきましたが、スマートフォンや
パソコンを利用したインターネットショッ
ピングが新たな生活習慣（eコマース）とし
て広く浸透したことから（2 0 21年7月の経

済産業省の発表によると、2020年度のeコ
マース市場は19兆2,7 79億円まで拡大）、
そうした購買行動に対応するため、eコ
マースがメディア化、あるいはメディアにe

コマースを組み込もうと模索しています。
メディアコマースの特徴は、利用客（消

費者）に想起しやすい独自テキスト情報を
作り込むことで、米Google社等の検索エ
ンジンにおいて検索順位の上位に表示さ
れる機会を増やし、検索結果画面からの
自然流入によって顧客獲得コストの抑制
を実現できることにあります。
なお、テレビの視聴率（コマーシャルの

視聴機会）低下も、メディアコマースを推し
進める要因の1つとなっています。

3. 5G環境におけるインタラクティブ 

メディアの進展

最新の5Gネットワーク環境では、スマー
トフォンユーザーは、さまざまなアプリ
ケーション、ゲームや音楽さらには映画の
ようなコンテンツのダウンロードにかかる
時間を1カ月あたりおよそ1日（24時間）短
縮可能とされています。従前の環境下で
動画コンテンツを利用してきたユーザーに
とって利便性が大いに向上し、動画視聴
数はさらに伸びることが想定されます。
より重要なことは、このようなネット

ワーク環境では、デバイスを通じてコンテ
ンツの利用者と制作者、あるいはコンテ
ンツの利用者同士が容易につながれると
いうことです。これは、インタラクティブな
媒体（メディア）が出現することを意味しま
す。今後、データの蓄積とAI技術の活用が
進めば、同メディア自体と同メディアにお
ける広告はより一層の成長を遂げていくと
考えられます。
また、一連のインターネットウェブ（オン

ライン）でのマーケティングは、実店舗（オ
フライン）のマーケティングとの連携も期
待されています。こうした動きは、インター
ネットメディアが、長く広告手段の首位の
座に君臨してきたテレビ広告を脅かす存
在となりつつあることを示しています。

Ⅳ

テレビ業界にとっての  
「新たな動き」

1. 伝統的なメディアにおいて始まった
デジタルトランスフォーメーション

テレビ離れに先行して始まった活字離
れに対応するため、出版業界ではデジタ
ルメディア運用の専門人材を採用したり、
デジタル戦略を積極的に進めてきました。
その結果、近年ではPage View（PV）や
Unique User（UU）などのKPIを大きく伸ば
しています。
この流れに沿うように、新聞業界も編

集体制の再構築が急速に進められていま
す。コンサルティング会社の支援を受け
ながら、記事の入稿から配信までをデジ
タルファーストで一気通貫に管理する体
制（Content Management System）を整備
しています。このようなDX投資の増大や
ビジネスモデルの変革を象徴するように、
INCLUSIVE株式会社や株式会社Link-Uな
どの新聞・出版といった伝統的なメディア
のDXを支えるインターネット企業が相次
いで上場を果たしました。
出版業界に遅れながらも、テレビ業界

でも最近になってようやくデジタルトラン
スフォーメーションの動きが見られるよう
になりました。具体的には、最新技術を活
用したインターネット経由の番組配信で
す。テレビ（受像機）がなくても、スマート
フォンやタブレットといったデバイス（通信
端末）があれば、全国どこでもテレビと同
じ番組を見ることができる時代が到来し
つつあります。

2. 視聴率調査リニューアル

視聴率は、テレビ番組やCMがどのくら
いの世帯や個人に見られているかを示す
指標です。また、広告代理店の仲介でテレ
ビ局と企業が広告取引をする際にも、テレ
ビのメディア価値や広告効果を測る指標と
して利用されています。しかし、近年では
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ライフスタイルの多様化とデバイスの進化
に伴い、リアルタイムからタイムシフト（録
画視聴）に象徴される「テレビ視聴の分散
化」や、家庭（世帯）におけるテレビ設置台
数の増加から「テレビ視聴の個人化」が加
速化しています。
こうした変化に対応すべく、視聴率調査

に最新技術を導入し、「タイムシフト視聴
率」と「個人視聴率」、そして同調査の「全
国展開」が実現しました。これにより、日
本各地での視聴率集計やより精緻な視聴
人数の把握が可能となります。今後は、商
品購買意欲の高い視聴者層とされている
コア層（13歳から49歳までの男女）に焦点
を当てたテレビ番組とCM制作において、
視聴率の利活用の幅がより一層広がると
期待されています。

3. 人工知能AIの利活用による 

コンテンツ制作

英Reuters社がジャーナリズムへのAIの
適用について行った調査によると、最も重
要な用途であると回答したものは、①レ
コメンディング、②潜在的なサブスクライ
バーを特定して最適化する技術、③ニュー
スルームの作業効率向上、④ニュースギャ
ザリング、⑤自動執筆によるロボジャー
ナリズムでした。また、同調査では、英
Times社がAI駆動型の推奨エンジンを取
材に幅広く活用するだけでなく、AIアシス
タントを編集作業に利用する実験も開始
したと報告しています。さらに、英BBC社
でも言語翻訳の自動化に取り組んでおり、
日本向け動画配信サービスの字幕付けや
合成音声に利用しているとのことです。
テレビ業界を含めた国内メディアでは、

海外のようなAI関連の取組みを開始した
という話は、今のところ聞かれません。し
かし、民放キー局では、Robotic Process 

Automation（RPA）を活用して、音声のミ
ス、映像の間違いのチェック、ユーザーか
らのコメントや反応のチェック、顧客情報
や統計データの管理を行う動きが出始め
ています。

Ⅴ

テレビ業界への 「追い風にな
るか？」

1. 情報源としての信頼回復

インターネットの利便性拡大やソーシャ
ルネットワーキングサービス（SNS）の利
用拡大により、テレビは情報を入手する
メディアとしての位置付けが低下していま
す。他方で、インターネット上の真偽不明
な情報「フェイクニュース」の拡散や、イン
ターネット上の検索履歴などから自分の
好みに合った情報ばかりに囲まれる「フィ
ルターバブル」が問題視されるようになっ
てきています。特に、COVID-19の拡大後、
そうしたフェイクニュースやフィルターバブ
ルによる情報の選択的接触が世論を分極
化させています。そのような状況で、マス
メディアに対しては表現の自由を守りなが
らも、「正しい情報を公正で中立な立場か
迅速に」提供することが一層求められてい
ます。この点、マスメディアのなかでもテレ
ビは、報道機関としての信頼度が高まりま
した。テレビは信頼されるメディアであり
続けるため、さまざまな情報を収集し、視
聴者に対して分析の視点・深度などの点か
ら、SNSでは提供できないような付加価
値を提供することが重要となっています。

2. サードパーティCookieの禁止

Cookieは、米Apple社やGoogle社がウェ
ブサイトにおけるユーザーの利便性向上
のために開発されました。インターネッ
ト広告では、このCookieを利用して、ユー
ザーのウェブサイト上の行動からその属性
や興味を判別し、関心度の高いと思われ
る広告を配信しています。

Cookieは 2種類あります。1つは、ユー
ザーがウェブサイトに訪れた際に発行さ
れる「ファーストパーティーCookie」、も
う1つはサイト上の広告バナー（広告配信
サーバー）から発行される「サードパーティ
Cookie」です。

そのCookieに対して、個人情報保護の
観点から世界的に規制が強化されていま
す。そして、主に規制の対象となっている
のが、ユーザーの意思確認が曖昧なまま
収集されてきたサードパーティCookie（プ
ライバシーに関わる情報）です。ユーザー
の個人情報保護の要求に呼応するように、
Apple社のSafariでは 2 0 2 0年 3月以降は
サードパーティCookieを完全にブロック、
Google Chromeでも2023年を目処に廃止
の準備を進めています。

Cookieを通じたユーザー情報の効率的
な収集とその効果的な運用により、イン
ターネットにおけるリターゲティング広告
（追跡型広告手法）はテレビ広告を凌駕す
るまでの存在になりました。しかし今、リ
ターゲティング広告は転機を迎えようとし
ています。

3. 米国における個人情報にかかる 

規制強化

2018年5月にGDPR（EU一般データ保護
規則）が施行され、欧州地域からの国境
を超えた個人データの取扱いが厳格化さ
れたことは記憶に新しいかと思います。米
国カリフォルニア州でも同様に、「個人にプ
ライバシーに関連する権利を与え、個人情
報を利用する事業者には適正管理の義務
を課す」CCPA（カリフォルニア州消費者プ
ライバシー法）が、2020年1月から施行され
ています。
今回成立したCCPAでは、事業者の義

務（通知義務、削除要求への対応、未成年
者への対応、差別の禁止、合理的なアク
セス手段の提供等）が細かく規定されまし
た。また、CCPAの特徴として、損害賠償
についての具体的規定（消費者一人当たり
で100ドル以上750ドル以下の､又は実損害
の、いずれか大きい額）、カリフォルニア州
による民事制裁金（1件最大2,500ドル、故
意の場合最大7,500ドル）が挙げられます。
本規制は米国企業だけでなく、日本企

業も対象となっています。全米各州に規
制の波が波及することも想定されるなか、
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日本企業は米国市場を意識したインター
ネット広告に関して法律面とシステム面の
両面において見直しが求められています。

Ⅵ

終わりに

テレビ業界は、放送免許という参入障
壁に守られており、「最後の護送船団」業
界といわれることもあります。しかし、パソ
コン、スマートフォン、そしてタブレットが
普及した今、映像を多数の視聴者へ同時
に配信することは、もはやテレビ局の専売
特許ではありません。かくも大きく環境が
変化していても、テレビ局のビジネスモデ
ルに変化は見られず、収益の柱は15秒単 

位のスポットCMと30秒単位のタイムCM 

の2つです。
公共の電波を利用する放送メディアの

なかでも、テレビは社会の公器としての使
命を果たす必要があります。すなわち、幅
広い視聴者のニーズを満たし、番組提供
を継続しなければならないのです。しか
し、社会が多様化し、視聴者のニーズも
複雑化したことから、それをあまねく満た
すことは困難といえるでしょう。

技術革新によって、今後も放送と通信
の垣根は低くなっていくでしょう。しかも、
通信デバイスの高度化により、双方向の情
報伝達も可能です。すでに視聴者の関心
は、時間と場所を拘束しないインターネッ
トに奪われています。
テレビ広告がそのままインターネット広

告に移行するわけではありませんが、イン
ターネット広告に親和性の高い内容に、今
後は確実に移行していくでしょう。テレビ
がインターネットに代替されるという単純
な構造転換には、必ずしもなりませんが、
両者の相互補完関係は着実に進んでいく
と考えられます（図表１参照）。

出所：KPMG作成

テレビ業界の将来を占うキーワード

テレビ業界の現況
放送事業における制作コストの増大
＞　スポーツイベント放映権の高騰
放送事業における収益機会の減少
＞　視聴率の低下によるCM収入の減少

テレビ業界の信頼回帰
フェイクニュース、フィルターバブル
＞　公正・中立なメディアの位置づけ
プライバシー保護の潮流
＞　Cookie規制、CCPAの成立

テレビ業界の脅威
動画配信プレイヤーの登場
＞　コンテンツ充実による視聴者数拡大
5G通信ネットワークの向上
＞　インタラクティブメディアの勃興

テレビ業界のDX
インターネット同時配信の開始
＞　スポーツ・エンターテイメントのライブ配信
制作現場におけるAI／RPA
＞　言語翻訳、合成音声への利活用

図表1 テレビ業界の環境分析

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMGジャパン テクノロジー・メディア 
通信セクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com

関連情報

KPMGジャパン テクノロジー・メディア 
通信コンテンツ

ウェブサイトでは、インダストリー関連の情報を紹
介しています。

http://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
technology-media-telecommunications.
html

http://home.kpmg/jp/ja/home/industries/technology-media-telecommunications.html
http://home.kpmg/jp/ja/home/industries/technology-media-telecommunications.html
http://home.kpmg/jp/ja/home/industries/technology-media-telecommunications.html
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在、グローバル 規模 でスタートアップ・エコシステムの 競争が 激化
している中、日本発のスタートアップ 市場の 一層の活性化と成長

が期待されています。また、日本のファミリービジネスの特徴として、長い
歴史を持 つ 伝統的な 企業 が 独自の 企業文化を背景に持続的な成長を
続け、新規事業やグローバル進出といった活発な事業展開に乗り出す事
例もある一方で、成長戦略の見直しやファミリーガバナンス、次世代承継
への取組み、サイバーセキュリティやデジタルトランスフォーメーション （以
下、DXという）への対応の遅れなどの課題も散見されている状況です。こ
うした背景を踏まえて、2021年7月にKPMGジャパンは、ファミリービジ
ネス・スタートアップ に 向けたアドバイザリーサービス 提供 を目的として、
プライベートエンタープライズセクターを組成し本格始動しました。
本稿では、プライベートエンタープライズセクターがフォーカスするファミ
リービジネス・スタートアップの概観を紹介しながら、KPMGジャパンがこ
の取組みを通じて社会に貢献したいことについて解説します。

現

POINT 1

企業のライフサイクルに見る 
ダイナミズム

スタートアップとファミリービジネスは
密接に関連しており、投資家の視点か
らは信頼関係に基づいた情報が鍵と
なっている。

POINT 2

ファミリービジネスの特徴

スリーサークルモデル（ファミリー、オー
ナー、ビジネス）を使ってファミリーと
所有と事業経営の3つ関係を的確に
捉え、ファミリーの関わりを整理・再構
築することが出来る。

POINT 3

スタートアップ市場の拡大

スタートアップ市場はグローバルで加
速して成長しており、国内でも投資金
額と件数が増加傾向にあり、大学や自
治体がハブとなるオープンイノベーショ
ンが活発になっている。

POINT 4

プライベートエンタープライズ 
セクターが目指すゴール

先駆的かつ社会的意義を持続的に追
求し価値提供を高めている企業は国
内に数多く存在しており、私達はそれら
の企業に新しい価値を提供し、事業
発展と成功の一助となることを目指し
ている。

ファミリービジネスと 
スタートアップを取り巻く 
環境と業界課題
～  プライベートエンタープライズ 

セクターの始動～

KPMGジャパン　プライベートエンタープライズセクター

大谷 誠／統轄パートナー

大谷 誠
Makoto Otani
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Ⅰ

スタートアップ・ファミリー 
ビジネスを取り巻く 
マーケットトレンド

2020年のKPMGの調査1によれば、ス 

タートアップ企業・ファミリー企業が注目
している経営テーマのトップ 1 0には、ス
タートアップならではのIPOロードマップ
の加速、ファミリービジネスに特有の次世
代承継や資産管理に関するテーマがラン
キング入りしました （図表1参照）。同時
に、DXや人材獲得、ESG・SGDs対応といっ
た公開企業・非公開企業に共通のテーマ
も並んでいます。

トップ10入りしたテーマを見ますと、ス
タートアップ企業はデジタルテクノロジー
の活用意欲が、ファミリー企業はESG・
SDGsなど社会的責任の対応意欲が高い
傾向があり、スタートアップ企業やファミ
リー企業がそれらにより自社の価値を高
め、持続的な成長を目指していることが明
確になります。

Ⅱ

スタートアップ企業・ファミ
リー企業のライフサイクル

企業のライフサイクルを起業とビジネス
の両面から俯瞰しますと、1つの連続した

サイクルで整理することができます （図表
2参照）。サイクルを見ますと、スタートアッ
プとファミリービジネスとが密接に関連し
ていることがわかります。アイデアを現実
化し、事業を起こす局面では、コアになる
人材を家族で構成し、家族が継承する金
融資産や不動産、人的ネットワークを活用
して事業資金を調達します。事業を拡大し
成長する局面では、家族ならではの信頼
と協調性、忠誠心、献身が事業の成長を
助けます。事業を変化させる局面では、承
継する家業と新たに進出した事業の統合・
再統合を経て、家族の保有資産を保護・
増加させ、ファミリーの持続的発展を目指
します。
グローバルベンチャー市場のトレンドが

活性化する今、スタートアップ企業・ファミ
リー企業のこの独特なライフサイクルは、
投資家の視点からは魅力的に見えます。
通常、これらの企業は、ベンチャーキャピ
タル・プライベートエクイティ・ファミリー
オフィスからファイナンスを受けたり、独
立した非公開企業であったり、またはファ
ミリービジネスのいずれかです。これは、
これら投資家と企業とにはすでに信頼関
係が形成されているということです。つま
り、キーワードは �信頼�で、信頼関係に基
づいた情報が鍵になります。その結果、こ
のディールは起業とビジネスの両方のライ
フサイクルを通じて取引コストが低く抑え
られ、強い相互関係が生まれるという特
徴を持っています。そして、この独特なダ
イナミクスを持つゆえに、スタートアップ企
業・ファミリー企業の魅力は増しているの
です。

Ⅲ

ファミリービジネスの特徴と
サービス提供事例

ファミリービジネスとは、その構成員
に家族が中心となって起業し、事業経営
を行い、収益を得る企業の総称です。日
本においても、長い歴史を持つ伝統的な
ファミリー企業が多数存在します。そのな

DX対応 –クラウドサービス・AI・マネージド
サービスの活用

税務・法務の透明性確保

次世代ワークスタイル、人材獲得競争への対応

IPOロードマップのスピードアップ

次世代承継、ガバナンス、資産相続

業務改革(BPR) – 柔軟でアジャイルなビジネス
モデル、サプライチェーン、カスタマーマネジメ
ント

サイバーセキュリティ、個人情報保護への対応

財務レジリエンシーの確立

ESG・SDGsなど社会的責任の拡大への対応

M&Aやディールの加速化への対応

図表1 スタートアップ企業・ファミリー企業を取り巻くマーケットトレンド　トップ10

出典：KPMG調査1よりKPMG作成

KPMG
Private Enterprise

ビジネスの視点

起業の視点

図表2 スタートアップ企業・ファミリー企業を取り巻く市場ダイナミクス

強化する
オペレーションの改善
事業リスクの最小化

出典：KPMG作成

成長する
ビジネスの拡大

変化させる
将来の計画つくり
（マネタイズ）

起業する
アイデアを現実化

統合する・再統合する
富の増加
資産の保護

ファミリーの
持続性

資産運用
戦略

ライフサポート

レガシーの
影響

ベンチャー
キャピタル

ファミリー
オフィス

プライベート
エクイティ

税務

展開する・再展開する
新規事業に投資
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ファミリービジネスとスタートアップを取り巻く環境と業界課題　～ プライベートエンタープライズセクターの始動～
Sector 
Update

かには、独自の企業カルチャーを発展さ
せながら持続的成長を続け、新規事業や
グローバル進出といった活発な事業展開
に乗り出す例もあります。その一方、経営
陣に新規性を取り入れることに遅れて経
営判断が硬直化したり、家業の守りと新
事業の攻めのバランスが不十分になった
りするファミリー企業もあります。そうし
た企業では、成長戦略の見直しやファミ
リーガバナンス、次世代承継、家族の資産
管理、サイバーセキュリティやDXへの対応
遅れなどの課題が散見されるケースもあ
ります。
こうしたことから、ファミリービジネスの

特徴を踏まえて、ファミリーと企業の関わ
りを体系的に整理するニーズが潜在的に
増加していると捉えています。

1. スリーサークルモデル

ファミリービジネスの特徴は、スリー
サークルモデルを使って概念的に捉える
ことができます。スリーサークルモデルと
は、3つの円で示す登場人物 （ファミリー、
オーナー、ビジネス）が相互に重なり合い、
自己利益が競合する4つの領域を示したも
のです （図表3参照）。たとえば、創業者で
ありCEOである人物は図の中心で3つの円

が重なった象限に位置します。ファミリー
の一員であり、オーナーシップを保有し、
かつビジネスのリーダーとして事業を遂行
しています。そして、創業者でありCEOの
配偶者がオーナーシップを保有するもの
の事業経営には携わらない場合、配偶者
はファミリーとオーナーが重なる象限に位
置します。また、2代目として期待する子供
に社員として事業に従事させるとすれば、
ファミリーとビジネスが重なる象限に位置
します。
このモデルを使ってファミリー企業の3

種類のステークホルダーの役割と属性を
分析することで、当該ファミリー企業に内
在する複雑さを明らかにし、ファミリー憲
章やファミリー会議の仕組みを構築する
ことでファミリーガバナンスの確立を進め 

ます。

2. ファミリーガバナンス再構築 

の具体例

2人の息子が共同で設備エンジニアリン
グ会社を、長女がハウジング会社を経営す
るオーストラリアの事例では、2つの企業
の規模と収益性が異なることから、子供
たちの間で報酬や株式持分について不満
が高まっていました。KPMGのファミリーア

ドバイザリーチームは、家族が企業経営に
臨むうえでのファミリー憲章と事業ビジョ
ンの整理を支援し、人材の採用方針や意
思決定方針、遺産相続や事業承継などの
懸案について、4週間のアセスメントを含
む9ヵ月のプロジェクトを支援しました。
この事例は、事業の多角化に成功し、

それぞれが自立的に成長を遂げている場
合でも生じる、ファミリービジネスにおけ
る独特のケースです。兄妹間で報酬獲得
のアンバランスを感じている場合、何らか
のタイミングでその解決と合意形成を図
る必要が出てきます。
一般的に、ファミリービジネスの所有

権構造は、「支配者」 「兄弟 （姉妹）パート
ナーシップ」 「従兄弟 （従姉妹）コンソーシ
アム」の3つに分類できます。ただし、支配
者形態は、創業者が現役で企業経営を行
う間は機能しますが、世代交代の必要性
が生じた際には、兄弟パートナーシップま
たは従兄弟コンソーシアムによる所有権
構造のいずれかを検討する必要性が生じ 

ます。
兄弟パートナーシップの場合、所有権と

経営の課題解決には、ガバナンスの構造や
方針が必要となります。一方、従兄弟コン
ソーシアムは、兄弟パートナーシップより
も複雑になります。所有権が希釈化されて
いたり、信託などで希釈化を避けるための
方策が講じられている可能性があるから
です。また、経営者が家族以外の場合もあ
ります。その場合、家族による支配をどの
ように維持していくかが大きな問題となり
ます。加えて、家族以外の役員や取締役に
とって所有権が現実的に得られない可能
性が高まれば、彼らの帰属意識とモチベー
ションが下がる可能性があります。それを
どのように維持するかも問題となる可能
性があります。
子供に事業を継がせたいと期待してい

た香港の創業者の事例では、テック系新
規事業を起業して自立を目指した 2代目
と、家族間で緊張が高まりました。KPMG

のファミリーアドバイザリーチームは、事
業継承についての結論を急がせないよう出典：「Bivalent Attributes of Family Firm By Renato Tagiuri, John Davis, 1996」を基にKPMG加筆  

ファミリー企業（ファミリービジネス、ファミリーオフィス）

ビジネス

オーナー

ファミリー

図表3 ファミリービジネスの概念図

・ファミリーガバナンス
・サスティナビリティ ・ガバナンス

・ファイナンス
・リターン
・レポート

・ビジョン
・コミットメント
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に助言を行い、新旧事業を構成する役員
や社員の組織化と株式持分のバランスを
支援しました。
この事例は、所有権とリーダーシップに

おける世代間の移行についての課題を提
起しています。シニア世代が手を放し、次
世代が新たな役割を担うことに、両者が
意欲的になることが必要です。考慮が必
要なことは、このプロセスを誰が始めるの
か、という点です。
結論からいえば、シニア世代が議論の準

備ができていることを示さない限り、変化
は起きません。その意思は明確であること
が望ましく、シニア世代が責任を持って後
継者育成のプロセスをスタートさせること
が重要となります。同時に、次世代は、シ
ニア世代が何を望んでいるのかを能動的
に理解し、理解したことを明らかにしたう
えで議論に入ることも重要です。

3. ファミリービジネスにおける 

女性経営者の活躍

もう1つの視点は、女性経営者の活躍で
す。KPMGのインタビューでロシアのある
女性の共同経営者は、「夫と私はこの会社
を一緒に経営していますが、夫婦であるこ
とを明示していません。会社のなかで �夫
婦�という立場にならないよう、名字まで
変えています。そうでなければ私は、従業
員と顧客から問題を解決する能力を持つ
人物ではなく、CEOの妻と認識され、そう
いう言い方をされてしまうからです」と述
べています。
伝統的に男性に支配されてきた産業は、

他の産業よりもジェンダーの偏りを示す
傾向があります。そういう産業では、女性
は伝統的な �女性の仕事�に就くことが好
まれ、ビジネスリーダーとしての彼女達の
能力が十分に認識されていないことがあ
ります。2019年のKPMGグローバルファミ
リービジネスサーベイ2によれば、歴史的
に �男性の仕事�と呼ばれてきた鉄鋼やス
クラップメタルの加工、セメント製造、ハー
ドウェア製品の製造などの企業にも、女

性の創業者や共同創業者はいます。彼女
らの意見は、どんなビジネスでも、女性や
男性に対する偏見はあってはならないこ
とを示唆しています。多様なアイデアや経
験がチームに多大な価値を与え、チームを
より面白くし、より高いレベルのイノベー
ションを生み出すのです。
忠誠心、関心、他者のニーズへの敏感

さ、問題解決、紛争解決などの伝統的な
女性的特徴は、女性と男性のためのホリ
スティックなリーダーシップスタイルを真
に反映しています。
ファミリービジネスでは、これらのユ

ニークな特徴とそれに伴う経営スタイル
は、企業と家族への忠誠心と個人のニーズ
への感度、直感と証拠に基づく意思決定
プロセスを組み合わせて、家族とビジネス
の両方に対する資産といえるでしょう。こ
れは、どのような企業においても建設的な
アプローチです。特にファミリービジネス
において、潜在的な競争優位性を生み出
すことができるものです。現代の家族経営
における女性の役割が変化しつつあり、新
しい世代の後継者が経営権を握るにつれ
て、さらに加速する可能性が高いと、私た
ちは考えています。

4. 次世代経営者と後継者問題

KPMGの調査 2によると、北米の全ファ
ミリー企業のうち15%は1925年から1945

年に生まれた「サイレント・ジェネレーショ
ン」出身のCEOが率いています。これは、
世界平均の倍以上です。この年代層の最
も若いCEOが 7 0代半ばであることを考え
ると、今後のニュー・リアリティと呼ばれる
未知のチャレンジングな時代には、後継
者計画がファミリービジネスにとって喫緊
の優先事項であるといえます。

Ⅳ

スタートアップ市場の拡大と
オープンイノベーション

スタートアップの動向を見ると、ベン
チャーキャピタル市場の活性化やITプラッ
トフォームの拡大・発展により、家族の継
承資産に依らずとも、アイデアと熱意しだ
いで投資家やインキュベーターの支援を
得て起業できるケースが増加しています。
それに伴いグローバル規模でスタートアッ
プ・エコシステムの競争は激化していま
すが、世界各国で新型コロナウイルス感
染症 （以下、「COVID-19」という）のパンデ
ミックによって経済が混乱するなかでも、
経済界はエコシステムを止めることなく、
新たな社会価値を創造するオープンイノ
ベーションを進めています。
国内でも、この4年間で日本発のスター

トアップ市場は活性化しています。従来か
らの投資家に加えて、企業や大学、官公
庁がオープンイノベーションのハブとなり、
スタートアップを支援するような取組みも
進んでいます。

1. スタートアップはグローバルでも 

日本でも増加傾向

世界中で投資家がレイターステージ取
引に集中的に資金を投入し続けたことで、
2 0 2 1年Q3のグローバルでのベンチャー
キャピタルによる投資総額は過去最高の
1,717億ドル3を記録しました。グローバル
トップ10件の取引は、米国・インド・中国・
ブラジルに集中しています。同じ2021年第
3四半期に、日本でも約14億ドルの投資
額を記録したことから、グローバル同様、
日本のベンチャーキャピタル市場も進化
と成長を続けているといえます （図表4参
照）。
日本のスタートアップは、徐々に大規模

な投資ラウンドを実施するようになり、国
内でもIPOおよびM&Aによる大型のイグ
ジットが見られるようになりました。スター
トアップ企業が継続的に成長し、グローバ
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ルでの注目を集めていることから、引続き
日本のベンチャーキャピタル投資は増加
すると考えられます。

2. 大学や地方自治体がハブとなって
オープンイノベーションが加速

近年、国内で顕著に見られる動きは、
大学や自治体がハブとなって推進するオー
プンイノベーションの支援です。従来の事
業モデルや取引関係に囚われずに、斬新
なアイデアとテクノロジーの活用を活かせ
るようなオープンイノベーションハブが、
相互交流と価値交換の場として活発に開
催されています。
たとえば、大学や大規模医療機関が主

導するオープンイノベーションでは、ヘル
ステックをテーマとして、データとテクノロ
ジーを活用して地域医療に貢献するよう
なアイデアを求めています。また、自治体
が主導するもののなかには、ESG関連の
ソリューションやクリーンテックを活用し
て、次世代の社会基盤に貢献するイノベー
ションを活性化しようとしているものもあ
ります。これらのトレンドは、欧米やアジ

アでも同様に見られます。主体となってけ
ん引するプレーヤーは異なるものの、投資
家のESGへの関心は引続き高まっており、
今後も持続可能なソリューションを提供
する企業への投資は拡大していくものと予
想されます。

Ⅴ

私達が目指すもの

KPMGが2020年7月に実施したグローバ
ルCEOサーベイ2020 4では、世界の主要企
業のCEOは、パーパス （存在意義）とプロ
スペリティ （成長と繁栄）、プライオリティ 

（優先課題）の3つが今後の経営テーマに
なると分析しています。

COVID-19による人命や健康上の危機下
において、CEOは重要な社会的課題に取
組み、存在意義のある、社会から信頼さ
れる組織づくりに専念しています。同時に
CEOは、危機対応に加え、自社の長期的
な成長と繁栄に照準を合わせており、コロ
ナ後に必要となる組織的能力を強化する
ための変革を進めています。
同様の経営姿勢を示す国内企業の一

例として、江戸時代後期に創業したファミ
リー企業である繊維専門商社があります。
同社は、素材からアパレル製品の企画生
産までの垂直型バリューチェーンにおい
て、社会と消費者ニーズの変化を先取りし
た付加価値を提供しています。オーガニッ
クコットンの重要性に早くから着目して生
産地への直接的な技術導入を図り、SDGs

がキーワードとして広まるはるか以前から
環境影響の最小化に取り組んできました。
近年では、AIを活用した需要予測による
生産量最適化の仕組みづくりや、3Dモデ
リング・デザインツールの導入によって試
作工程を大幅に短縮するなどIT活用にも
積極的です。また、CVCを設立してスター
トアップや新規参入者を積極的に支援す
る事業も行いながら、オーガニックコット
ンやリサイクル素材の普及を広めるCSR活
動にも継続的に取り組んでいます。
このように先駆的かつ社会的意義を持

続的に追求し、価値提供を高めている企
業は、国内のさまざまな業種に数多く存在
します。それら企業には、非公開企業であ
り、スタートアップ企業やファミリー企業で
あることで迅速な意思決定を行いやすく、

出典： Venture Pulse, Q3’21, Global Analysis of Venture Funding, KPMG Enterprise. *As of September 30, 2021. Data provided by PitchBook, October 20, 2021.

図表4 日本におけるベンチャー投資動向（2021年第3四半期）
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確固たる中長期的な目標を持って成長発
展していくという特徴を見出すことができ
ます。
私達は、こういった企業の皆さまに新

しい価値を提供し、皆さまの事業発展と
成功の一助となりますことを目指してい 

ます。

1  Mastering a comeback

  https://home.kpmg/xx/en/home/

insights/2021/02/global-family-

business-report-covid-19-edition.html

2  2019 KPMG Global Family Business 

Survey

  https://assets.kpmg/content/dam/

kpmg/sa/pdf/2020/step-2019-global-

family-business-survey-report.pdf

3  KPMGベンチャー投資パルスレポート 

2021年Q3

  https://assets.kpmg/content/dam/

kpmg/jp/pdf/2021/jp-venture-pulse-q3.

pdf

4  グローバルCEOサーベイ2020

  https://home.kpmg/jp/ja/home/

campaigns/2020/11/ceo-outlook.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG ジャパン　 
プライベートエンタープライズセクター

 Sector-Japan@jp.kpmg.com

関連情報

プライベートエンタープライズ 
関連コンテンツ 

ウェブサイトでは、ファミリービジネス、スタート
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POINT 1

危機感と新たな価値観の共有
産業革命以来の大変革の波という危機感と、
これに付随する脱炭素化という新たな価値
観の共有には、自社独自の歴史や社風、文
化を反映した社内の共通言語によるトップの
メッセージが不可欠である。

POINT 2

戦略ストリームの構築
気候変動リスクにより齎されるVUCA時代の
戦略に、過去の経験則を用いたフォーキャス
トは通用しない。必要なのはシナリオ分析で
ある。異なる気候変動シナリオと異なる技術
変革のパスウェイが、自社の事業と戦略にど
のような意味合いがあるか？想定外を含めた
頭の体操を習慣づけ、つねにプランB、プラ
ンCを想定して機敏性と柔軟性を身に着ける
ことが強靭性につながる。

POINT 3

カーボンマネジメント・ストリームの 
構築
炭素は今後、金融資産と同様のモニタリング
と管理を必要とするコモディティとなる。企
業活動によって自社を介して流通していく炭
素や、自社の活動が排出あるいは削減する
炭素を網羅的かつ正確で迅速かつ効率的な
モニタリングと量ならびに財務価値のシステ
マティックな把握が必要となる。

POINT 4

開示・報告と戦略・価値創造の 
融合
気候変動リスクへの対応と脱炭素化は、CSR

や環境報告書という開示から発展し、今や
戦略の中心に位置する最重要事項となった。
いまだ開示と戦略、報告と価値創造が乖離
している企業も見受けられるが、今後は開
示・報告と戦略・価値創造は融合し、表裏一
体性を高めていく。

気候変動リスクへの対応と
脱炭素化の実践
第1回  空中戦から実践へ
KPMGジャパン 

KPMG IMPACTプロジェクト統括リーダー兼 

脱炭素化アドバイザリーリーダー 

KPMGサステナブルバリュー ・ジャパン

関口 美奈／マネージング・ディレクター

KPMGコンサルティング 

コーポレート・トランスフォーメーション・ストラテジーグループ 

KPMGサステナブルバリュー ・ジャパン

金子 直弘／パートナー

界的な気候変動リスクへの対応と脱炭素化の潮流はますます激し
くなり、企業レベルの戦略の捉え方と業務プロセスの在り方にも

変革を及ぼし始めました。気候変動リスクや脱炭素化は、単なる概念で
はなく、現実の、今ここにある危機です。したがって、現段階においては、こ
の危機を回避、あるいは機会と捉えて価値に変換していく戦略的思考と
行動が求められています。しかしながら、Cクラス層のこの危機感は、必ず
しも社内全体に共有されていません。Cクラスとして、このVUCAに耐える
社内の体幹を自社に確立するために何をすべきなのでしょうか。
本シリーズ（全4回）では、「気候変動リスクへの対応と脱炭素化の実践」
と題し、気候変動リスクによって、より振れ幅の大きくなるVUCA時代の
経営に不可欠なシナリオ分析をベースとした戦略ストリーム、足元の炭素
排出や削減の実態を網羅的かつ正確に、またリアルタイムに把握し、自
社の脱炭素化を効率的かつ効果的に推進するためのカーボンマネジメント・
ストリームの構築、さらにTCFDでもスコープ3として開示が求められる川
上・川下の取引先や物流事業者における炭素排出の把握と削減支援につ
いて実践的な方法論をご紹介します。

世
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Ⅰ

2019年、パリ

2019年12月、パリで開催された世界的な 

エネルギー会議に出席した時に受けた驚
愕は忘れられません。今思えば、欧州では
当時から、気候変動リスクへの対応が産
業革命以来の重大な変革要素であるとい
う認識が、政治や社会、ビジネス界全体に
広く浸透していたのでしょう。会議で議論
されるテーマはすべからく、気候変動リス
クへの対応に関するものでした。気候変動
リスクへの対応に関する企業の開示はどう
なるのか？　脱炭素化の具体的な行動と
は何か？　事業ポートフォリオをどう変革
していくか？　化石燃料はどうなるのか？　 

化石燃料に代わる新しいエネルギーは何
か？　資金調達にはどのような影響がで
るのか？　当該会議のセッションでは、こ
のような議論が繰り広げられました。今で
こそ日本でも、新聞やメディアに気候変動
リスクや脱炭素化に関するトピックが毎日
のように見られるようになりましたが、筆
者を含めて日本から当該会議に出席してい
た参加者にとって、まさかこれほど気候変
動リスクや脱炭素化に関する議論が進ん
でいるとは…と驚かされました。同時に、
日本という国と社会、ならびにビジネス界
が今後乗り越えなければならない気候変
動リスクへの対応と脱炭素化という、想像
を超えた大きな課題に焦燥感を感じると
ともに、大きな脅威を覚えました。
同じ会議の2日目の朝のこと。ブレック 

ファストセッションで、同じテーブルの
私の隣に座った初老の紳士は、英BP1社 

の役員の方でした。セッションの合間に
世間話をしながらお互いに名刺交換する
と、その方の名刺の肩書は、「Chief Carbon 

Management Officer」とありました。 「カー
ボンを管理なさるんですね？」今思うと、恥
ずかしい質問をしたものだと思います。「そ
のとおりです。まず、欧州では早晩、気候
変動リスクに対して企業がどのような未来
を想定して今の意思決定をしているか、さ
まざまなステークホルダーと対話していか

なくてはならなくなります。さらに、ここ欧
州では、カーボンに価格がついているので、
カーボンの排出量はすなわちコストになり
ますし、カーボンの削減は資産になるとい
う考え方がかなり浸透しています。つまり、
カーボンの排出と削減を金融資産のように
管理し、常に自社のポジションを把握して
おく必要があるのです」と、何も知らないか
わいそうな日本人にやさしく説明してくれま
した。その直後に、世界中を新型コロナウ
イルス感染症 （以下、「COVID-19」という）の
パンデミックが襲うとは夢にも思わず、冷
たい空気を半ば心地よく思いながら、会議
における議論や人 と々の会話を思いながら
夕暮れのパリを歩いたのを覚えています。

2019年パリ。ちょうど2年前の出来事で
す。今思えば、これが我々KPMGジャパン
のカーボンニュートラルへの出発点となり
ました。

Ⅱ

急激な情勢変化

その直後から気候変動リスクへの対応
を要請する声は、世界中で急激に大きく
なりました。パリでの会議と同時期にマド
リッドで開催されたCOP25の残念な結果2 

を受け、これに危機感を抱いた米ブラッ
クロック社CEOのラリーフィンクが、同社
の投資先と顧客投資家に宛てた書簡から
2 0 2 0年は始まりました。そしてCOVID-19

の発生。多くの先進国ではコロナ禍による
経済低迷からの再生の施策としてグリーン
リカバリーと銘打ち、脱炭素化に必要な
投資に資金を向け、雇用を生み出し、経済
成長を目指すことを打ち出しました。同時
に、COP2 6までに各国からNDC 3を取り付
けたい国連は、主要国にコミットメントを
要請します。
日本は2020年10月に、菅前首相の就任
演説で初めて2 0 5 0年カーボンニュートラ
ルを公言しました。さらに、翌4月にアメリ
カで行われた気候変動サミットでは、それ
まで26％としていた2030年での二酸化炭
素削減目標（2013年度比）を46％削減に引 

き上げています。野心的なNDCとしてコ
ミットするや否や、日本企業の間でも自社
の脱炭素化に関する本格的な検討が開始
されました。企業レベルのみならず、政治
レベルや各自治体レベルでも、脱炭素化
の議論は活発化し、現在に至ります。

KPMGが行った最新のCEOに対する調
査でも、多くの企業のCクラス層が、今や
気候変動リスクは、今後自社を取り巻くリ
スクの中でも重大なリスクの1つであると
いう認識を持たれていることが明らかに
なっています 4。

Ⅲ

新たに出現する危機と価値観
の共有

それでは、Cクラス層が感じている気候
変動リスクとはどの程度のリスクなので
しょうか？　誤解を恐れずに言えば、それ
は産業革命以来の変革の波が訪れるとい
うことであり、これまでの常識が通用しな
い世の中がそれほど遠くない将来にやって
くる、ということです。多くのCクラス層の
認識は、ほぼこれに近いのではないでしょ
うか。
一方で、Cクラス層の悩みは、その危機

感を社内の部課長クラスや従業員など社
員全員で共有できないもどかしさにある
ように思われます。Cクラス層の皆様には、
巨大な波がもの凄いスピードで押し寄せて
くるのが見えているのに、「自社の各部署
がそれに反応していないように感じる」と
いうお話をしばしば耳にします。Cクラス
層の多くが、「従業員と認識を共有するに
は、どのようなコミュニケーションが必要
なのか？」といった共通の悩みを持たれて
いるように感じます。
それもそのはず。気候変動のような地球
規模の壮大な課題に対して、「わが社はど
うすべきなのか？　君たちはどう対応する
のだ？」と聞かれても、普通の人にはお題
が壮大過ぎて反応のしようがない、という
のが正直な所でしょう。個人としては、エ
コバックや水筒を持ち歩くなどの行動変容
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があるかもしれません。しかし、そうした
個人の行動変容だけでは、特定の企業に
所属し、その企業が創造する製品やサー
ビスを通じた気候変動リスクへの対応を
考えるように仕向けたり、その企業の構成
員として脱炭素化に資する行動に導くこと
はできません。ある企業のCクラスの方と、
このお話をしたことがありました。いわく、
「CEOをはじめ経営トップの間には、自社
における脱炭素化への取組みの重要性や
戦略について一定のコンセンサスが共有
できているが、各事業部や従業員末端に
まで行き届いていない。彼らの価値観に
脱炭素化を組み入れるにはどうすべきか
を考えあぐねている」とのことでした。気候
変動リスクへの対応や脱炭素化といった、
従来にはなかった新たに出現した価値観
を共有し、企業の構成員としての行動に組
み込んでいくには、やはりまず、経営層か
ら従業員に対して共感できる強いメッセー
ジを発信する必要があります。求められる
のは、自社固有の歴史や社風、文化を反映
した共通言語で気候変動というリスク（あ
るいは機会）を表現し、脱炭素化という行
動の価値観を共有して業務プロセスに埋
め込んでいくことなのではないでしょうか。
それには、昨今多くの企業で掲げられてい
るパーパスが適しています。たとえば、企
業のパーパスが「技術で人を幸せにする」
で、この精神が従業員全員に浸透してお
り、すべての従業員がこの目的を達成す
ることに意気を感じているのならば、この
パーパスの文脈に気候変動リスクへの対応
や脱炭素化への挑戦を落とし込むのです。
パーパスならば社内の共通言語とし、すべ
ての従業員が共感できる自社特有の価値
観として共有することが可能となるでしょ
う。本シリーズはそもそも、気候変動リス
クへの対応や脱炭素化の推進における実
践的な方法論について紹介することを目
的としています。それらについては本稿の
後段、ならびに、今後のシリーズで説明し
ていきますが、そういった�HOW TO�の前
に、ぜひ、このことについて読者の皆様に
考えていただければと思います。

気候変動リスクへの対応と脱炭素化は、
今後あらゆる企業にとって所与となります。
また、これに伴って、社会にも大きな変革
の波が訪れるでしょう。この波にさらわれ 

ることなく、自らの将来を見据えて、VUCA5 

を乗り越え、道なき道を進んでいくために
は、経営トップから発される強いメッセー
ジの下、社員の共感を醸成し、社会や市場
に対する新たな価値を提供していく姿勢
が必要であると強く感じます。

Ⅳ

気候変動リスクへの対応と 
脱炭素化～ Cクラスは何を 
すべきか？

2021年が明けた頃から徐々に、「グリー
ン電力の調達を考えたい」「グリーン証書
でオフセットしたい」「省エネの余地を検
討したい」「インターナルカーボンプライシ
ングを導入したい」といったご要望を頂く
ことが増えてきました。しかし、じっくりと
お話を伺ってみると、皆様が求めていらっ
しゃるのは、必ずしもグリーン電力の導入
など個別の施策導入に伴うアドバイスでは
ありません。多くの場合、自社のトップが
2050年ネットゼロを宣言し、2030年には
○％のGHG排出量削減をコミットしたも
のの、この目標に対して実働部隊はどのよ
うなアクションを取るべきかというご相談
です。脱炭素化の全体像は見えず、何から
着手するかもわからない。そこで、「グリー
ン電力へのスイッチング」や「グリーン電力
証書の購入」といった見えやすい具体的な
施策に目がいったというわけです。しかし、
現段階で本質的に必要なことは、個別の
施策をパッチワーク的に行うことではあり
ません。自社の価値観の中に脱炭素化を
埋め込むための経営トップのメッセージと
自社のストーリーが必要であることは先に
述べたとおりです。同時に、より具体的な
プロセスとして、以下の2つのストリームを
考える必要があります。

1. 戦略ストリーム

1つめのストリームは「戦略ストリーム」
です。世界は、約100年後の地球の温度上
昇を1.5℃未満に抑えるという目標を共有
し、国によって歩みの速度は異なるもの
の、刻々と変化する規制環境や新たな技
術革新、進化するエネルギー源や新たな
サプライチェーンがこの気候変動リスクへ
の社会の対応として出現します。いわゆる
「移行リスク」と呼ばれるものです。
並行して、地球温暖化に伴う異常気象

や自然災害の増加により、企業の資産に
対する「物理リスク」も存在します。そのよ
うな事業環境の中、企業はさまざまな気
候変動シナリオを想定し、自社の事業環
境への意味合いと自社事業への影響を、
信頼に足るデータに基づき、一定の論理性
と一貫性のある分析を行ったうえで、自社
の取るべき戦略と自社のリスクの定量化に
ついて検討しなければなりません。こうし
た検討は、気候変動リスクとその対応に伴
う財務開示（いわゆるTCFD開示）のルール
化により、遠からず企業開示としても求め
られるようになるでしょう。TCFDガイドラ
インに沿った気候変動リスクの定量化のフ
レームワークについては図表1をご参照く
ださい。
しかし、より本質的には、気候変動リス
クによって、より振れ幅の大きくなるVUCA

時代の経営として求められる戦略策定を
どう捉えるか、という課題に帰結します。
私たちはこれまで、過去の経験に基づく
フォーキャストを使用して、企業の中期的
な戦略を考えてきました。しかし、VUCA

の色合いが一層濃くなるこの先の将来に、
フォーキャストは役に立ちません。これか
ら私たちが習得しなければならないのは
シナリオ分析です。気候変動リスクへの戦
略的対応を主軸としたシナリオ分析の方
法論に基づく戦略ストリームについては、
本シリーズの第2回目で論じます。
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2. カーボンマネジメント・ストリーム

前項の戦略ストリームが、異なる気候
変動シナリオに伴う戦略の選択肢を検討
し、自社の事業ドメインや事業ポートフォ
リオ、中長期的なアセット投資や技術投
資、M&Aについて柔軟かつ機動的な意思
決定を可能にするとともに、結果として多
様なステークホルダーへの価値提供を最
適化する方法だとすれば、カーボンマネジ
メント・ストリームは、企業活動を通じた
炭素排出や削減の実態を網羅的かつ正確
に、そしてリアルタイムに把握する方法論
です。自社の脱炭素化を推進するととも
に、近い将来、炭素価格が導入され、排出
した炭素がコストあるいは負債として、ま
た削減した炭素がレベニューあるいは資
産として、財務的に認識された場合の把握
を容易にします。同時に、自社業務プロセ
スにおける脱炭素化（製品やサービスの脱
炭素化ではなく）に資する施策についても

検討・実行し、その成果のモニタリングを
行います。カーボンマネジメントのフレー
ムワークについては、図表2に概要を示し
ます。また、カーボンマネジメント・ストリー
ムの詳細については、本シリーズの第 3回
目で論じます。
カーボンマネジメントの一部として、

TCFDでもスコープ3として開示が求められ
る川上・川下の取引先や物流事業者にお
ける炭素排出の把握があります。また、米
Google社などが先行している調達企業に
おける脱炭素化の推進も、カーボンマネジ
メントの重要な一部となっていくでしょう。
これらスコープ 3への対応については、シ
リーズの第4回目で深堀りします。

Ⅴ

開示と報告vs. 戦略と価値創
造

繰返しになりますが、今起こっている変

化の胎動は、一過性のものではありませ
ん。今後の世の中の在り方を、そして価値
観を根底から変革していくものです。しか
しながら、人はそれほど迅速に変化に対
応できるものではありません。ましてや組
織は、人間よりももっとスタティックです。
したがって、変化は常に規制から始まりま
す。特に日本社会では、この傾向が顕著で
あると言えます。面白いのは、このTCFDの
ガイドラインに賛同している日本企業の数
が、他国の企業数を上回っているという点
です（2021年10月27日時点で、世界の賛同
企業数が2,627社、うち日本企業が542社
で第1位6）。まず開示から着手、というの
が日本企業の特徴なのかもしれません。
さて、気候変動リスクに関する事項や脱
炭素化への取組みについては、少し前ま
では企業のCSR活動として、どちらかとい
えばブランド構築の一環でした。それが、
今ではサステナビリティやSDGs、ESGは
いかなる企業も避けて通れない、むしろ

ように変化するか？

ように発生するか？

出典：KPMG作成

図表1 TCFDガイドラインに沿った気候変動リスクの定量化のフレームワーク
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戦略の中心に据えるべき事項となりまし
た。現時点では、いまだ多くの企業におい
て、気候変動リスクへの対応に伴う開示、
脱炭素化に伴う自社の対応や進捗の報告
といった業務がフロント業務と融合してい
ないという事象も多々見受けられます。し
かし、気候変動リスクへの対応や脱炭素
化が所与となり、また気候変動シナリオ
によって事業ポートフォリオを機動的かつ
柔軟に変えていかなければならない世の
中では、開示や報告は戦略や価値創造と
分断されてはなりません。本シリーズで議
論していく「戦略ストリーム」についても、
「カーボンマネジメント・ストリーム」につ
いても、始まりは開示や報告目的かもしれ
ません。しかし、現実を見てみると、私た
ちがご支援させていただいている会社で
も、プロジェクトはほどなく本質的な戦略
論や業務プロセス設計へと移行していま
す。最近お話を伺う機会のあった2つの企
業においては、経営企画の中にサステナビ
リティ室があり、サステナビリティ室が実
質的に戦略策定部門となっていました（ち
なみに2社ともサステナビリティの担当者

は女性でした。サステナビリティにジェン
ダーの優位性が関連するかどうかは定か
ではありませんが、ジェンダーの多様性と
サステナビリティは親和性があるのかもし
れません）。いずれにしても、遠からずより
多くの会社において「開示と報告」と「戦略
と価値創造」はより密接に融合し、表裏一
体の活動となっていくことでしょう。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG ジャパン
KPMG IMPACT プロジェクト
統括リーダー兼
脱炭素化アドバイザリーリーダー
KPMG サステナブルバリュー・ジャパン
マネージング・ディレクター
関口美奈

 mina.sekiguchi@jp.kpmg.com

関連情報

エネルギー&インフラストラクチャーならび
にKPMG IMPACTのコンテンツ

ウェブサイトでは、関連情報を紹介しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
infrastructure.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/industries/
energy.html

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/
kpmg-impact.html

図表2 カーボンマネジメント・フレームワーク

出典：KPMG作成

1  https://www.bp.com/　石油メジャーの一
角を占める英国の石油会社。

2  詳細は、KPMG Insight Vol49 「COP26へ
の道のり～第1回COP25の積み残し課題と
その後の情勢の変化」をご参照ください。

3  詳細は、KPMG Insight Vol49 「COP26へ
の道のり～第1回COP25の積み残し課題と
その後の情勢の変化」をご参照ください。

4  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/
xx/pdf/2021/09/kpmg-2021-ceo-outlook.
pdf

5  VUCA: Volatile（変動が激しい）、
Uncertain（不確実な）、Complex（複雑な）、
Ambiguous（曖昧な）先行きが不透明で、
将来の予測が困難な現代のビジネスを取
り巻く状況を表した造語

6  https://tcfd-consortium.jp/about
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POINT 1

データサイエンスの到来
近年の機械学習とAIの進化は、ビジ
ネスコンサルティングの手法としての
データサイエンスの到来を後押しして
いる。

POINT 2

原理に基づくワークフロー
因果推論（因果効果）、確率的プログ
ラミング（統計的モデリング）、ベイズ
意思決定（最適意思決定）を結びつけ
る原理に基づいたワークフローを活用
することで、複雑なビジネス課題に対
処することができる。

POINT 3

因果推論はビジネス分析に不可欠
因果推論は、行動の効果を推定する。
そのため、意思決定に大きく影響を与
えるビジネス分析において、因果推論
はきわめて重要である。

POINT 4

ベイズ意思決定による戦略的意思
決定の導出
ビジネス課題の不確実性を取り込み、
選択された行動によって引き起こされ
るさまざまな可能性を考慮することで、
複数の選択肢を得ることができる。

VUCA時代に不可欠な 
確率的ビジネス分析

株式会社 KPMG Ignition Tokyo 

DXソリューション2 

マクシミリアン・シュミット／データ＆アナリティクスリーダー

の10年間の 機械学習とAIのブーム は、コンピュータビジョン、自
然言語処理、予測モデルなど多くの分野で驚くべき成果をもたら

し、ビジネスコンサルティングの重要な手法としてのデータサイエンスの到
来を後押ししました。しかし、単にデータサイエンスを用いただけでは、デー
タやビジネスプロセスの不確実性の影響を見落としたり、過小評価する
可能性があります。それらを考慮することは、分析の信頼性を向上させるだ
けでなく、意思決定に伴うリスクを調整するためにも必要なことです。
本稿では、VUCA時代におけるビジネス課題を解決するデータサイエンス
手法の1つとして、因果推論（因果効果）、確率的プログラミング（統計的モ
デリング）、ベイズ意思決定（最適意思決定）を結びつける原理に基づいた
ワークフローをご紹介します。

なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあ
らかじめお断りいたします。

こ

マクシミリアン・
シュミット
Maximilian Schmidt
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ビジネス課題を解決する 
データサイエンス

データサイエンスのプロジェクトは、通
常、大規模なデータセットの中から関連
するパターンを発見・予測し、問題を解決
するという従来の機械学習に焦点を当て
ています。代表的なのが、過去に蓄積した
データを基に製品の販売予測を行うなど
です。
しかし、実際のビジネスの課題は、従来

の機械学習で解決できるものばかりでは
ありません。売上げを伸ばすには、どの製
品の価格をどのように設定すればいいの
か。サプライチェーンの最適化はどうした
らいいのか。どうすれば顧客の減少を防ぐ
ことができるか。価格設定やプロセスの最
適化、顧客サービスなど、さまざまな課題
を抱えています。
このような課題に対して最適解を得る

には、因果推論を用いると効果的です。因
果推論とは、行動（介入）と結果の間の因

果効果を推定することで、従来の機械学
習よりも高精度の推測を行う手法のこと
です。

Ⅱ

原理に基づくワークフロー

因果推論を用いたワークフローは、「因
果推論による問題定式化」「確率的プログ
ラミング1によるモデル構築」「ベイズ意思
決定 2による戦略的意思決定の導出」の3

つのフェーズから構成されます（図表1参
照）。
フェーズ1では、まず因果推論を使用し

て問題を定義し、ドメインの専門知識を活
用して問題内の変数間の因果関係につい
て仮説を立てます。これにより、機械学習
を用いて推定可能な関係式 3が得られま
す。フェーズ2では、フェーズ1で得られた関
係式を推定するモデルを、モデルに不確実
性を組み込むことを可能にする確率的プ
ログラミングを用いて構築します。
最後のフェーズ3では、フェーズ2で構築

した推定モデルをベイズ意思決定で用い
て、クライアントと定義した目標に基づい
た最適な戦略的意思決定を導出します。

1. 因果推論による問題定式化

まず、解決すべき問題を定義します。問
題はたとえば、システム内の変数は何か？　
どのようなアクションを取ることができる
か？　どの変数がクライアントによりコン
トロール可能か？　そして、これら問題に
対するゴールを、interventional distribution

と呼ばれる特定の行動が選択された場合
の結果の確率とします。
次に、クライアントのドメインの専門知

識を活用して、システム内の変数間の因果
関係に関する仮説を立てます。どの変数が
どの変数に影響を与えるかを推論すると
いうわけです。最終的に、これら仮説は因
果グラフモデル（CGM）4というグラフ表現
に要約されます。
ところで、interventional distributionを直

接推定するには実験を行い、異なる行動

因果関係の質問

出所：KPMG作成

図表1 確率的ビジネス分析の原則的なワークフロー

問題定式化 モデルの構築 戦略的意思決定
因果推論 確率的プログラミング ベイズ意思決定

ドメインの知識 データサイエンスの専門性 経営能力

戦略的意思決定

データ 定義

最適化ベイズ推定による
モデルの適合

生成モデルの定式化

モデル

因果グラフモデル

同定
数学的規則を用いて推定可能な
関係式を導き出す

ゴール？
変数？
行動？

変数関係
データ入手可能性

A

C

B

結果

行動

期待値の最小化？
リスクの最小化？
…
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の影響をテストする必要があります。しか
し、ビジネスのコンテキストで実際に実験
するのは容易ではありません。そこで最後
のステップで、interventional distributionを
観測された（過去の）データのみから推定
できる観測分布5に変換します。このステッ
プは同定と呼ばれるもので、do-calculusを
使って自動化されています。do-calculusと
は、CGMを使って変換が可能かどうかを
調べ、可能であれば観測分布を導出する
数学的規則の集合のことです。

2. 確率的プログラミングによるモデル
構築

フェーズ2は、フェーズ1で同定した推定
モデルを構築します。具体的には、データ
がどのように生成されたかを推測し、そ
れを確率的プログラムとして定式化します
（決定論的）。
決定論的なコンピュータプログラム同

様、確率的プログラムのアルゴリズムは出
力値を計算します。しかし、変数は確率
論的な、実際の過程に関する不確実性と
データの不確実性を捕捉する確率分布か
ら導かれます。こうして構築された推定モ
デルは、フェーズ1で定義した問題、特定の
行動を選んだ場合の結果の確率の推定値
を導き出します。

3. ベイズ意思決定による戦略的意思 

決定の導出

ビジネスでは、出力変数の目的関数6の
最適化のように、行動に対する最適な意
思決定を求めようとします。ここでの目的
関数とは、経営上の意思決定を反映した
ものです。したがって、クライアントに対し
て、相反するような複数の選択肢を提示
することになります。たとえば、期待され
る結果を最大化することでよりリスク許容
度を高くする選択肢と、不良な結果のリス

クを最小化することでより保守的になる選
択肢といった具合です。
ベイズ意思決定では、問題の不確実性

を取り込み、選択された行動によって引き
起こされる可能性のあるすべての結果を
考慮します。その結果、ビジネス課題に対
して複数の選択肢を得ることができます。

Ⅲ

ビジネス分析に因果推論は 
欠かせない

統計学では、観測データ中の誤った相
関が全体像を歪めることがあることから、
相関は因果関係ではないと言われていま
す。これは、状況によっては真実です。そ
の状況とは、たとえば行動と結果の間の
相互作用が、両方に影響を及ぼす追加的
な要因によって重ね合わされるような場合
です。
そのような場合でも、因果推論は有効

図表2 販促による売上への因果効果を検出するために適用された原則ワークフロー

因果関係の質問 データ

期待値 ： 
販売促進による35%の売り上げ増加

モデル

因果グラフモデル
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出所：KPMG作成

問題定式化 モデルの構築 戦略的意思決定
因果推論 確率的プログラミング ベイズ意思決定
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ationです。それは、因果推論が変数間の真の
因果効果を同定し、定量化を可能にする
からです。従来の統計学や機械学習が連
想関係に焦点を当て、「Yの値がわかって
いる時、Xについて何が言えるか？」のよう
な疑問を呈するのに対し、因果推論は「Y

はどのようにしてXを引き起こすのだろう
か？」や、「Yを値に設定すると、Xはどうな
るか？」といった質問を投げかけ、行動の
効果を推定します。したがって、意思決定
に大きく影響を与えるビジネス分析におい
て、因果推論はきわめて重要と言えるで
しょう。
ここでは、過去に行った販売促進キャン

ペーンによって、その店舗の売上げが増え
たかどうかを知りたいというケースで考え
てみます（図表2参照）。
ワークフローのフェーズ1では、店舗近

隣にある競合他社の存在が、過去にプロ
モーションを行うという決定に影響を与え
ていたことがわかります。近隣店舗からの

競争圧力がある場合、一般的に販売促進
キャンペーンの実施によって売上げ増を試
みる傾向があります。また、競争の激しい
地域にある店舗は、他の追随を許さない
店舗よりも売上げが低いという可能性も
考えられます。
このように、競合他社の存在は販売促

進キャンペーンを実施するかどうかの決定
と販売の両方に影響を与えます。したがっ
て、販売促進キャンペーンの販売に対する
真の因果効果を見つけるには、分析にお
いて競合の存在を調整する必要がありま
す。これは、販売に対する販売促進キャン
ペーンの因果効果の偏りのない視点を得
るためです。
問題を体系的に定義することにより、競

争が分析に与える潜在的なバイアス効果
が明確で扱いやすくなるというわけです。
このように、本ワークフローでは変数とそ
の関係を明示的に定義し、分析とクライア
ントとのコミュニケーションの両方を容易

にします。
また、因果推論では観測されたデータ

を使って推定できる値を特定するので、闇
雲に実験を行うようなことはありません。

Ⅳ

確率論的モデリングは、より
多くの情報に基づいた意思決
定を可能にする

ビジネスは不確実な世界にあります。顧
客の需要は時間の経過とともに変化し、
取引には商品の欠陥やサプライチェーン
の不安定といったリスクを伴います。また、
自然災害やパンデミックのような壊滅的
な出来事が発生すれば、世界全体の経済
状況も激変します。世界で起きているさま
ざまな要因が、ビジネスに多大な影響を及
ぼすのです。そのため、ビジネスの問題を
モデル化する際には、これら不確実性を
考慮する必要があります。

図表3 サプライチェーン内の最適な車両数を特定するために適用される原理ワークフロー

問題定式化 モデルの構築 戦略的意思決定
因果推論 確率的プログラミング ベイズ意思決定

因果関係の質問 データ

コスト ＝ 車両の固定数 + ペナルティ料金
より多くの車両 ＝ より高い固定費
より少ない車両 ＝ より高いペナルティ料金 

最適な車両台数は？

3台 ： より低いコスト期待値
4台 ： 高コストになるリスクがより低い
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確率的プログラミングのフレームワーク
は、単純かつ体系的な方法でこれを行うこ
とを可能にします。それは、問題における
行動のための異なる選択に基づいた、起こ
り得る結果のための確率的予測を叩き出
します。これにより、期待される結果を最
適化するのか、それともより保守的にリス
クを抑えて望ましくない結果が生じる可能
性を最小限にするのか、というように目標
を柔軟に定義することができます。
ここでは、サプライチェーンの運営に最

適な台数の車両を選択するというケースに
ついて考えてみます（図表3参照）。
クライアントは、将来の顧客の需要を

満たすために十分な台数の車両を確保し
たいと考えていますが、その一方でメンテ
ナンスコストを最小化したいとも思ってい
ます。この相反する利害のバランスを取る
には、顧客の需要を十分に予測し、一定
数の車両が存在する場合のコストの可能
性を予測する必要があります。そこで、推
定モデルを構築してコストの見積りを割り
出し、最適な車両台数を計算します。この
ケースでは、3台の車両を使用すると、メン
テナンスコストを節約することによってコ
ストの期待値が低くなり、4台の車両を使
用すると、台数の増加によって顧客の需要
を満たす可能性が高くなることから、高コ
ストになるリスクがより低くなります。つ
まり、クライアントはコストの期待値を最
小化することによってリスク耐性を高める
か、高コストに直面するリスクを最小化し
て保守的になるか、そのどちらかを選択す
ることができるというわけです。
本ワークフローが導出したこの結果は、

私たちのアプローチが可能にする戦略的
な選択です。将来のためにたった1つの起
こり得るシナリオに焦点を当てるのではな
く、すべての可能な未来と関連する確率を
考慮することによって、これら複数の選択
を明確にすることができます。その結果、
クライアントにはより多くの情報に基づい
た見解を提供することができます。

Ⅴ

結論

本稿では、因果推論、確率的プログラ
ミング、ベイズ意思決定の方法を結びつけ
る原理に基づいたワークフローを紹介し
ました。このワークフローにより、アクショ
ンが結果に及ぼす因果関係の影響の特
定、将来の展開に関する柔軟で正確な予
測の作成、それら予測に基づいた戦略的
な意思決定など、複雑なビジネス課題に
対処することが可能となります。

1  データをコンピュータプログラムとして定
式化することにより、データの生成モデル
を構築する方法のこと。

2  事前の知識とデータ駆動型モデルの両方
の情報によってもたらされる良い結果が
起こる可能性に基づいて意思決定を行う
プロセスのこと。

3  観測データのみから推定できる、能動的
な実験を行う必要のない数式のこと。

4  変数間の因果関係をグラフ化したもの。
変数はノードであり、因果関係は変数間
の矢印で表される。

5  他の変数の値が観測された場合の事象
の確率を定量化する確率分布のこと。

6  「売上高の期待値を最大化したい」など
の大まかな目的を数学的に定式化したも
の。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

株式会社 KPMG Ignition Tokyo
DX ソリューション 2
マ ク シ ミ リ ア ン・ シ ュ ミ ッ ト／データ＆ア

ナリティクスリーダー

 maximilian.schmidt@jp.kpmg.com

関連情報

ウェブサイトでは、クライアント企業のデジタル化に伴
うビジネス変革情報を紹介しています。

home.kpmg/jp/KIT

http://home.kpmg/jp/KIT
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会計・監査情報（2021.10 - 11）

有限責任 あずさ監査法人

会計・監査ダイジェストは、日本基準、国際基準（国際会計基準審議会（以下「IASB審議
会」）の動向を含む）、修正国際基準及び米国基準の会計及び監査の主な動向についての
概要を記載したものです。

H i g h l i g h t
主な留意すべき公表

2021年10 月号

I

法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「 会
社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案 」を 
公表 
新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、時限的なウェブ
開示の対象拡大措置が、2021年9月30日に失効したことを受け
て、当該措置の延長が提案されています。

II

金融庁、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する
件」の一部改正を公表 
IAS第12号「法人所得税」の改訂が指定国際基準に指定されま
した。

III

IASB審議会、情報要請「 IFRS第 9 号の適用後レビュー （ 分類
及び測定）」を公表 
IASB審議会は、IFRS第 9号の適用後レビューを公表しました。
適用後レビューは、IASB審議会が財務諸表利用者、作成者及
び監査人に対する基準上の要求事項の影響を分析する目的で
行われます。

2021年11月号

IV

金融庁、「 監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書 」を 
公表 
国際的な品質管理に関する基準との整合性を確保しつつ、我
が国の監査を巡る状況を踏まえた品質管理基準の改訂が行わ
れています。

Ⅴ

IASB審議会、公開草案「 特約条項付きの非流動負債（ IAS第 
1号の改訂案）」を公表 
本公開草案は、特約条項付きの負債に関する財政状態計算書
における分類や表示、関連する注記について提案しています。

Ⅵ

IASB審議会、公開草案「サプライヤー・ファイナンス契約（IAS
第7号及びIFRS第7号の改訂案）」を公表 
本公開草案は、未払金（買掛金）を用いたファイナンス契約（サプ
ライヤー・ファイナンス契約）に関する限定的な基準改訂として、
当該契約に関する開示要求の設定を提案しています。

会計・監査ダイジェスト
最新号はこちらからご覧に
なれます。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2021/01/accounting-
digest.html
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global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/accounting-digest.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/accounting-digest.html
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/01/accounting-digest.html


KPMG Insight Vol.52    43

会
計
・
監
査
／
税
務D

ige
st

会
計
・
監
査

2021年10月号 

 日本基準
 法令等の改正

【公開草案】

1  

法務省、時限的なウェブ開示の対象拡大措置を延長する「 会
社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案 」を 
公表

法務省は、2021年10月12日、ウェブ開示の対象拡大措置を延長する
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」  （以
下、「本省令案」）を公表しました。
本省令案の概要は以下の通りです。

● ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正
  新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえて、ウェブ開示の対象
範囲を事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び
損益計算書に表示すべき事項に拡大した特例措置が、2021年9

月30日に失効したことを受けて、当該措置の延長が提案されてい
ます。

● 施行期日・失効
 本省令案は、2023年2月28日に失効する時限的措置として公布
の日から施行することが提案されています。

 コメントの募集は2021年11月13日に締め切られています。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年10月14日発行）

国際基準
 我が国の任意適用制度に関する諸法令等 （金融庁）

【最終基準】

1  

金融庁、「 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する
件」の一部改正を公表

金融庁は、2021年10月21日、「連結財務諸表の用語、様式及び作成
方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を

指定する件 （平成21年金融庁告示第69号）」の一部改正 （以下、「本
改正」）を公表しました。
本改正では、IASB審議会が2021年6月30日までに公表した以下の国
際会計基準を、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
則第9 3条に規定する指定国際会計基準として指定することとしてい
ます。

● IAS第12号「法人所得税」の改訂 （2021年5月7日公表）

IAS第12号の改訂内容は、リースや廃棄義務などの取引 （資産と負債
の両方を認識する取引）に対する繰延税金の会計処理を明確化する
修正となります。
本改正は公布の日 （2021年10月21日）から適用されます。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年10月22日発行）

  会計基準等の公表（ IASB審議会、IFRS解釈指針委員会）

【討議資料】

1  

IASB審議会、情報要請「IFRS第9号の適用後レビュー （分類
及び測定）」を公表

IASB審議会は2021年9月3 0日、情報要請「 IFRS第9号の適用後レ
ビュー （分類及び測定）」 （以下、「本情報要請」）を公表しました。
適用後レビューは、IASB審議会のデュープロセスの一部であり、
IASB審議会が財務諸表利用者、作成者及び監査人に対する基準上
の要求事項の影響を分析する目的で行われます。
IASB審議会が情報要請している内容は、主に以下のとおりです。

区分 項目

全般事項

（a）  分類及び測定の要求事項により、企業
は、金融資産の測定を金融資産のキャッ
シュ・フロー特性及び企業が金融資産を
管理する方法と整合させることができて
いるか

（b）  財務諸表利用者が、将来キャッシュ・フ
ローの金額、時期及び不確実性を評価
するにあたって、分類及び測定の要求事
項は目的適合性のある有用な情報を提
供しているか

個別
事項

金融資産につ
いての事業モ
デルの評価

（a）  左記事項は、IASB審議会が意図していた
とおりに運用されているか

（b）  左記事項は、首尾一貫して適用すること
ができるか

（c）  左記事項において、想定外の影響もしく
は困難は生じているか、影響がある場
合、影響の重要性はどの程度か

金融資産につ
いての契約上
のキャッシュ・
フロー特性の
評価

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
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区分 項目

個別
事項

資本性 

金融商品と 

OCI

（a）  OCIオプションは、IASB審議会が意図し
ていたとおりに運用されているか

（b）  OCIオプションが使用されている金融商
品の種類は何か

（c）  OCIオプションにおいて、想定外の影響
は生じているか、影響がある場合、影響
の重要性はどの程度か

金融負債と 

自己の信用 

リスク

（a）  自己の信用リスクの変動から生じる公
正価値の変動をOCIに表示する規定は、
IASB審議会が意図していたとおりに運用
されているか

（b）   （下記の論点を除き）金融負債に関して
IASB審議会が対応すべき論点があるか

契約上の 

キャッシュ・ 

フローの 

条件変更

（a）  左記事項は、IASB審議会が意図していた
とおりに運用されているか

（b）  左記事項は、首尾一貫して適用すること
ができる

償却原価と 

実効金利法

経過措置

（a）  経過措置規定は、IASB審議会が意図し
ていたとおりに運用されているか

（b）  経過措置規定において、想定外の影響
や困難は生じているか

その他

（a）  分類及び測定の要求事項において、本情
報要請における個別事項以外で、IASB

審議会が対応すべき論点があるか
（b）  IFRS第 9号開発時にIASB審議会が採用

したアプローチを踏まえ、将来の基準設
定プロジェクトの参考になる有用な情報
を提供するような実務で学んだ教訓に関
する意見があるか

本情報要請に対するコメント期限は、2022年1月28日です。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年10月12日発行）

修正国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

米国基準
  会計基準等の公表 （米国財務会計基準審議会 
（FASB））

【最終基準 （会計基準更新書 （Accounting Standards 
Update; ASU））】

1  

ASU 第 2021- 07 号「報 酬 －株 式 に 基 づく報 酬 （トピック
718）：資本に分類される株式に基づく報奨に係る基礎となる
株式の現在価格の決定 （非公開企業評議会 （PCC）の合意）」
の公表 （2021年10月25日　FASB）

非公開企業が株式オプション報奨を発行する場合、トピック718は株
式オプション報奨の評価のためにオプション価格算定モデル （例え
ば、ブラック・ショールズ・モデル等）を使用することを要求していま
す。この点、非公開企業が株式オプション報奨を発行する場合、当
該企業の株式には通常活発な取引市場がないため、オプション価格
算定モデルに必要なインプットのうち、特に自社株式の現在の市場
価格の算定にあたり実務的な負担が生じているとのフィードバックが
FASBの諮問機関である非公開企業評議会 （PCC）に寄せられ、PCC

が必要な会計基準上の手当てを検討していました。

本ASUは、資本に分類される株式オプション報奨を発行している非
公開企業が当該株式オプション報奨に係る公正価値を算定するにあ
たり、トピック718の要求事項に対する実務的な便法として「合理的
な評価方法の合理的な適用」を用いることを認め、「合理的な評価方
法の合理的な適用」において具備すべき下記の性質を定めています。

（a） 評価日が合理性を評価した日であること
（b）  合理的な評価において検討すべき要素 （例：企業の無形・有形

固定資産等の評価額等）
（c） 合理的な評価において検討すべき情報の範囲
（d）  評価方法に基づいて従前に算定された価値の使用が合理的と

考えられるために満たすべき要件

本ASUは、米国内国歳入法のセクション4 0 9Aに関する米国財務省
規則に従って行われた合理的な評価は、上記の性質を満たす評価方
法の例となるとしています。
当該実務上の便法は、測定日ごとの適用が認められています。すな
わち、同一の基礎となる株式及び同一の測定日を有する当該実務上
の便法の範囲内の資本に分類される株式に基づく報奨すべてに当該
実務上の便法を適用することが求められます。当該実務上の便法は、
負債に分類される報奨には適用できません。
当該実務上の便法は、2021年12月15日より後に開始する事業年度
中、及び2022年12月15日より後に開始する事業年度に含まれる期中

2021年10月号 

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
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期間に付与又は変更されたすべての適格な報奨に対し、将来に向け
て適用されます。早期適用は、期中期間も含め、2021年10月25日時
点で公表されていない又は公表が可能になっていない財務諸表から
認められます。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

2  

ASU第2021-08号「企業結合 （トピック805）：顧客との契約
から生じる契約資産及び契約負債の会計処理」の公表 （2021
年10月28日　FASB）

本ASUは、以下の項目に関連した実務上の多様性や矛盾に対処する
ことにより、企業結合において取得された顧客との収益契約に係る
会計処理を改善することを目的として公表されています。

（a） 企業結合において取得された契約負債の認識
（b） 取得企業による取得後の収益認識に対する支払条件の影響

（a） 契約負債の認識
   トピック805「企業結合」は、一般的に、企業結合において取得

された識別可能な資産及び負債を公正価値で認識・測定する
ことを要請しています。トピック606「顧客との契約から生じる収
益」の公表前は、繰延収益に関する負債については、取得日に
おいて法的義務が存在する場合にのみ取得企業はこれを負債
認識するという実務が行われていました。トピック606が履行義
務という概念を導入したことで、取得日において法的義務が存
在していなくても未充足の履行義務に基づいて契約負債 （従来
の概念における繰延収益に対応）を認識すべきかが不明確になっ
ていました。

（b） 支払条件
   現行の実務においては、契約上の支払いのタイミングが、取得

後の収益認識に影響を与える可能性があることが指摘されてい
ました。例えば、履行義務が同一の契約であっても、企業結合
による取得前に対価の全額が前払いされた契約は、契約期間
を通じて取得後に支払いが行われる契約と比較すると、取得後
の収益認識を減少させる可能性があります。しかし、支払条件
の違いのみによって取得後の収益認識に差異が生じることは適
切ではないとの意見がありました。

本ASUは、トピック805における一般的な公正価値測定の原則に対す
る例外として、企業結合において取得された契約資産及び契約負債
をトピック606に基づいて認識・測定することを要求しています。その
ためには、企業結合における取得企業は、取得した収益契約につい
て、被取得企業がトピック60 6をどのように当てはめていたかを検討
します。その結果、一般的に、被取得企業がトピック606に基づいて

財務諸表上で認識・測定していた価額をもって、取得企業は取得した
契約資産及び契約負債を認識・測定することになります。ただし、被
取得企業によるトピック606に基づいた会計処理について、取得企業
が依拠又は評価出来ない場合 （例えば、被取得企業が米国において
一般に公正妥当と認められた会計原則を適用していない場合、被取
得企業の会計処理に誤謬が含まれている場合、又は取得企業と被取
得企業の選択する会計方針が相違している場合等）があると考えら
れます。この場合、取得企業は、契約開始時又は条件変更時におけ
る、取得した契約に含まれる支払条件等の条項を検討し、履行義務
の識別及び取引価格の独立販売価格に基づいた履行義務への配分
を行い、取得日におけるあるべき帳簿価額を検討することになりま
す。また、本ASUは取得企業が取得した収益契約に係る契約資産及
び契約負債を認識・測定するにあたっての実務上の便法を提供して
います。
本ASUは、企業結合において取得された顧客との収益契約から生じ
る他の資産又は負債 （例えば、顧客関連の無形資産及び契約に基づ
く無形資産等）に関する会計処理には影響しません。

公開営利企業は、本ASUを2022年12月15日より後に開始する事業年
度、及び同事業年度に含まれる期中期間から適用することが求めら
れます。その他のすべての企業は、本ASUを2023年12月15日より後
に開始する事業年度及び同事業年度に含まれる期中期間から適用す
ることが求められます。本ASUは、適用日以降に発生した企業結合
に対して、将来に向かって適用されます。早期適用は、期中期間にお
ける適用を含めて認められます。ただし、期中期間で早期適用をした
企業は、当該期中期間を含む事業年度の開始日以降に発生したすべ
ての企業結合について遡及的に本ASUを適用し、かつ適用日以降に
発生したすべての企業結合について、将来に向かって本ASUを適用
する必要があります。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

2021年10月号 
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2021年11月号 

日本基準
  監査関連

【最終基準】

1  

金融庁、「 監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書 」を 
公表

金融庁／企業会計審議会は2021年11月19日、「監査に関する品質管
理基準の改訂に係る意見書」 （以下、「本意見書」）を公表しました。
監査事務所による監査の品質管理においては、監査事務所の最高責
任者による積極的な品質管理体制構築への関与及び監査リスクに見
合った組織的監査実施体制構築が重要である一方、中小規模監査
事務所による品質管理に関する基準の柔軟な適用といった課題があ
りました。
これらに対処するため、国際的には監査事務所が監査品質に影響を
及ぼす可能性のあるリスクを積極的に識別し、監査事務所として主
体的に対応するリスク・アプローチが導入されています。
こうした背景を踏まえ、我が国においても、監査事務所が、より積極
的に品質管理上のリスクを捉えて、当該リスクに対処し、品質管理体
制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へ変えて
いく必要があるとされました。このため、国際的な品質管理に関する
基準との整合性を確保しつつ、我が国の監査を巡る状況を踏まえた
品質管理基準の改訂が行われています。
本意見書で示された改訂後の「監査に関する品質管理基準」 （以下、
「改訂品質管理基準」）の実施時期は以下のとおりです。

● 改訂品質管理基準は、2023年7月1日以後に開始する事業年度
又は会計期間 （公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査
事務所においては、2024年7月1日以後に開始する事業年度又は
会計期間）に係る財務諸表の監査から実施する。

● 改訂品質管理基準中、品質管理システムの評価については、改訂
品質管理基準の実施以後に開始する監査事務所の会計年度の
末日から実施することができる。

● ただし、それ以前の事業年度又は会計期間に係る財務諸表の監
査から実施することを妨げない。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年11月24日発行）

国際基準
  会計基 準等の公 表 （ IASB審議 会、IFRS解 釈 指 針 委 
員会）

【公開草案】

1  

IASB審議会、公開草案 （ED/2021/9）「 特約条項付きの非流
動負債 （IAS第1号の改訂案）」を公表

IASB審議会は2021年11月19日、公開草案 （ED/2021/9）「特約条項付
きの非流動負債 （IAS第1号の改訂案）」 （以下、「本公開草案」）を公表
しました。
本公開草案は、負債を流動又は非流動に分類するにあたり、企業が
報告期間の末日に付されている特約条項に応じて負債の決済を報告
期間後少なくとも12か月にわたり延期する権利を有しているか否か
を検討する際は、報告期間の末日時点又は末日より前に遵守するこ
とが求められる特約条項のみ考慮することを提案しています。
また、本公開草案は、特約条項の存在により、報告期間の終了後12

か月以内に返済が必要となる可能性がある （例えば、報告期間の終
了から6か月後の財政状態に基づく契約条件がある）負債を非流動に
分類した場合、財政状態計算書において当該負債を区分して表示す
ることを提案しています。
加えて、本公開草案は、特約条項の存在により報告期間の終了後12

か月以内に返済が必要となる可能性がある負債を非流動に分類した
場合、12か月以内に当該負債の返済が必要となるリスクを財務諸表
の利用者が評価できるようにするための情報を注記に開示すること
を提案しています。
本公開草案に対するコメント期限は、2022年3月21日です。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年11月29日発行）

2  

IASB審議会、公開草案 （ED/2021/10）「サプライヤー・ファイ
ナンス契約 （IAS第7号及びIFRS第7号の改訂案）」を公表

IASB審議会は2021年11月26日、公開草案 （ED/2021/10）「サプライ
ヤー・ファイナンス契約 （IAS第7号及びIFRS第7号の改訂案）」 （以下、
「本公開草案」）を公表しました。
本公開草案は、未払金 （買掛金）を用いたファイナンス契約 （サプラ
イヤー・ファイナンス契約）に関する限定的な基準改訂として、サプラ
イヤー・ファイナンス契約に関する開示要求の設定を提案しています。
また、本公開草案は、開示要求の対象となるサプライヤー・ファイナン
ス契約についてその詳細な定義を提案するのではなく、該当する契
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約の特徴を説明しています。 
本改訂提案の主な内容は、以下のとおりです。

● IAS第7号にサプライヤー・ファイナンス契約に関する開示目的を
追加する。また、その開示目的を達成するため、サプライヤー・ファ
イナンス契約に関する情報の開示要求を追加する。

● IAS第7号における財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る
負債の変動、及びIFRS第7号における流動性リスクの開示要求に、
サプライヤー・ファイナンス契約を例示として追加する。

本公開草案に対するコメント期限は、2022年3月28日です。

あずさ監査法人の関連資料：　
ポイント解説速報 （2021年12月3日発行）

修正国際基準
新たな基準・公開草案等の公表として、今月、特にお知らせする事項
はありません。

米国基準
  会計基準等の公表 （米国財務会計基準審議会 
（FASB））

【最終基準 （会計基準更新書 （Accounting Standards 
Update; ASU））】

1  

ASU第2021-09号「リース （トピック842 ）：公開の営利企業
ではない借手の割引率」の公表 （ 2021年11月11日　FASB）

トピック842「リース」では、リースの借手が会計処理を行うにあたり、
割引率として「リースの計算利子率」が容易に決定できない場合、「借
手の追加借入利子率」を使用することとされています。さらに、公開
の営利企業ではない借手は、全てのリースに「リスクフリーレート」を
割引率として使用することを会計方針として選択することが認められ
ています。ただし、リスクフリーレートの使用を全てのリースに係る会
計方針として選択する必要があることから、リスクフリーレートと借
手の追加借入利子率とが大きく乖離する場合、原資産の分類ごとに
リスクフリーレートの選択適用ができないことによる利便性の欠如
が指摘されていました。また、全てのリースにリスクフリーレートを使
用することを会計方針として選択している企業が、個別のリースにお
いてリースの計算利子率が容易に決定できる場合、リスクフリーレー

トとリースの計算利子率のいずれかを割引率として使用すべきか明
確ではないとの指摘がありました。
本ASUは、全ての非営利企業 （コンジット債 （conduit bond）の債務
者であるか否かを問わない）及び従業員給付制度 （財務諸表をSEC

に提出しているか否かを問わない）を含む非公開の営利企業の借手
が割引率を決定する際に、全てのリースに一律ではなく、原資産の
分類ごとにリスクフリーレートの選択適用を認めています。また、選
択適用した企業等には、どの分類の原資産にリスクフリーレートを
選択適用したかの開示を要求しています。さらに、本ASUは、個別の
リースにおいてリースの計算利子率が容易に決定できる場合、リスク
フリーレートを選択適用している事実に関わらず、当該リースにおい
てはリースの計算利子率を使用することを明確化しています。
非公開の営利企業、コンジット債の債務者ではない非営利企業、及
び財務諸表をSECに提出していない従業員給付制度は、トピック842

を2021年12月15日より後に開始する事業年度及び2022年12月15日
より後に開始する事業年度に含まれる期中期間から適用することと
されています。また、これらの企業等にはトピック8 4 2の早期適用が
認められています。そのため、本ASUは、企業等が本ASUの公表日に
おいてトピック842を適用しているか否かにより、適用時期が以下の
ように異なります。

● 本ASUの公表日である2021年11月11日時点においてトピック842

を適用していない企業等：トピック842の適用と同時期に本ASU

の改訂を適用します。適用にあたっては、完全遡及アプローチ又
は修正遡及アプローチのいずれかを適用します。

● 本ASUの公表日である2021年11月11日時点においてトピック842

を適用している企業等：2021年12月15日より後に開始する事業
年度及び2022年12月15日より後に開始する事業年度に含まれる
期中期間から本ASUの改訂を適用します。早期適用は認められ
ます。適用にあたっては、本ASUの適用事業年度の開始時点で存
在するリースについて、修正遡及アプローチにより適用します。な
お、本ASUの改訂の適用は、リースの再測定や対価の再配分又
はリースの期間や分類の再評価が必要となる事象には該当しな
いとされています。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

2  

ASU第2021-10号「政府援助 （トピック832 ）：政府援助に関
する営利企業の開示」の公表 （ 2021年11月17日　FASB）

米国会計基準には営利企業が受け取る政府援助に関するガイダンス
が含まれていません。そのため、政府援助の認識、測定、表示及び
開示に関して実務上のばらつきが生じています。本ASUに関するプロ
ジェクトは2015年11月に公表された公開草案から引き続き検討され
ていましたが、COVID-19の感染拡大の影響により政府の財政支援
を受ける企業が増加したことから、適用範囲などを狭めたうえで早急
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に最終基準化されました。
本ASUは、営利企業 （非営利企業及び従業員給付制度を除く全ての
企業）が、政府との取引に係る会計処理に関して他の会計ガイダンス 

（例えば、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」
に基づく補助金の会計モデル又はサブトピック958-605「非営利企業
―収益認識」に基づく拠出金の会計モデル）を類推適用し、会計処理
している場合に適用されます。
本ASUは、営利企業による政府との取引が、類推適用により補助金
又は拠出金の会計モデルを適用して会計処理された場合に、以下の
年次開示を要求しています。

● 取引の概要及び援助の形態 （例えば、現金又は他の資産）を含む、
取引の性質

● 取引の会計処理に適用した会計方針
● 取引の影響を受けた貸借対照表及び損益計算書の科目、並びに
各科目に含まれる金額

● コミットメント及び不確実性を含む、取引の重要な契約及び条件

本ASUの改訂は、2021年12月15日より後に開始する年度期間に係る
財務諸表から適用されます。また、早期適用は認められます。企業
は、本ASUの改訂を、(1)当初適用日現在において財務諸表に反映さ
れている改訂の適用範囲となるすべての取引及び当初適用日より後
に行う新たな取引に関して将来に向けて、又は(2)改訂の適用範囲と
なるすべての取引に関して遡及的に、適用します。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

【公開草案 （会計基準更新書案 （ASU案））】

1  

ASU案「期中報告 （トピック270）：ディスクロージャー・フレー
ムワーク―期中開示要求事項の改訂」の公表 （2021年11月1
日　FASB）

FASBは、財務諸表利用者にとって最も重要な米国会計基準において
要求される情報を、財務諸表作成者が明確にコミュニケーションす
ることで、財務諸表の注記に含まれる開示の有効性を改善すること
を目的とする「ディスクロージャー・フレームワーク」プロジェクトの
一環として、本ASU案を公表しました。
本ASU案は、米国会計基準に従って期中財務諸表及び注記を作成す
るすべての企業に適用となることを提案しています。非公開の営利企業
又は非営利企業が現行のトピック270に準拠した期中財務諸表を作成
している場合には、本ASU案が最終基準化されることにより、開示実
務に影響が生じる可能性が公開企業よりも大きいと考えられます。
本ASU案が提案するトピック2 7 0の期中報告に関する開示の要求事
項の主な改訂は以下になります。

● 開示原則
 期中開示に関する原則を以下のように改訂することが提案されて
います。

 －  企業の財務諸表に重大な影響を生じさせる重要な事象又は
取引を開示すること。

 －  企業がトピック270で要求される期中報告に関する開示を検
討する際に判断を行うことを促すため、現行のトピック270に
含まれる開示の要求事項に関する「少なくとも （�at minimum �）」
という語句を削除し、また、その判断にあたり重要性を考慮す
ることが適切であることを明確化すること。

 －  どの開示を期中報告で行うかの評価にあたり、過年度の年次
報告で提供された情報を検討することを明確化すること。

● 期中報告の方式
 期中報告が以下の3つの方式となるよう明確化することが提案さ
れています。

 （1）  米国会計基準の表示及び開示に関するすべての要求事項の
対象となる過年度の年次財務諸表及び注記と同程度の詳細
な水準で作成された財務諸表及び注記

 （2）  米国会計基準の表示に関するすべての要求事項の対象となる
過年度の年次財務諸表と同程度の詳細な水準で作成され
た財務諸表、及びトピック270の開示要求事項の対象となる
限定された注記

 （3）  要約財務諸表、及びトピック270の開示要求事項の対象とな
る限定された注記

 この3つの方式のうち、(2)又は(3)の方式に基づき期中報告を行う
企業は、期中財務諸表及び注記の利用者が年次財務諸表及び
注記を参照できるようにするとともに、期中財務諸表及び注記を
過年度の年次財務諸表及び注記とあわせて利用すべき旨を開示
するよう要求することが提案されています。

● 要約財務諸表の表示
 要約財務諸表の作成過程において、過年度の年次財務諸表を要
約するにあたり、一定の数値基準を適用するよう要求することが提
案されています。この数値基準はSEC規制S-Xの規則10-01と整合
しており、公開企業の開示実務に影響が生じる可能性はないと考
えられる一方で、要約財務諸表を作成している非公開又は非営利
企業の開示実務には影響が生じる可能性があると考えられます。

● その他の改訂案
 －  該当する場合、企業は、期中決算が必ずしも年次決算を示

唆することにならず、期中決算をより適切に表すためにトピック
270に準拠した調整を行っている旨を説明するよう要求するこ
とが提案されています。

 －  いつ比較開示が要求されるかを明確化することが提案されてい
ます。具体的には「表示されているそれぞれの期間について （for 

each period presented）」のような語句を削除し、比較財務諸
表が表示される場合には比較開示を記載するよう明示すること
が提案されています。

2021年11月号 
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 －  期中開示に関するすべての要求事項及び／又は他のトピックで
詳細に記載されている期中開示に関する要求事項への参照を
トピック270に含めるよう改訂することが提案されています。

本ASU案の改訂は、将来に向かって適用されることが提案されてい
ます。FASBは、利害関係者から寄せられるフィードバックを踏まえ、
適用日及び早期適用が認められるべきかを検討する予定です。
本ASU案に対するコメント期限は、2022年1月31日です。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

2  

ASU案「金融商品―信用損失 （トピック326）：不良債権のリ
ストラクチャリング及びビンテージ開示」の公表 （2021年11
月23日　FASB）

本ASU案は、ASU第 2 0 1 6 -1 3号「金融商品―信用損失 （トピッ
ク3 2 6）：金融商品の信用損失の測定」の適用後レビュー （Post-

Implementation Review: PIR）に寄せられた利害関係者のフィード
バックを受けて、関連するASCの規定の改訂を提案するものです。

論点1：債権者による不良債権のリストラクチャリング
ASU第2 016-13号は、同ASUの適用対象である資産について、組成
時又は取得時に全期間の予想信用損失を測定することを要求して
います。そのため、不良債権のリストラクチャリング （Troubled debt 

restructuring: TDR）に該当する債権の信用損失も信用損失引当金に
含まれています。投資家及び財務諸表作成者は、ローンの条件変更
がTDRに該当するかを検討し、該当した場合に対応する会計処理・
開示を行うことは不必要に複雑であり、また意思決定に有用な情報
を提供していないと指摘しました。
本ASU案は、「債権―債権者による不良債権のリストラクチャリング 

（サブトピック310-40）」に含まれる、債権者によるTDRの会計処理に
関するガイダンスを削除し、また、債務者が財務的な問題に直面して
いる場合の一定のローンのリファンナンス及びリストラクチャリング
に関する開示要求を改善することを提案しています。

論点2：ビンテージ開示―グロスの直接償却金額
公開の営利企業は、金融債権及びリース純投資について、信用の質
の指標別に、償却原価を組成年度 （「ビンテージ」）ごとに開示する
ことが求められています （ビンテージ開示）が、サブトピック3 2 6-2 0

に含まれる設例において、当期のグロスの直接償却金額と回収金額
の開示が示され、開示規定と設例の間に不整合が生じていると、利
害関係者は指摘しました。投資家及び財務諸表作成者は、グロスの
直接償却金額の組成年度ごとの開示は重要な情報を提供し、企業
のローンポートフォリオの信用の質の変化やその変化を裏付けるパ
フォーマンスをより理解することができる、と指摘しました。
本ASU案は、公開の営利企業に対し、「金融商品―信用損失―償却

原価の測定 （サブトピック326-20）」の適用対象である金融債権及び
リース純投資の当期のグロスの直接償却金額について組成年度ごと
の開示を要求することを提案しています。

本ASU案が最終化された場合の基準の適用日は、ASU第2016-13号
を既に適用している企業については、本ASU案に関する利害関係者
のフィードバックを踏まえて決定されます。一方、ASU第2 016-13号
を未だ適用していない企業については、同ASUの適用日と同日に本
ASU案の改訂を適用することが提案されています。
本ASU案は、将来に向けて適用することが提案されています。ただ
し、TDRの認識及び測定に関する移行方法については、本ASU案が
適用される期の期首剰余金に累積的な影響を調整する修正遡及ア
プローチの選択適用を認めることが提案されています。
コメントの募集は2021年12月23日に締め切られています。

KPMGの関連資料： 

Defining issues （英語）

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

有限責任 あずさ監査法人
豊永貴弘

 03-3548-5112（代表電話）
 azsa-accounting@jp.kpmg.com

関連情報

会計・監査コンテンツ

多くの企業に影響する最新の会計・監査情報を、
専門家がわかりやすく解説します。

home.kpmg/jp/act-ist

各基準についてのより詳細な情報、過去情報は、 
あずさ監査法人のウェブサイトをご確認ください。

日本基準
https://home.kpmg/ jp/ ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ j-gaap.html

IFRS 基準
https://home.kpmg/ jp/ ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ ifrs.html

修正国際基準
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/ jmis.html

米国基準
https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2016/05/
accounting-standards/us-gaap.html

2021年11月号 
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税務情報（2021.10 - 11）

KPMG税 理士法人

本稿は、2021年10月から11月に国税庁及び金融庁等から公表された税務情報についてお
知らせしたKPMG Japan e-Tax News並びにKPMG税理士法人のウェブサイトに掲載した
KPMG Japan Tax Newsletterの情報をまとめてご紹介するものです。

税務コンテンツ
最新の税務情報は 
こちらからご覧になれます。

home.kpmg/jp/tax-topics

電子帳簿保存法
– 2021年度税制改正の解説及び導入に
関する留意点

2021-10-06  

（KPMG Japan Tax Newsletter）

2021年度税制改正では、政府税制調査会
等からの指摘や経済社会のデジタル化の
現状を踏まえ、経理の電子化による生産
性の向上、テレワークの推進、クラウド会
計ソフト等の活用による記帳水準の向上
に資する観点から、帳簿書類の電子化に
ついて適正性を確保しつつ、抜本的に簡
素化するための措置が講じられました。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2021/10/tax-
newsletter-20211006.html

国税庁
– 短期退職手当等Q&Aの公表
2021-10-11  

（KPMG Japan e-Tax News No.248）

国税庁は 1 0月 8日、 「短期退職手当等
Q&A」公表しました。
このQ& Aでは、退職所得課税に関する
2021年度税制改正の概要や適用時期の考
え方のほか、同一年中に短期退職手当等、
特定役員退職手当等又は一般退職手当等
の2以上の退職手当等の支給を受けるこ
ととなった場合の退職所得金額や源泉徴

収税額の計算方法・退職所得の受給に関
する申告書の記載方法等が解説されてい 

ます。
なお、この改正を受け、国税庁は 9月1 0

日、退職所得の受給に関する申告書の様
式を改正する法令解釈通達を9月7日付で
発遣したことを公表しました。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2021/10/
e-taxnews-20211011.html

国税庁
– 電子帳簿保存法 「お問合せの多いご
質問」の公表

特定投資運用業者に係る特定業績連動
給与 

– 施行期日を定める政令の公布
2021-11-15  

（KPMG Japan e-Tax News No.249）

国税庁は11月12日、「電子帳簿保存法Q&A

（一問一答）～令和4年1月1日以後に保存
等を開始する方～」のページにおいて、「お
問合せの多いご質問（令和3年11月）」を公
表しました。
本資料は、2021年度税制改正における電
子帳簿等保存制度に対応した「電子帳簿
保存法一問一答【電子計算機を使用して
作成する帳簿書類関係】、【スキャナ保存
関係】、【電子取引関係】（令和3年7月版）」

の公表後に質問が多くあった事項が、追
加問として整理・集約されたものです。な
お、【電子取引関係】の一問一答に含まれ
ている4つの問に係る補足説明も併せて
掲載されています。
また、2021年度税制改正において創設さ
れた業績連動給与の損金算入の特例（特
定投資運用業者に該当する法人がその業
務執行役員に対して特定業績連動給与を
支給する場合に、その損金算入要件を緩
和するもの）は、金融商品取引法の改正を
前提に講じられた措置ですが、11月10日、
この改正法が含まれる「新型コロナウイル
ス感染症等の影響による社会経済情勢の
変化に対応して金融の機能の強化及び安
定の確保を図るための銀行法等の一部を
改正する法律」の施行期日を定める政令
が公布され、施行期日が2021年11月22日
と定められました。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2021/11/
e-taxnews-20211115.html

英語版 ： https://home.kpmg/jp/en/
home/insights/2021/11/
e-taxnews-20211115-1.html
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国税庁
– 産業競争力強化法等に基づく税制措
置に係る通達の趣旨説明の公表

金融庁
– 業績連動給与の損金算入の特例に関
する情報の公表

2021-11-26  

（KPMG Japan e-Tax News No.250）

国税庁は11月25日、2021年度税制改正に
対応した改正通達のうち、9月16日付で発
遣された「租税特別措置法関係通達（法人
税編）等の一部改正について（法令解釈通
達）」（主に2021年度税制改正で創設され
たデジタルトランスフォーメーション投資
促進税制、カーボンニュートラルに向けた
投資促進税制及び中小企業事業再編投
資損失準備金（全て産業競争力強化法等
に基づく税制措置）に係る通達の新設が
行われたもの）に係る趣旨説明を公表しま
した。
また、2021年度税制改正において創設さ
れた業績連動給与の損金算入の特例（特
定投資運用業者に該当する法人がその業
務執行役員に対して特定業績連動給与を
支給する場合に、その損金算入要件を緩
和するもの）の適用を受けるためには、業
績連動給与の算定方法等を金融庁のウェ
ブサイトへ掲載等することが要件とされて
いますが、金融庁は11月22日、本特例の
適用を受けるために金融庁のウェブサイト
に業績連動給与の算定方法等を記載した
事業報告書の掲載を希望する法人が行わ
なければならない手続を公表しました。

【 詳しくはこちら 】

日本語版 ： https://home.kpmg/jp/ja/
home/insights/2021/11/
e-taxnews-20211126.html 本稿に関するご質問等は、 

以下の担当者までお願いいたします。

KPMG税理士法人
大島秀平、風間綾、山崎沙織、内藤 直子

 info-tax@jp.kpmg.com

関連情報

税 務コンテンツ

本稿でご紹介したKPMG Japan Tax Newsletter 

及びKPMG Japan e -Tax Newsは、以下のウェブ 

サイトからアクセスいただけます。

home.kpmg/jp/tax-topics
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海外Topic

井上 ゆかり
Yukari Inoue

櫻井 博之
Hiroyuki Sakurai

林田 弘徳
Hironori Hayashida 

篠塚 裕文
Hirofumi Shinotsuka

世界中に猛威を振るったコロナ禍がやや落ち着きを見せた今、海外投資の活発な動き
が再開しています。そこで、本号および次号にて、日本企業の投資先として注目されてい
る国々に新たに赴任される皆様に対し、「 これだけは知っておいてほしい」ポイントをま
とめました。本号ではインド、フィリピン、中国を取り上げています。
ハイリスクカントリーと言われるインドでは、「コーポレートガバナンスの強化」が非常に
重要です。管理体制構築のために駐在員が何を実行すべきか、各機能別のリスクも交
えて具体的に解説します。
フィリピンでは、ドゥテルテ大統領が牽引した公共投資拡大政策およびコロナ禍対策
の財源確保のため、税務調査とそれに伴うトラブルが非常に増加しています。フィリピ
ンで事業を展開するうえで、税務調査に適切に対応することは必須といえるでしょう。
世界最大の日系企業数を誇る中国では、現地人材の活用も進んでいるなかで、ガバナン
スがそれに追い付かず非常に多くの不正が発生しています。不正防止対策として、多く
の不正の実例を知ることは重要です。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめお断
りいたします。

   インド
ガバナンス強化と組織体制の構築は 「守り」の活動ではなく、企業成長を目指
す活動であると考える。ハイリスクカントリーと言われるインドだからこそ、ガ
バナンス強化と組織体制の構築に積極的に取組むことは、駐在員の当地にお
けるスムーズな事業運営をサポートすることにつながる。

   フィリピン
コロナ禍対策支出の財源確保の観点から、税務調査の頻度、対象会社の範
囲、指摘内容がいずれも従来に比べて納税者にとって厳しさを増している。
税務調査の対応としては、税務調査の初期段階からの協議、反証が必要不可
欠である。自社での対応に不安がある場合は、税務専門家に対応依頼をする
ことも一案である。

   中国

中国の変化のスピードと商習慣を理解し、そこからどのようなガバナンスの問
題が生じ得るのかを理解し、対策することが重要である。
税制の頻繁な変更や、次々と制定されるサイバーセキュリティ法などの新規制
を理解し、環境変化に常に注意を向ける必要がある。

これだけ海外赴任準備　
― 必ず押さえておくべきポイント ―　
　 第1回　インド・フィリピン・中国
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井上 ゆかり／アソシエイトディレクター

あずさ監査法人 （フィリピン担当）  

櫻井 博之／シニアマネジャー

KPMG中国 

林田 弘徳／パートナー ・ 篠塚 裕文／シニアマネジャー

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.



To
p
ic

海
外

KPMG Insight Vol.52    53

Ⅰ

不正防止と企業成長につなが
る、組織体制の構築・強化
＜インド＞

パンデミックが始まって約2年、在宅勤
務など新たな形態での事業運営が継続さ
れていますが、パンデミックが企業に与え
た影響は経済的なインパクトのみならず、
コンプライアンスやガバナンスにも及びま
す。パンデミック下では、不正はほぼすべ
ての国 ・々地域において増加しているよう
ですが、インドは南アジアのなかでも特に
群を抜いた不正発生件数となっています。

1. 組織体制の強化による不正予防は 

可能か？

不正やコンプライアンス違反の発生要
因は大きく分けて、①制度（ 運用）上の問
題、②人の問題、③システムの問題の3 つ
に分類されます。そしてこれらの問題は
いずれかが重複することによって、大き
な問題へと発展します。この問題は、組
織体制の強化のみですべてを解決できる
とは言いきれませんが、少なくとも問題
の発生要因を解消することは可能になり 

ます。
特にインドでは、脆弱なガバナンス体制

が不正発生の原因とされることが多いと
されています。不正検出も、50％以上が内
部通報制度や内部監査を経由してのもの

であることから、ガバナンス強化や通報窓
口の設置、監査・レビュー体制の構築が不
正の防止・早期発見につながると言えるで
しょう。

2.  体制強化に向けて、まず何を 

すべきか？

業務でインドに関わる方の多くが、組織
体制・ガバナンス強化を重大課題として挙
げています。しかしながら、不透明な業務
プロセス、属人化した業務、限られた駐
在・担当期間等の理由から全体像の把握
が遅れ、改善点を把握したタイミングで離
任を迎えるケースは少なくありません。
すでに本社レベルでは構築・標準化さ

れたフレームがある日系企業にとっては、

図表1 インドにおける主要な業務

主要な業務別リスク領域

担当部門 調達 生産・管理 経理・財務 人事 総務

実行業務 調達前 調達時 在庫管理 生産 ロジスティクス
（出荷） 支払い 経費精算 雇用・ 

給与支払い
輸送とロジ 
スティクス

従業員

・  適正なベン
ダーを候補
から除外
・  不適切、か
つ未承認な
費用見積り
の改ざん

・  架 空 ベ ン
ダーへ発注
偽造金額で
の請求書を
要求

・  ERPシステム
において、倉
庫や棚など、
ダミーの在
庫ロケーショ
ンを作成、管
理
・  在庫の簿価
の改ざん
・  棚卸結果や、
在庫数量の
改ざん

・  原材料、完
成品、スク
ラップの横領
・  完成品生産
記録の改ざ
んや、その着
服
・  知的財産の
横領

・  完成品の着
服
・  流通記録の
改ざん

・  架空のベン
ダーへの支
払い
・  小切手取引
における、サ
インの偽造

・  私的費用の
経費精算
・  領収書の偽
造

・  紹介料目的
の、能力・継
続勤務意欲
のない人材
の採用
・  実体のない
社員への、
給与支払い
・  勤怠情報の
改ざん

・  水増しされ
た走行距離
精算の承諾

従業員と 
外部者との 
共謀

・  関 連 会 社
（ 私的関係
者含）の優遇
・  契約条件の
改ざん

・  贈 収 賄 ／
キックバック
・  不適切、か
つ未承認な
発注変更

・  サブコントラ
クターから
の贈収賄／
キックバック
・  在庫の抹消
（ 紛失・陳
腐 化、スク
ラップ等）

・  サブコントラ
クターからの
低品質な製
品の受納

・  ディストリ
ビューターか
らの贈収賄
／キックバッ
ク

・  二重支払い、
過払い（払
い戻しの着
服）

・  外部サービ
ス提供者か
らの贈収賄
／キックバッ
ク

・  教育機関か
らの贈収賄
・  紹介会社か
らのキック
バック

・  輸送中の紛
失や破損を
偽い完成品
の着服
・  サービス提
供者からの
贈 収 賄 ／
キックバック

外部業者 
（サプライヤー、
ディストリビュー
ター、競合他社
等）

・  談合
・  不当な価格
操作

・  低品質の物
品の納入
・  当局への不
適切な支払
い

・  過大もしくは
虚偽の請求
書発行
・  低品質の代
替品への勝
手な切り替
え

・  技術的能力
や生産量力
の詐称（サ
ブコントラク
ターも含む）
・  処分品／完
成品の勝手
な着服・流
通

・  守秘義務違
反
・  模造品の流
通

・  業者による
小切手上の
金額変更

・  候補者へ雇
用に対する
デポジットの
要求

・  業者によるカ
ルテル
・  当局への不
適切な支払
い

出所：KPMG作成
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それに当てはめるまでの「実態の理解」を
いかに迅速に完了するか。それが組織体
制・ガバナンス強化への重要なファクター
であると考えます。

【ガバナンス強化のポイント】
ステップ1：
・    事業上、キーとなる機能とそのプロセス
の理解

・    各機能のガバナンスリスクの実業務へ
の落とし込みと具体化

文化の違いにより、インドと日本とには
主要機能におけるリスクや正しいとされ
るプロセスに違いがあります。そこでプロ
セスを理解する際には、図表1に示した機
能別リスクごとに、何をチェック・管理す
る必要があるかについて整理します。加え
て、指標を作ることで、駐在責任者がすべ
ての項目を管理監督せずとも、各機能の
責任者に権限委譲し、それをチェックする
ことが可能となります。

3. 体制強化へのハードルと解決案

全体像の把握を難しくさせる要因の1つ
として、インドは事業運営に関わる法の体
系が煩雑なことに加え、高頻度で改定さ
れることが挙げられます。駐在者の多くが
「何が正しいのか」を理解することが難し
く、現地スタッフに依存せざるを得ない状
況が発生しやすくなっているのです。その
ため、不正・問題が発生しても、問題の首
謀者である社員の解雇に躊躇する日系企
業は少なくありません。
法律に詳しい社員がいなくとも、今はシ

ステムやツールによって、自社の事業に関
わる法律の要求事項とその達成をトラッキ
ングできる仕組みは多くあります。限られ
た駐在員の時間を有効に活用するために
は、そういったシステムを活用することも
必要になってくるかと思います。また、シス
テムの活用により人為的なミスを防ぎ、過
去履歴の保管による引継ぎの簡略化、監

査実施時のデータへのアクセスの容易さ
等も満たすことができます。

【ガバナンス強化のポイント】
ステップ2 ：
・    標準化したガイドラインの策定
・    ガイドラインに沿った確実な運用と、順
守されなかった場合の原因分析と定期
的な監査

・    法改正のトラッキング、情報保管等の
システム活用

機能別リスクを羅列し、その対応方法
を検討してはじめて、それを業務標準とし
て設定（文章化）することができます。この
標準化のプロセスによって、変則的なプロ
セスや意思決定の実行時に「変則的であ
る」ことが明確になり、なぜそれが起きた
のかという原因分析が可能となります。
インドにはJugaadという言葉が存在す

るほど、臨機応変に問題解決をするという
文化が根付いています。しかし、標準がな
ければ、その時々に担当者が適切と考え
る変則的な対応が常に容認されてしまう
原因になりかねません。標準化したプロセ
スの作成と、その定期レビューで発見され
た課題に対しての改善とを実行していくこ
とで、組織体制強化にむけてのPDCAを回
していくことが可能となります。
「組織体制・ガバナンス強化の実行」は、
一見、本業とは関係がないように見えま
す。しかし、それらに対して何を実施すべ
きかを漠然としたまま日々の業務に取り
組むのでは成長につながりません。まずは
全体像把握と理解を進めることで、体制
強化のみならず業務改善につながり、健
全な事業運営体制構築とインドにおける
企業成長の俎上が構築できると考えます。
・    KPMGインドでは赴任に向けて抑える
べき法規制をまとめた資料 （日本語）を 

随時更新・提供しております。今回記
載しきれなかったものも網羅しており
ますので、必要に応じご連絡ください 

ませ。

・    ガバナンス・コンプライアンスサポート
として、事業上のリスクを具体化し、カ
ウンターメジャーの作成支援もサポー
トしております。詳細は下記URL（英
語）をご参照ください。

      https://home.kpmg/in/en/home/

services/advisory/risk-advisory/

unlocking-value-with-technology/

regulatory-risk.html

Ⅱ

厳しさを増す税務調査とその対
策ポイント＜フィリピン＞

1. 厳しさを増す税務調査

近年のフィリピンの税務調査は、徴税
目標の引上げにともない、納税者にとって
は厳しさを増しています。最近の傾向とし
ては、（1）税務調査の頻度の増加、（2）調
査対象会社の拡大、（3）指摘事項の先鋭
化、を挙げることができます。

（1） 税務調査の頻度
フィリピンでは、税務調査は定期的に

実施されるものではなく、管轄税務局の
判断により決定されます。従来、税務調
査の対象期間は、申告期限から3年を経
過していない課税年度となり、3年に1度の
割合が1つの目安となっていました。しか
し、最近では連続する複数課税年度につ
いて税務調査が実施されるケースや、一
度に複数年の税務調査が入るケースも散
見されます。

（ 2 ） 調査対象会社の拡大
フィリピンには一定の税務インセンティ

ブが認められる経済特区が存在し、日系
企業も数多く入居しています。入居企業
は一定期間の法人税等の免除などが認
められることから、これまで税務調査が
入る機会は少ないとされてきました。しか
し、最近はこの経済特区入居企業を始め
として、長年税務調査が入っていなかった
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企業に対しても税務調査が実施されてい
ます。結果として、税務インセンティブが
認められていない事業所得への追徴など
が増えています。

（3） 指摘事項の先鋭化
税務調査官は、提出された資料を基に、

一旦追徴額を試算し、納税者側に説明を
求めることが一般的です。ただし、納税
者側の処理が適切であったとしても、そ
れを立証する証憑書類に不備がある場合
には、調査官は証拠不十分として、会社
の主張を認めないことがあります。最近で
は、納税者側が一定の資料を用いて説明
しても、調査官が充分ではないとして納税
者側の主張を認めないケースが特に増え
てきています。また、解釈や適用に幅があ
る、いわゆるグレイゾーンの論点を調査側
に有利なように一方的に解釈し、押し付け
ることもあります。そのため、過去の税務
調査では最終的に追徴の対象になってい
なかった論点についても、最近では調査
官が会社の主張を認めないケースが増え
ています。

2. 税務調査対応のポイント

フィリピンでは、税務調査の開始通知
（LOA）を受領することで調査が開始され
ます（図表2参照）。調査官の確認時間が
不十分であることなどから、当初指摘額
は会社の年間売上や年間売上利益に相当
する金額にのぼることもあります。しかし、
納税者側の説明により、指摘を取り下げる
ことは可能です。ただし、適時適切な反証
をしないと、当初指摘額が最終化されて
しまい、会社の事業運営に大きな支障と
なることもあり得ます。
フィリピンで事業展開をするうえで税務

調査は避けては通れません。調査の初期
段階から協議・対応を進めていくことが求
められます。

（1） 初期段階からの関与
税務当局への反証可能期間は厳密に規

定されています。そのため、税務調査が
開始される場合、納税者はまず現状のス
テージと反証可能期間を的確に把握する
必要があります。
税務調査における税務調査官の指摘

は、通常、初期段階にあるほうが取り下げ
やすい状況にあります。特に、COVID-19

環境下においては、徴税目標額が引上げ
られていること、企業訪問時間が減少して
いることから、税務調査官は短期的な調
査完了を望んでいると考えられます。した
がって、税務当局・納税者間の協議・すり
合わせを早期に行うことが、円滑な税務
調査対応として望まれます。

（ 2 ） 専門家の関与
会社の社員に対応を一任した場合、安

易な妥協や不明瞭な交渉による妥結に
よって、会社にとって望ましくない調査結
果で確定してしまうことがあります。早期
対応・不正防止双方の観点から、税務専
門家への対応依頼を行うことが有用です。

Ⅲ

不正事例に見るポイントと新た
に求められる対応＜中国＞

中国は、2021年7月に共産党創立100周
年を迎え、次の100年に向けて動きだして
います。また、全国人民代表会議で、第14

次5カ年計画および20 35年までの長期目

出所：KPMG作成

税務調査の開始通知（LOA）

差異協議

初期的な評価通知

正式な評価通知

再確認又は再調査

最終評価通知

税務当局長官への抗議

租税裁判所

調査通知受領日後、通常、10日～15日以内に
依頼資料を提出する必要がある。

協議通知受領日後、30日以内に協議・資料提
出を完了する必要がある。

内容に同意しない場合には、通知受領日から
15日以内に抗議文書を提出する必要がある。

内容に同意しない場合には、通知受領日から
30日以内に抗議文書を提出する必要がある。

再確認：既存の証拠資料による再確認依頼
再調査：追加証拠の提出を含む再調査依頼

内容に同意しない場合には、通知受領日から
30日以内に長官への抗議または裁判所への提
訴が可能である。

税務当局長官への抗議に対する回答に同意し
ない場合には、30日以内に裁判所への提訴が
可能である。

図表2 税務調査の流れ
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標が制定されました。「双循環」戦略に代表
されるように、国内需要の拡大と国際取引
（輸出や投資誘致）の拡大を同時に推進す
ることにより、今後国際社会における中国
の存在感がより一層増すことが予想され
ます。
中国でビジネスを成功させるべく、多く

の日本企業が中国国内販売を増加させる
戦略を打ち出したり、製造子会社を強化し
ていますが、一方で、さまざまな不正が散
見されます。中国に赴任するにあたり、実
際にどのような不正が生じているのかを知
ることは重要です。それによって、ガバナン
スの改善につなげられればと思います。

1. 中国における不正

中国と日本とでは、仕事の進め方一つ
取っても大きく異なります。また、中国に
おける変化のスピードは劇的に速く、商習
慣の違いなどから、日本であれば想定し
ないような不正・誤謬が生じることがあり
ます。
その主な原因として挙げられるのは、人

材の固定化や言語の問題です。特に、日本
人駐在員が 3～5年で帰任するのに対し、
ローカルスタッフは10年以上同じ仕事をし
ているため、現地での経験を言い訳とし
たルール無視などが行われる場合があり
ます。さらに言語の違いから、日本人マネ
ジメントが相互に深い協議を行えない状
況があります。また、中国では上下関係に
厳しく、中国企業からの不合理な指示に
対しても異議を唱えずそのまま受け入れた
り、従来の商慣行を長らく見直していない
ケースがあります。
このような状況から、新しく赴任される

方々は現場の判断・オペレーションに対し
て、「何か問題があるのでは？」という意識
を強く持つことが重要です。
以下、中国において実際に発生した典

型的な不正事例をご紹介します。

（1） 在庫管理／債権管理
事例A ：
合弁会社から出向してきている経営幹

部が、取引先やサプライヤーと個人的なつ
ながりを持ち、主に次のような手口で資産
を流用していた。①売上や売掛金を記帳
せずに、在庫商品を顧客に納品する、②
顧客の代金支払口座として個人的な銀行
口座を指定する、③帳簿上で実際入金者
とは別顧客の売掛金を消込む。

事例B ：
自社倉庫の棚卸在庫の管理マニュアル

が十分に浸透しておらず、実地棚卸も担
当者が自分の担当エリアの在庫のみを対
象としていたことから、適切な実地棚卸が
行われていなかった。また、オンライン取
引の急速な増加にシステム対応が追い付
かず、一部システム外でマニュアル返品な
どの処理を行っていた。その結果、データ
の正確性に不備が生じた。

事例C ：
取引先指定の外部倉庫に製品を納入

し、取引先が使用するまで自社製品として
保有する契約形態であったが、当該外部
倉庫での製品管理が不十分で、理論在庫
数と実在庫数が不一致であった。

事例D ：
ローカル経営幹部が取引先と懇意とな

り値引き等の便宜を図っていたが、適切
な承認過程を経ていなかった。そのため、
当該経営幹部は売掛金入金のたびに長期
滞留債権から優先的に消し込むように財
務担当者に指示し、財務担当者は言われ
るがままに消込を行っていた。当該事実
は、経営幹部の退職後に発覚した。

（ 2 ） 取引先管理
事例A ：
特定の部署を長期間担当していたロー

カル営業担当者が、当該顧客と共謀して
架空のマーケティングイベントの開催を記

録し、キャッシュプーリングを行っていた。
当該マーケティングイベントの予算は、適
切に承認が下りていたが、マーケティング
部門、営業部門、財務部門、購買部門に
よる共謀がなされていた。

事例B ：
経営幹部（またはその家族）が別会社を

経営して副業を行っていたが、その取扱製
品が、自社製品と酷似・競合していた。ま
た、従業員の別会社が自社と取引関係に
あった。

（3） 支出管理
事例 ：
従業員が虚偽の添付書類（偽発票など）

を提出して経費を申請し、着服していた。
コンプライアンス文化が十分に浸透して
いないことから、コンプライアンス遵守の
意識が低く、またコンプライアンス問題を
調査するための十分な経験を有した内部
調査員もおらず、発覚が遅れた。辻褄の
合う添付書類さえあれば問題ないと誤解
しているケースもある。

2. 中国で直面する代表的な2つの問題

KPMGでは会計監査だけでなく、事前
防止策として会計／内部統制ヘルスチェッ
クや取引先のスクリーニング調査、疑義
案件調査、事後の不正調査など状況に応
じたさまざまなサービスをご提供しており 

ます。
不正の他にも、中国において直面する

問題は多々あります。ここでは中でも代表
的な次の2つをご紹介します。

（1） 税務面の問題
日本本社や他国の兄弟会社と中国子会

社との間では、移転価格、関税、ロイヤリ
ティなどについて、適切な負担関係を整
理するとともに、当局への説明資料を準
備する必要があります。また、中国の関連
税制が頻繁に変更されることから、企業
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所得税等の税金計算が現行規定に則して
いるかを確認する必要があります。

KPMGでは適時に日本語の情報を発信
していますので、詳細はKPMG中国のサ
イト内「グローバル・ジャパニーズ・プラク
ティス＞チャイナタックスアラート」（下記
URL）をご確認ください。

https://home.kpmg/cn/zh/home/services/

special-focus-groups/global-japanese-

practice/newsletter/china-tax-alert.html

（ 2 ）  新しい法規制や経済環境への 
対応

近年、サイバーセキュリティ法や個人情
報保護法が制定され、企業はその対応を
求められています。また、中国の急速なデ
ジタル化に伴い、DXへの対応なども必須
です。特に、中国を市場として活動する企
業は、法規制の急激な変更に常に気をつ
ける必要があります。

KPMGでは、日本語にて新しい制度等
にかかる情報を適宜発信しておりますの
で、詳細はKPMG中国のサイト内「グロー
バル・ジャパニーズ・プラクティス＞インサ
イト」（下記URL）をご確認ください。

https://home.kpmg/cn/zh/home/services/

special-focus-groups/global-japanese-

practice/insights.html

マネジメントの皆様にとって、コンプライ
アンスは非常に重要な課題です。最新情
報を収集、自社プロセスの見直しを定期
的に行うことが望まれます。

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG インド
井上ゆかり／アソシエイトディレクター

 +911243074000（代表電話）
 yukariinoue@jp.kpmg.com

あずさ監査法人（フィリピン担当）
櫻井博之／シニアマネジャー

 hsakurai1@jp.kpmg.com

KPMG中国
林田弘徳／パートナー

 +86-21-2212-2286
 hironori.hayashida@kpmg.com

篠塚裕文／シニアマネジャー

 +86-21-2212-3492
 hirofumi.shinotsuka@kpmg.com

関連情報

KPMGは、日本企業の海外事業展開をこまやかに
支援するため、世界の主要 38ヵ国 91都市に、約
800名の日本人および日本語対応が可能なプロ
フェッショナルを配しています。

各国の最新情報については、下記をご覧ください。

海外進出支援窓口 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-

support.html

インド 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-

support/india.html

フィリピン 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-

support/philippines.html

中国 

https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-

support/china.html
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サーベイTopic

宮坂 修司
Shuji Miyasaka

菅野 香織
Kaori Kanno

KPMGは、世界の経営者の将来見通しや重要施策等を調査した 「 KPMGグロー
バルCEO調査2021」を発表しました （ 2021年7～8月実施）。第7回目となる今回
のCEO調査は、新型コロナウイルス感染症 （以下、「COVID-19」という） 拡大前か
らパンデミックを経て現在に至るまでのCEOの戦略や意識の変化が明確に示さ
れた非常に興味深いものとなりました。本調査からは、日本企業のCEOのディス
ラプティブな姿勢も明らかになりましたが、この積極的な投資・成長戦略を、DX
ジャーニーを実現することによって成果につなげていかなければなりません。本稿
では、そのDXの進め方とDXジャーニーの実現方法についてご説明します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

  POINT 1

「KPMGグローバルCEO調査2 0 21」の結果では、「競合に破壊される前に自ら
が破壊者になる」と答える日本のCEOの割合は、2年前の調査結果（59％）から
7 2％に増え、ディスラプティブな姿勢が見られる。今後の積極的な投資やアラ
イアンスも予定されている。

  POINT 2

パンデミックを経て、企業には率先して社会的課題の解決を担うことが求めら
れており、CEO自身もインクルージョン、ダイバーシティ＆エクイティ （ IDE）など
の社会要素 （S）を含むESG施策の取組み責任を強く認識している。そのエネー
ブラーとしてのDXを軌道に乗せた企業が、今後勝ち企業となりえる。

  POINT 3

トランスフォーメーションの遅れを取り戻し、社会の変革を先導するには、自
社のポジショニングを冷静に見つめなおし、適切かつ具体的なアクションを取
る必要があり、今まさにそれを進めるべきタイミングにきている。

  POINT 4

DXジャーニーは終わりなき旅である。俊敏性 （アジリティー）、回復弾性 （レジ
リエンス）を支える人財育成および確保が急務である。

DX推進に王道はなし
～KPMGグローバルCEO調査結果からの提言～

KPMGジャパン　マネジメントコンサルティング統轄パートナー 

KPMGコンサルティング

宮坂 修司／パートナー

あずさ監査法人　ナレッジセンター 

菅野 香織／ディレクター
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Ⅰ

CEOのマインドセットの変化

1. 成長見通しに関するCEOの自信は 

回復済み

「KPMGグローバルCEO調査2 0 21」（以
下、「CEO調査」という）では、今後3年間
の世界経済の成長の見通しについて、日
本のCEOの 62％が自信を持っていること
が明らかになりました。COVID-19拡大後
の2020年7～8月に実施したパルス調査で
2 5％まで落ち込んだCEOの自信は、今年
初め（2021年1～2月調査）に5 8％まで回
復し、COVID-19拡大前（2020年1～2月調
査）の69％に迫るまでに至っています。
一方、自社の成長見通しに対しては

9 2％が自信を持つ結果となり、主要11ヵ
国で最も高い割合となりました。世界に先
駆けて、ポストコロナにおける自社の成功
の青写真を描けているようです。

2. 社会の革新への前向きな姿勢

COVID-1 9拡大前の日本は、ディスラプ
ションに関して保守的な傾向がありまし
た。「競合に破壊される前に自らが破壊者
になる」と答えるCEOの割合は、2019年調
査では5 9％です。これは、グローバル全体
平均とは4％、トップのアメリカ（73％）とは
実に14％もの差です。
それが、今回のCEO調査では大きく変

わりました。7 2％のCEOがディスラプティ
ブなマインドを持ち、その意識の変化を裏
付けるように積極的な成長戦略を掲げる
CEOが増加しています。今回のCEO調査で
は、成長目標の達成に向けた最重要戦略
として、「第三者との戦略的提携」を挙げる
CEOが35％を占めました。グローバル全体
では、「オーガニックグロース」を最重要戦
略とする割合が最も高かった（3 1％）こと
と比較すると、特筆すべき結果です（図表1

参照）。保守的な経営スタイルの傾向が強
かった日本において、「インオーガニック」

の各戦略の合計値（74％）がグローバル全
体平均（69％）よりも高いのは、2018年以
降に本質問を設定して以降初めてのこと
です。

Ⅱ

デジタル投資とESG投資

1. デジタル投資とESG投資は密接に関
連する

インオーガニックグロース戦略を志向
する日本のCEOの増加は、多くの企業が
事業の立直しや事業ポートフォリオの見直
しに目途がつき、社会にインパクトを与え
るイノベーションの次の一手を講じる実行
フェーズに入っていることを示しています。
CEO調査でも、「ファーストムーバーあるい
はファストフォロワーになるための積極的
なデジタル投資戦略がある」との回答が
81％を占めました。また、社会が求めるサ
ステナブルな企業を目指し、3割を超える
（3 4％）CEOが「収益の16％以上を自社の
ESG関連施策に投資する」とし、グローバ
ル全体平均（22％）より12％も高くなりま 

した。

積極的なデジタル投資とESG投資を予
定するなか、約8割（81％）のCEOは、デジ
タル投資とESG投資は密接に関連してお
り、両者をそれぞれ独立させて行うこと
はできないと考えています。コロナ禍への
対応が、ESG施策の「社会的要素（S）」へ
の取組みを強化する要因となったとする
CEOは非常に多く（7 9％）、今後、DXをイ
ンクルージョン、ダイバーシティ＆エクイ
ティ （ Inclusion, Diversity, & Equity、IDE）
を含む自社のESGニーズのエネーブラーと
捉えた取組みが加速すると予想されます。

2. 日本のCEOはトランスフォーメーショ
ンの遅れを取り戻せるか？

CEOは、新たな企業価値の源泉の創出
という課題の中心にデジタルが存在して
いることを認識しています。だからこそ、
大型の投資を進めようとしていますが、こ
れらの投資により、本当に日本はトランス
フォーメーションの遅れを取り戻すことが
できるのでしょうか？
おそらく、単に投資をしただけでは難し

いでしょう。成功させるには、自社のあり
たい姿に向けたDXのビジョンとDXジャー

オーガニック
グロース
31％

オーガニック
グロース
26％

第三者との
戦略的提携

29%

第三者との
戦略的提携

35%

M&A
24%

ジョイント
ベンチャー
11%

ジョイント
ベンチャー
11%

M&A
21%

アウト
ソーシング
6%

アウト
ソーシング
7%

出所：KPMG作成

グローバル全体 日本

図表1 今後3年間の成長に向けた最重要戦略

グラフは、小数点以下の四捨五入により数字の合計が 100% を超えています。
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ニーを明確に描き、実現していかなけれ
ばなりません。そこで、次章からは現在の
日本企業のポジショニングの把握と、DX

ジャーニーの成功に向けた考察を行い 

ます。

Ⅲ

立ち遅れる日本のポジション

1. 止まらない日本の相対的地盤沈下

スイスのビジネススクールIMDの世界競
争力センターは、6月、世界63ヵ国を対象
にした国ごとの競争力を示した「世界競争 

力ランキング2021」1を発表しました。「世 

界競争力ランキング」によれば、日本は昨
年の34位から31位と若干順位を上げたも
のの、この10年間は順位を下げる方向で
ベクトルを示しています。
主要比較分野である「経済状況」「政府

効率性」「ビジネス効率性」「インフラ」のな
かでは、「インフラ」面が2000年初頭の世界
トップクラスから毎年逓減をしており、今
年も2 2位に順位を落としました。 「インフ 

ラ」 評価の一要素である 「技術インフラ」 
では現在32位と凋落の一途を示しており、
技術立国日本というイメージは完全に払
拭されてしまっております。
また、この 「インフラ」 には教育インフラ

も含まれているのですが、残念ながら長ら
くの間 3 0位台にとどまっています。さらに
事業活動において最も重要な要素の1つで
ある「ビジネス効率性」においては2015年
以降急降下を示しており、5 0位台への突
入は避けられない状況となっています。

2. デジタルデバイド

同じくIMDの「世界デジタル競争力ラン 

キング2021」2においても、日本は6 4ヵ国 

中28位と、2017年からの本調査開始以降
の最低位を更新しました（図表2参照）。東
アジア・ASEAN地域においても、シンガ
ポール、香港、韓国、台湾、中国の後塵を

拝しています。
総合順位の出遅れもさることながら、注

目すべきは「知識」のサブ評価項目の1つで
ある「国際経験」（64位）、「デジタル／技術
スキル」（62位）、「将来への備え」のサブ評
価項目である「機会と脅威」（62位）、「企業
の機敏性」（6 4位）、「ビッグデータの活用
と分析」（63位）の5項目が、64ヵ国中62位
から6 4位とほぼ最下位の評価をされてい
ることです。
どうやら底辺にあるのは、上順位の各

国におけるデジタル�人財�の充実の裏返
しとして、日本のデジタル�人財�の育成の
遅れ、層の薄さ、社会としての受容性の弱
さが存在すると読み取れます。

Ⅳ

DX推進に王道はなし

1. DXジャーニーを認識する

DXに対して、日本のCEOが従前よりも
前向きな姿勢であることは、CEO調査結
果からも明らかです。そこで本章では、経
営者のそのWillを実現するためのアプロー
チについて提言いたします。
すべては市場ニーズ、顧客ニーズ、ユー

ザーニーズが起点となるといってよいで
しょう。このニーズの把握や市場を新たに
創出することに関しても、デジタルの活用

は欠かせません。ですが、ここでは �ニワ
トリ卵議論�にならぬよう、ニーズありきの
DXの進め方について概説します。
ニーズに対応するためのサービス、プロ

ダクトとはどうあるべきか。それを実現す
るためのテクノロジー （デジタル含む）の可
用性判断、およびリスク評価をどうしてい
くべきかなど、企業がクリアしなければな
らない課題は多岐にわたります。これらの
現状と目指すべき方向性のギャップを把
握することから、DXジャーニーはスタート
します。具体的な手順は次のとおりです。

① ニーズの仮説を速やかに立てる
② ニーズを満たすサービス、プロダクトの
モックアップ（目に見える形のプロダ
クトの最小形:Minimum Viable Product

（以下「MVP」という））を各種制約を考
慮せずに構築する

③ MVPを最終的に市場、顧客、ユーザー
に提供できる形にするまでの制約や乗
り越えるべき壁、整備すべき事項を特
定する

④ ①～③のサイクルをサステナブルに実
現するための態勢・仕組みを整備する

この４ステップをいかに効率的に、迅速
に実現できるか。それが企業競争力に直
結してくるものと考えます。なお、無味乾
燥なベンチマーク評価、成熟度評価から

図表 2 世界デジタル競争力ランキング2021 （日本の状況）

主要な国と地域 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
米国 3 1 1 1 1

香港 7 11 8 5 2

シンガポール 1 2 2 2 5

台湾 12 16 13 11 8

韓国 19 14 10 8 12

英国 11 10 15 13 14

中国 31 30 22 16 15

ドイツ 17 18 17 18 18

日本 27位 22位 23位 27位 28位
出所：IMDウェブサイト「 World Digital Competitiveness Ranking」（2017年～2021年）を基に筆者作成
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/
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進めることはかえって遠回りアプローチで
あると、筆者は考えます。

2. DXの処方箋

次に、①～④のDXジャーニーを実現す
るための処方箋について解説します。①
のニーズ仮説立案については、かつては
5ForcesやPEST分析、顧客のペルソナ分
析などといった手法が用いられてきまし
た。しかしながら、DX時代ではこれらの
論点をリファーしつつも、よりスピード感
を持った仮説立案が求められます。そこ
では、トップヘビーのアプローチよりも、ミ
レニアル世代やZ世代のデジタルパイオニ
ア、デジタルネイティブの感性を生かした
アプローチやインクルージョン、ダイバー
シティ＆エクイティを体現した多面的視点
が重要となってきます。その視点をいかに
生かすかもチャレンジに値すると言えるで 

しょう。
また、自社リソースの視点にとどまら

ないオープンイノベーションやCorporate 

Venture Capital（CVC）などを活用した足の
速い事業者や技術へのリーチを拡げる活
動も、DXジャーニーのレベルアップの打ち
手として有用であると考えます。
②のMVP開発に向けては、社内にこ

れまでの人事評価制度とは異なる体系評
価が可能な組織を組み込むことや外部
リソースの活用などが考えられます。ど
ちらにしても、これまでのKPI業績評価
からOKR業績評価（Objectives and Key 

Results）型の評価制度導入など、人事面で
の工夫が求められます。
これらの取組みを永続的に実現するた

めの現状とのギャップ把握 （ベンチマー
ク）が、③の活動として有効となります。ベ
ンチマークとして活用可能な指標、目安は
既出のIMDの「世界デジタル競争力ランキ

ング」の評価や経済産業省の『「DX推進指
標」とそのガイダンス』（2019）などが参考
になります。
最後に、DXを一過性の取組みに終わら

せないための企業態勢・ケーパビリティを
構築・維持・向上させるための参考として、
KPMGがグローバルで推奨しているKPMG 

Connected Enterpriseのアプローチをご紹
介します。

K PMGではグローバルでの先進企業
への各種支援経験を基に、DX推進に必
要な 8つのケーパビリティを定義、KPMG 

Connected Enterpriseとしてアセット化し
ています（図表3参照）。KPMG Connected 

Enterpriseには、既述のとおり、顧客価値
を中心とした考え方をベースに、いかに革
新的な商品・サービスを創出し続けるか、
それを支えるミドルオフィス機能やバック
オフィス機能はどうあるべきか、必要な機
能を満たすために自社のみならず外部と

出所：「KPMG Connected Enterprise」の情報をもとにKPMG作成

検討視点
図表3 DX推進に必要となる8つのケーパビリティ

革新的な商品・サービス

顧客経験価値を中心とした考え方

柔軟なオペレーションと業務プロセス

パートナーシップ・アライアンス・エコシステム

インサイト主導型戦略とアクション

デジタルを活用したテクノロジーアーキテクチャ

シームレスな取引と情報連携

生産性の高い組織体制と人材

1

2

3

4

5

6

7

8

戦略的計画
と投資

商品・価格設定・
プロモーション

戦略

ブランドポジ
ショニングと
戦略的協力

顧客セグメン
テーションと
ターゲティング

開発計画

顧客体験戦略 チャネル整合
戦略

顧客体験の
提供

コスト管理・
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の連携をどのように実現するか、DXジャー
ニーを通じて蓄積された自社トランザク
ションデータおよび社会全般で蓄積され
利用され始めているデータ（オルタナティ
ブデータ）をいかに活用し事業変革に生か
し続けていくか、顧客起点から始まるトラ
ンザクションをいかにシームレスに関係す
るオペレーションにつなげていくか、さら
にこれらのオペレーションを支える人財を
どのように獲得・育成・確保していくかに
関する検討視点が網羅されています。目
指すべき姿と現状のギャップが明らかに
なったうえで、どのような一歩を踏み出し
ていくべきかについてのガイドラインとし
て活用いただけるものと考えています。
終わりなきDXジャーニーに踏み出して

いく一助となれば幸いです。

1  The World Competitiveness Center, 

The IMD World Competitiveness 

Ranking, IMD, 2021

  https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/

world-competitiveness/

2  The World Competitiveness Center, 

The IMD World Digital Competitiveness 

Ranking, IMD, 2021

  https://www.imd.org/centers/world-

competitiveness-center/rankings/

world-digital-competitiveness/

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

KPMG ジャパン　マネジメントコンサル
ティング統轄パートナー
KPMGコンサルティング
宮坂修司／パートナー

 shuji.miyasaka@jp.kpmg.com
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関連情報

https://home.kpmg/jp/ja/home/
insights/2021/11/ceo-outlook.html

KPMG（チェアマン：ビル・トーマス）は、第7回目
となる「KPMGグローバルCEO調査2021」を発表し
ました。本調査では、世界で最も影響力を持つ企
業の経営者1,325人（うち日本企業100人）に対し、
今後3年間の将来の見通しや重要施策等について
調査しています。すべての回答企業は、年間収益が
5億ドルを超えており、対象企業の3分の1は年間
収益が100億ドルを超えています。

本調査は、2021年7～8月に実施され、主要な11ヵ
国（オーストラリア、カナダ、中国、フランス、ドイ
ツ、インド、イタリア、日本、スペイン、英国、米国）
の11業界（投資運用、自動車、銀行、消費財／小
売、エネルギー、インフラ、保険、ライフサイエン
ス、製造、テクノロジー、通信）の企業経営者を対
象としています。

ウェブサイトでは、本調査結果を紹介しています。
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サーベイTopic

嘉鳥 昇
Noboru Katori

サステナビリティへの対応を経営の最優先課題と認識しながら、多くの企業が対
応に手をこまねいています。サステナビリティ経営を推進していくうえで、経営の羅
針盤としての役割を果たす部署が必要不可欠であり、従来から財務数値を用いて
羅針盤としての役割を果たしてきた経理財務部門の変革が一刻も早く求められて
います。サステナビリティに強い経理財務部門をつくるために必要な事項を洗い出
し、優先順位をつけて計画化し、速やかに行動に移すことは、変化を競争優位性
につなげるための第一歩となります。そこで本稿では、サステナビリティ・トランス
フォーメーション推進による経理財務機能への影響と、環境変化を競争優位性に
つなげるために対応すべきCFO課題を、「成長」「ガバナンス」「効率」「コンプライア
ンス」の4つの視点から整理し、解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

  POINT 1

サステナビリティに関係する経営環境の変化は、企業にとってビジネスリスク
の要因であると同時に、新たな事業機会を見出す好機でもある。

  POINT 2

サステナビリティのための取組みを同業他社の状況を見ながら横並びで進め
て体裁だけを整えるのではなく、サステナビリティを組み込んだ戦略に基づき、
独自の施策を立案・実行し、競争優位性を確保する。

  POINT 3

サステナビリティ・トランスフォーメーションの推進に伴うCFOの課題解決に
は、情報の可視化が不可欠である。非財務情報を評価して金銭的価値に換算
し、財務情報と統合して扱うことができるようにすることで、サステナビリティ
を長期戦略に組み込む際のさまざまな意思決定が適切に行えるようになる。

  POINT 4

サステナビリティ・トランスフォーメーションの推進においてCFOには、①価値
創造のパートナー、②変革のイネーブラー、③企業価値のプレゼンターとして
の役割が期待されている。

サステナビリティに強い経理財務部門
SXに伴う新たなCFOの役割と課題

あずさ監査法人

アカウンティングアドバイザリーサービス統括事業部

嘉鳥 昇／ディレクター
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Topic  ：  サステナビリティに強い経理財務部門　SXに伴う新たなCFOの役割と課題

Ⅰ

サステナビリティ経営の先行 
企業

1. 経営環境の変化を競争優位性につな
げる

サステナビリティに関係する近年の経
営環境の変化は非常に激しく、企業は意
思決定や行動の大きな転換期に直面して
います。この変化は、企業にとってビジネ
スリスク要因であると同時に、新たな事
業機会を見出す好機ともいえます。サステ
ナビリティへの取組みは、同業他社を見
ながら横並びで進めて体裁を整えるよう
なものではありません。環境・社会・経済
に対して確かな成果をもたらしながら利
益を確保するために、自社独自の中長期
的な成長戦略を打ち出し、具体的な施策
を立案して実行することによりサステナビ
リティに強い企業への転換を目指すべき
です。

（1） 投資家の変化
2 0 0 6年に当時の国連事務総長である

コフィー・アナン氏が発表したPRI （責任投
資原則）をきっかけに、ESG課題に対する
責任を果たさない企業は投資先から外さ
れるなど市場から厳しい評価を受けるよ
うになっています。機関投資家は財務情
報に加え、温室効果ガスの排出量、水の
使用量、顧客満足度や女性管理職比率
といった非財務情報を 「企業の持続的な
成長力の源泉」と捉え、長期的な視点で
企業を評価し投資するようになりました。
企業はこのような投資家の長期的な視点
を意識して戦略の策定や投資判断、事業
ポートフォリオの組換えをすすめることに
より投資家による評価を高め、将来の設
備投資、既存事業の拡大、新規事業の立
ち上げ、企業買収等の原資調達の安定化
につなげることができるため、今後の資金
調達戦略上、非財務情報の開示は非常に
重要となります。

（2） 各国の政策の変化
炭素排出量の削減という課題をとって
も、海外では欧州を中心に炭素税の導入、
炭素排出権取引市場の開設、ガソリン車
廃止の制度化など、国の政策レベルで脱
炭素に向けたさまざまな取組みが適用さ
れており、グローバル規模で活動を展開す
る企業においてESG課題は将来の損失リ
スクではなく、すでに財務諸表数値にイン
パクトを与える直接的な経営課題となって
います。
わが国では東京証券取引所が、2022年

に予定されている市場区分再編で最上位
市場に上場する企業に対し、気候変動に
伴う業績等への影響を開示することを求
めているほか、炭素税の導入、EU等他国
政府による国境炭素税導入の議論も進ん
でおり、将来の競争力確保のために、炭素
リスクをはじめとしたESG関連の社会課
題への早期対応は日本企業にとって喫緊
の課題といえます。

（3） 顧客・従業員の変化
近年では、自社製品向けの部品を生産
するサプライヤーに対して、再生可能エネ
ルギー1 0 0％での生産を要請する企業が
現れてきました。購買力の強い企業におけ
るサステナビリティへの取組みは、グルー
プ内部にとどまらず、取引先を含むサプラ
イチェーン全体を対象とする広範囲な取
組みとなりつつあります。また、従業員が
自社の気候変動対策への強化を求めるス
トライキを実施した企業もあります。企業
が持続的成長をし続けるためには、顧客
企業や従業員のサステナビリティに関す
る期待に十分に応えられる経営姿勢が不
可欠となっています。

2. SX推進のカギは経理財務部門

このように、経営環境の変化を競争優
位性へとつなげるためには、サステナビリ
ティの視点を戦略的意思決定に組込み、

ビジネスモデルのレジリエンスを高め、中
長期的な成果としての企業価値向上を
実現しなければなりません。そのために
は、サステナビリティ視点によるトランス
フォーメーション （サステナビリティ・トラ
ンスフォーメーション、以下 「SX」という）
の推進が不可欠です。正しい意思決定を
行うためには、判断材料となる信頼でき
る情報が必要になりますが、サステナビリ
ティを意識した経営を推進するには従来
の財務情報を基に計算される各種KPI数
値だけでは十分とは言えません。SXの推
進にあたり必要となるのは、サステナビリ
ティ要素を定量化し、財務情報と統合す
る新たな情報の枠組みです。
自社の活動の成果を正確に把握し、今
後進むべき方向を示す情報を経営者に提
供することは、経理財務部門の普遍的な
役割です。この役割はSXの推進によって
何ら変わることはありませんが、サステナ
ビリティの視点を組み込んだ戦略的意思
決定に資する情報をマネジメントに提供
するためには、経理財務部門は取り扱う
情報の範囲を従来よりも大きく広げなけ
ればなりません。今後の経営管理では、
従来管理対象外であった非財務情報の
KPIへの追加、さらに事業活動の結果を利
益だけで評価するのではなく、環境・社会
に与えるインパクトも含めて評価する業績
管理が求められるようになると考えられま
す。経営者の新たなニーズに応える情報
提供機能を発揮する経理財務部門を整備
できるかどうか。それがSX推進の成否を
左右するといえます。

3. 企業の6割が経理財務機能の見直し
は未着手

本年度KPMGが実施した 「KPMGジャパ
ン CFOサーベイ202 （1 以下、「CFOサーベ
イ」という）」の結果によると、SXの推進に
あたり、現在の経理財務部門の体制で十
分であると回答した企業は全体の7％し
かなく、77％の企業が何らかの改善が必
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要と認識しています。ただし、そのうちの 
4 3％は改善活動に着手していません。改
善の必要性についての評価をまだ行って
いない企業を含めると、全体の約 6 0％の
企業が経理財務機能の見直しに未着手と
いうことです （図表1参照）。
また、自社の経営課題におけるSXの位

置づけについての質問では、3 2％の企業
がSXを最優先課題として捉えていると回
答しましたが、残りの68％の企業は、影響
の大きさは認識しているものの従来の課
題解決を優先する、影響の分析・評価中、
影響を測りかねており様子見、という回答

に大きく分かれました（図表2参照）。
いまだ対応に取り掛かっていない理由
には、制度化や他社の動向を見極めよう
と慎重になっていること、サステナビリティ
に取り組むことによる経理財務部門への
影響範囲や程度が特定できておらず、必
要な対応策の優先順位付けができないで
いるという2つが考えられます。確かに現
時点では、サステナビリティ関連の将来の
制度化や同業他社・取引先等の動向など
不確実な点は多いですが、GHG（温室効
果ガス）排出量の削減など各企業の経営
課題としてすでに顕在化しているテーマも

多くあります。SXを推進していくために今
行うべきことは、横並びで対応する発想か
ら脱却し、サステナビリティを組み込んだ
長期戦略の検討、自社のビジネスおよび
経理財務部門への影響を評価し、できる
ことから改善に着手することです。まずは
経理財務部門が変わり、サステナビリティ
を意識した経営に必要な情報を社内に提
供できるようになることが、サステナビリ
ティに強い企業への変革の第一歩である
と考えます。

Ⅱ

SXによる経理財務機能への 
影響

1. SXによるCFOの業務領域の拡充

KPMGでは、企業経営においてCFOが
担当すべき業務領域を 「成長」 「ガバナン
ス」 「効率」 「コンプライアンス」の4つの視
点で分類し、整理しています。従来、「成
長」の成果は財務会計上の利益であり、
CFOは利益を最大化するための戦略策定
や遂行をサポートしてきました。この考え
方において、サステナビリティは「ガバナン
ス」の1項目であり、多くの場合、企業の戦
略に組み込まれることはなく、主にIR目的
での社会貢献活動等として取り扱われて
きました。
しかしながら、SXの最大の特徴は、サス

テナビリティを 「成長」の重要な要素と捉
え、長期戦略に組み込むことにあります。
「成長」の成果に投資家、政府、顧客・従業
員の目線を反映させ、自社の利益＋環境・
社会・経済価値の向上と定義することによ
り、他のすべての視点の内容もサステナビ
リティの観点から拡充すると考えます （図
表3参照）。

2. 経理財務機能の課題

CFOは、SXの推進による業務領域の拡
充に対応するため、あるべき経理財務機

図表2 経営課題におけるSXの位置づけとして、最もあてはまるもの（単一選択）

最優先課題であり、
事業戦略の前提として位置

影響の大きさは認識しつつ、
従来からの課題を優先

影響の分析・評価に
取り組んでいる、
または取り組み予定

影響を測りかねて
いるため様子見

32%

27%

27%

12%

2%その他

最優先企業様子見企業

出典：CFO サーベイより抜粋

7%

26%

8%

33%

10%

16%
現在の体制で十分である

出典：CFO サーベイより抜粋

一部改善は必要で、改善活動に着手している

抜本的な改善が必要で、改善活動に着手している

一部改善は必要であるが、改善活動は未着手

一部改善は必要で
あるが、改善活動は

未着手

一部改善は
必要で、改善活動
に着手している

抜本的な改善が必要であるが、改善活動は未着手

未評価である

図表1 今後のSXの推進にあたり、現在の経理・財務部門の体制について当てはまるもの
（単一選択）
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能の姿について検討し、現状の経理財務
機能を評価し課題を整理する必要があり
ます。

（1） 「成長」の視点における課題
前述のCFOサーベイでは、SXの推進

によりCFOが自身の担当する業務領域の
うちどれが重要になると考えているかに
ついても質問しました。最も多く回答が
あったのはコーポレート戦略 （ 45％）で
す。次いで、経営計画 （39％）、財務戦略 

（3 8％）、リスクマネジメントおよび事業戦
略 （31％）と、企業の長期的な成長計画に
大きく関係する項目が並びました。多くの
CFOが懸念しているとおり、企業価値向
上のための戦略策定や遂行をサポートし、
持続的成長をいかに実現するかはSXの本
質的な課題です。したがって、CFOは以下
のようなテーマに取り組まなければなりま

せん。

● 事業戦略・企業価値に影響を及ぼすビ
ジネス・マテリアリティの特定

● ビジネス・マテリアリティからESGリス
ク・機会の特定、重要性・優先度の評
価

● ESG視点を踏まえた事業ポートフォリ
オの評価と組替えの検討

● NPVなど従来の投資判断基準にESGの
指標を統合した評価ツールの導入

● 財務・非財務両面からの業績評価制度
の設計（非財務KPIの設定）

● E S G債の利用による最適資本構成
（WACCの引下げ）の検討
● サステナビリティ関連知識と会計の両
方に長けた人材の育成・確保、など

上記テーマに対応するためには、これま

で扱っていなかった各種非財務情報を評
価して金銭的価値に換算し、財務情報と
統合して扱うことができるようにする必要
があります。
一例をあげると、近年政府によるカーボ
ンプライシング政策（炭素税や排出量取引
制度の導入など）が企業の戦略や収益・費
用に与える影響への備えとして、多くの企
業で独自の炭素価格を設定して投資判断
等に活用する内部炭素価格制度が導入さ
れています。炭素の排出量に価格をつける
ことにより、従来意思決定の際に用いてい
た会計データと統合して扱うことができる
ようになり、意思決定や行動を脱炭素の
方向に向けることが期待できます。
内部炭素価格の設定にあたっては、公
表されている各種外部価格を参考にする
方法、過去の投資案件を用いてシミュレー
ションを行う方法などがありますが、会計

コンプラ

イ
ア

ン
ス

コンプラ

イ
ア

ン
ス

効
  率

ガバナンス成 長

図表3 CFO の担当領域の変化（拡充）

SXに伴うCFOレーダーの拡充

● 事業戦略・企業価値に影響を及ぼすビジネス・マテリアリティの特定
● ビジネス・マテリアリティからESGリスク・機会の特定、重要性・優先度の評価
● ESG視点を踏まえた事業ポート

フォリオの評価と組替えの検討
● NPVなど従来の投資判断基準

にESGの指標を統合した評価
ツールの導入

● 財務・非財務両面からの業績評
価制度の設計（非財務KPIの設
定）

● E S G 債の利用による最 適 資
本構成（WACCの引下げ）の検
討

● サステナビリティ関連知識と会
計の両方に長けた人材の育成・
確保、など

● ESGリスク・機会、および関連す
る非財務指標（外部経済効果含
む）の分析・評価

● ESG格付け向上のための開示情
報の充実

● ESGリスク・機会のモニタリング
プロセスの整備

● サステナビリティに対応するた
めの経理財務部門の組織体制の
整備

● グループ会社・サプライヤーへの
サステナビリティに係る方針、取
引ポリシーの共有

● グループ会社の非財務情報の管
理ポリシーの策定、など

● 今後進む非財務情報の開示基準
やESGに係る新たな規制などの
情報把握

● 非財務報告に係る内部統制の設
計

● 内部監査との情 報 連携の検 討、
など

価値向上のための
戦略策定や遂行をサポートし、
持続的成長を実現

● 戦略企画
● 意思決定のための経営管理
● M&A等投資戦略
● 経理タレントマネジメント

など

業務効率化・品質向上の
ための取組みを促進し、
競争優位を創出

● デジタルによる
業務プロセス自動化・効率化

● コスト最適化  など

変化に対応するための
体制づくり、リスク管理と
利害関係者との対話を促進

● 開示戦略
● グループガバナンス・

リスク管理
● サステナビリティ  など

各種規制・制度への
対応を実現し、市場での
社会的要請に適合

● 会計基準対応
● 内部統制
● 内部監査
● 規制コンプライアンス
● 不正対応  など
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従来のCFOレーダー

【ガバナンス Governance】【成長 Growth】

● グループ内（ 場合によってはサ
プ ラ イヤー を 含 む ）の 非 財 務
データの 一 元管 理の 仕 組みの
整備

● 非財務データを効率的に収集・
集計・出力を自動化する情報シ
ステム設計への関与

● ESG情 報の集計・分析・報告を
担当するチームの編成、など

出典：KPMG 作成

【効率 Efficiency】 【コンプライアンス
 Compliance】Efficiency

Efficiency

Governance

Governance
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スキル、投資計画・管理スキルを基礎とし
て、さまざまな要因や情報を基に戦略と
の整合性に留意しながら議論を繰り返し、
自社にとって最適な価格を決定する必要
があります。
海外の先進企業では、炭素排出量に限

らず、自社の事業やプロジェクトが環境・
社会・経済へ与えるポジティブ・ネガティ
ブ両面の影響を洗い出し、影響の大きさ
を定量化した結果を戦略策定に活用する
ほか、ステークホルダーに開示する取組
みも行っています。KPMGが開発したTrue 

Valueメソドロジーは、「企業が創出する価
値」を、財務的価値（財務実績）のみで評
価するのではなく、環境・社会・地域経済
に与えるポジティブ・ネガティブ双方の影
響（外部性）も考慮に入れて、財務的価値

と非財務的価値の両面で損益を算定・評
価します（図表４参照）。

SXの推進に伴うCFOの課題解決には、
情報の可視化が不可欠です。非財務情報
を評価して金銭的価値に換算し、財務情
報と統合して扱うことができるようにする
ことで、サステナビリティを長期戦略に組
み込む際のさまざまな意思決定が適切に
行えるようになります。True Valueメソドロ
ジーのような情報の可視化方法と活用法
を確立すること、そしてそれを運用できる
人材の育成・確保が、「成長」の視点では最
も重要と考えます。

（2） 「ガバナンス」の視点における課題
確実に戦略を遂行し、ステークホルダー

の期待に応えるためには、日々のリスク管

理とSXに伴う変化に対応できる体制づく
り、そしてステークホルダーとの対話の促
進が欠かせません。したがって、CFOは以
下のようなテーマに取り組まなければなり
ません。

● ESGリスク・機会、および関連する非財
務指標（外部経済効果含む）の分析・評
価

● ESG格付け向上のための開示情報の充
実

● ESGリスク・機会のモニタリングプロセ
スの整備

● サステナビリティに対応するための経
理財務部門の組織体制の整備

● グループ会社・サプライヤーへのサステ
ナビリティに係る方針、取引ポリシー

出典：KPMG作成

図表4 True Valueブリッジによる価値の見える化

■経済・社会・環境側面の外部性を反映したTrue Valueの可視化（例）

$

財務実績を踏まえ、経済・社会・環境側面のポジティブおよびネガティブな外部性を金額換算し、
活動により創出される真の価値（True Value）を算出します。

+ ‒ + ‒ + ‒
$

$
雇用の創出

腐敗行為・汚職

スキルの向上
安全衛生

CO2排出量
削減生活賃金

水質汚濁

経済にもたらす
ポジティブ影響

財務的な利益 経済にもたらす
ネガティブ影響

社会にもたらす
ポジティブ影響

社会にもたらす
ネガティブ影響

環境にもたらす
ポジティブ影響

環境にあたえる
ネガティブ影響

True Value

大気への排出

生態系と
生物多様性

FINANCIAL ECONOMIC SOCIAL ENVIRONMENTAL TRUEValue
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の共有
● グループ会社の非財務情報の管理ポリ
シーの策定、など

SXの推進に伴い、ESG投資を中心に行
う機関投資家が積極的に経営に介入して
くるケースも想定されます。また、自社の
サステナビリティに対する取組みの開示
が不十分な場合には、機関投資家の投資
対象から外され、資金を引き上げられるリ
スクも大きくなってきています。サステナ
ビリティに対する取組みの成果は、長期
的に実現することが期待されているため、
CFOが企業の窓口となり、投資家をはじ
めステークホルダーに対して戦略や成果
について十分な開示とプロモーションを行
い、理解を得ることがこれまで以上に重
要になってくると考えられます。
また、リスク・機会を定量的に捉えて、
経営に対しアクセル・ブレーキに資する情
報提供機能を果たすためには、グループ
全体の非財務情報を正確かつ迅速に収集
し、レポーティングできるように準備して
おく必要があります。そのためには、グルー
プ内での非財務情報の取扱いに関する共
通ルールを定め、グループ会社や場合に
よってはサプライヤーも含め周知しておく
ことも重要となります。

（3） 「効率」の視点における課題
SXの推進により生じる非財務情報の可

視化と財務情報との統合、戦略の遂行状
況のモニタリング、ESGリスクのモニタリ
ング、各種分析、レポーティング等の作業
では、多くの財務・非財務情報を取り扱う
ことになり、作業負荷の著しい増加、処
理誤りによる誤謬の増加が懸念されます。
CFOは、デジタルを最大限活用した業務
効率化・品質向上のための取組みを促進
し、競争優位を創出するよう取り組む必
要があります。

● グループ内（場合によってはサプライ
ヤーを含む）の非財務データの一元管

理の仕組みの整備
● 非財務データを効率的に収集・集計・
出力を自動化する情報システム設計へ
の関与

● ESG情報の集計・分析・報告を担当する
チームの編成、など

膨大な非財務情報の収集と分析、財務
情報との統合、意思決定、開示を迅速に
行うためには、SXとDX （デジタルトランス
フォーメーション）の融合は不可欠です。
自社の事業環境、経理財務組織に適した
デジタルテクノロジーの組み合わせを検討
し、数値に基づいた把握・集約・分析・開
示の効率的な実現に備えるべきです。

（4）  「コンプライアンス」の視点におけ
る課題

財務情報と同様、非財務情報について
も正確性を担保する必要があることはい
うまでもありません。つまり、CFOは以下
のようなテーマに取り組まなければなりま
せん。

● 今後進む非財務情報の開示基準や
ESGに係る新たな規制などの情報把握

● 非財務報告に係る内部統制の設計
● 内部監査との情報連携の検討、など

非財務情報の開示ルールには、GRIスタ
ンダード、SASBスタンダード、CDPガイダ
ンス・質問書、IIRCの国際統合報告フレー
ムワークなど、多くの団体が策定した基準
が存在しており、現在は統一基準策定の
検討も進められています。このようなルー
ル策定の動向を注視し、制度化された際
には迅速に対応できるような備えが必要
です。
仮に、まだ経理財務部門の評価・改善
に着手していないのであれば、まずは自社
のサステナビリティへの取組み方針、ある
いはサステナビリティを組み込んだ長期
戦略に照らし、上述の4つの視点からCEO

として取り組むべき課題を識別して優先順

位を検討し、今すぐに取り組むべきこと
から対応計画を作成し、行動に移すべき
と考えます。

Ⅲ

SX推進におけるCFOの役割

前章まで、「成長」「ガバナンス」「効率」
「コンプライアンス」の4つの視点でサステ
ナビリティに対応できる経理財務部門を
整備することが、SX推進のカギであること
を説明してきました。SXを成功させ、企業
の持続的な成長を確実に実現するために
は、CFOが経理財務部門を最大限に活用
して企業内において以下の3つの役割を果
たすことが重要であると考えます。

① 価値創造のパートナー
SX推進の取組みの内容を適正に評価・

可視化し、組織内外の関係者に必要な情
報を提供することを通じて、新たなサステ
ナブルな価値の創造を支援します。
② 変革のイネーブラー
ビジネスの仕組みの構築や情報の可視
化を通じて、社員、取引先等の組織内外
の関係者の意識改革を促し、SXの取組み
を推進し、加速させます。
③ 企業価値のプレゼンター
企業の持続性・成長性を高める長期戦
略、具体的な取組み、将来の企業価値増
加の可能性をステークホルダーに報告し、
適切な対話を行うことにより、事業に対す
る利害関係者の理解を深め、良好な関係
を構築します。

CFOがこの3つの役割を果たすために、
経理財務部門のあり方を再検討し、変化
に対して早めの準備を行い、万全の体制
でSXを推進していっていただきたいと考え
ます。

© 2022 KPMG AZSA LLC, a limited liability audit corporation incorporated under the Japanese Certified Public Accountants Law and a member firm of the KPMG 
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KPMGジャパン 
CFOサーベイ2021

KPMGジャパンは、2019年・2020年に 

続き 「KPMGジャパン CFOサーベイ2021」
を実施しました。今回は、SXにより影響を
受けるであろうCFOアジェンダに関連した
質問を中心に29の設問で構成し、国内の 

上場企業 461社のCFOから回答を頂きま 

した。

（Key Findings）
• サステナビリティ課題への対応が中長
期的な企業価値の形成に影響するとの
認識は醸成されつつある

• SX (*)を推進し中長期的な企業価値向
上の実現に向けては、経営課題におけ
るSXのプライオリティが鍵となる

• SXの推進にあたって、CFOは、①価値
創造のパートナー、②変革のイネーブ
ラー、③企業価値のプレゼンターの 3

つの役割を果たすことが求められる
• 財務施策において、昨年度の 「現預金
水準の見直し」から、CFOの関心は 「子
会社資金管理」 「財務ガバナンス強化」
へと移行した

• CFOが責任者となっている業務領域
は、2年前と比較して、特に 「IT戦略・シ
ステム企画」 「リスクマネジメント」 を所
管するCFOが増えた

(*)  SX：サステナビリティ・トランスフォー
メーション

  サステナビリティの視点を戦略的意思
決定に組込み、ビジネスモデルのレジ
リエンスを高め、中長期な成果として
の企業価値向上を実現するためのトラ
ンスフォーメーション

CFOサーベイ2021のPDFはこちらよりご覧
ください。

関連情報

ウェブサイトでは、CFOサーベイのサマリを公開して 

います。

https://home.kpmg/jp/ja/home/
campaigns/2021/12/cfo-survey.html

本稿に関するご質問等は、 
以下の担当者までお願いいたします。

あずさ監査法人　
アカウンティングアドバイザリーサービス
統括事業部
嘉鳥昇／ディレクター

 noboru.katori@jp.kpmg.com
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KPMG News

KPMGコンサルティング、
佐賀銀行のデジタルリテラシー診断を実施

KPMGコンサルティングは、佐賀銀行が目指す全社的なデジタル推進力高
度化に向け、「デジタルのトレンド」、「デジタルを活用したビジネスへの貢献」、
「デジタルリスク態勢」、「デジタル教育と投資」の4つの知識領域にかかる
34 の設問についてアンケート調査および分析を通じた、デジタルリテラシー
診断を実施しました。収集したデジタルリテラシー情報を基に、「部門別」「役
職別」「年代別」などの分析軸でデジタルリテラシーの強み・弱みを導出した
うえで、行員の今後のデジタルリテラシー向上に向けたアクションを定義し、
佐賀銀行のデジタル推進力高度化を支援します。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2021/10/sagabank-it-
literacy.html

KPMGジャパン、
サステナビリティに関わる

課題解決への取組みの加速を発表

KPMGジャパンは、サステナビリティに関するクライアントの課題解決に向け
た取組みを加速させ、2021年7月に発足したサステナブルバリュー・ジャパ
ンを中核とし、様々な施策を推進していくことを発表しました。これは、KPMG
インターナショナルが2021年10月5日に発表した、今後3年間で15億米ドル
（約1,700億円）以上を投資しESG課題の変革に注力するという戦略と整
合するものです。KPMGでは、グローバルでESGの主要課題に対するソリュー
ションの提供やESG人材の強化、サステナビリティ課題に係る意見発信等、
多くの取組みに注力していきます。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/media/press-releases/2021/10/esg-strategy.
html
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ピンクリボン月間　
女性の健康セミナー開催

KPMGジャパンは、職員一人ひとりが活躍できるためには、個々人が身体的、
精神的そして社会的に健全な状態でいることが重要だと考え、ウェルビーイ
ングの実現に向けて取り組んでいます。2021年10月には、ピンクリボン月
間にあわせて「女性の健康セミナー」を開催し、あずさ監査法人所属の看護
師より、乳がんなど女性に多くみられる疾患や症状についてお話いただきました。
女性が妊娠・出産、育児などライフイベントを通じて働き続け、その能力を
発揮していくためには、ワークライフバランスの支援のみならず、女性の健康支
援も大切であることが改めて共有されました。

ダイバーシティに関する取組みについては、ウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/about/diversity.html
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デジタルリテラシー診断に
おける4つの知識領域

デジタル
調査票

デジタルを活用した
ビジネスへの貢献

デジタルの
トレンド

デジタル教育と
投資

デジタルリスク
態勢

ESG経営およびグローバル税務の
視点を取り入れた、統合アプローチによる
サプライチェーンの再構築を支援

KPMGジャパンのコンサルティング、ディール、税務の専門家が協働し、経
営トップ主導による統合アプローチによるサプライチェーンの再構築を支援
する新体制、KPMG Japan Supply Chain Advisory Leadership （KPMG 
Japan SCALe）が始動しました。
コロナ禍後のサプライチェーン改革を経営トップのアジェンダと位置付け、
顧客企業のCEOに対し5つの経営領域を網羅した包括的なアドバイスを提
供します。

詳細についてはウェブサイトをご参照ください。
https://home.kpmg/jp/ja/home/services/supply-chain-advisory-leadership.
html

５つの経営領域を網羅した包括的なアドバイス
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Thought Leadership

KPMGでは、会計基準に関する最新情報、各国における法令改正および法規制の情報、また各業界での最新のトピック等、 
国内外の重要なビジネス上の課題を、「Thought Leadership」としてタイムリーに解説・分析しています。

サーベイ

KPMG 2021 CCO調査
コンプライアンスの責務における将来予測 

2021年11月　
English /Japanese

本調査は、世界の約 2 5 0名のCCOの回答に基づ
き、今後 3年間に起きるであろうコンプライアンスの
さまざまな変化とともに、増加する規制当局の監視、
リソースと予算のギャップ、および大量のデータの有
効な分析など、多方面にわたり考察しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/10/cco-survey-2021.html

home.kpmg 

KPMG 2021 
CCO調査  
 

コンプライアンスの責務における将来予測 

kpmg.com

 

バイオ医薬品業界
におけるディールの
トレンド
経済の逆風を乗り越える
イノベーション競争

ライフサイエンス

バイオ医薬品業界におけるディールのトレンド 2021年12月
English / Japanese

2020年は新型コロナウイルス感染症（COVID- 
19） が経済に影響を与えるも、医薬品業界におけ
るディールが急増し過去最高のディール件数とな
りました。その最大の要因は、メッセンジャーRNA、
細胞治療、遺伝子治療などの斬新な技術を獲得
するための競争が激化したことです。本冊子では、
バイオ医薬品企業が2020年にどのようなターゲッ
トに焦点を定めていたのかを分析し、資本をどの
ように活用しているのかについて考察します。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/11/biopharmaceuticals-deal-
trends.html

Navigating  
space

August 2021

home.kpmg/space

宇宙防衛のビジョン

製造

Navigating Space 宇宙防衛のビジョン 2021年12月
English / Japanese

宇宙領域とそのエコシステムの変化をより深く理
解するため、KPMGインターナショナルとSpace 
Foundationは共同で、2 0名を超える宇宙領域
の産業界リーダーおよび国防リーダーと対話を行
いました。本レポートは、業界リーダーの防衛セク
ターにおける短期および中長期的な展望や課題
をまとめ、また、防衛および産業界のプレイヤーに
よる、宇宙領域の長期的な持続可能性と安全性
の確保を支援するための検討事項を紹介します。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/navigating-space.html
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KPMG FAS Newsletter

Driver

水平分業は垂直統合モデルを席巻するのか？

「トランスフォーメーション型戦略的提携」の加速

ポストコロナの働き方 リモートワークの在り方

－ 1

－ 2

－ 3

2022年
ポストコロナの成長戦略

Close-up

Vol.09 December 2021

ニューズレター

「KPMG FAS Newsletter �Driver � Vol. 09 
– 2022年　ポストコロナの成長戦略」 の刊行

2021年12月
Japanese

2 0 1 8年 6月に創刊したKPMG FASのクライアン
ト向けニューズレターの最新号、 『 K P M G  F A S 
Newsletter �Driver� Vol.09 － 2022年　ポスト
コロナの成長戦略』が刊行されました。本ニューズレ
ターはM&Aや事業再生、経営戦略、さらには企業内
不正・不祥事といったKPMG FASの主要業務領域
に関連して、毎号テーマ-トピックを選び、独自の視点
で解説しています。今号ではより複雑性が増すコロナ
禍後の世界において企業が取りうる成長戦略につい
て、3つの視点から解説しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/12/fas-driver-09.html

サーベイ

KPMGグローバルCEO調査2021 2021年12月
English / Japanese

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/11/ceo-outlook.html

世界の経営者を調査対象とした第 7回目と
なる本調査は、2021年7月から8月に、11ヵ 
国11業界のCEO1,325名（うち日本企業100 
名）に実施しました。本調査レポートでは、経
済およびビジネスの展望等について、グロー
バル全体のサーベイおよびインタビュー結果
を報告するとともに、日本企業のCEOの回
答傾向を分析した結果を踏まえ、専門家か
ら提言を行っています。株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの亀澤宏規社長
兼グループCEOのインタビューも掲載しています。

社会の期待に応える 
持続的成長
―パーパス、デジタル、そして「人」―
Plugged-in, people-first, purpose-led

KPMGグローバルCEO調査2021

KPMG International

home.kpmg/CEOoutlook

インフラストラクチャー

No turning back 
-  過去の延長線上に未来はない -   
2021年版グローバル建設業調査

2021年11月
English / Japanese

プロジェクトが複雑化・大規模化し、コントロールが
難しくなるなか、業界におけるパンデミック対応を
含めた調査を実施しました。ほとんどの企業にお
いて十分に準備ができていたとは言えない状況な
がら、前向きな兆候・報告が数多くみられました。
本稿は、施主およびエンジニアリング会社・建設
会社のパフォーマンス調査に関するレポート第 1 3
版となります。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/11/global-construction-
survey-2021.html

home.kpmg/gcs

KPMG International

No turning back  

2021年版グローバル建設業調査

過去の延長線上に未来はない
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出版物のご案内

詳しい内容や出版物一覧につきましては、ウェブサイトをご覧ください。
また、ご注文の際は、直接出版社またはKindleストアまでお問い合わせください。

https://home.kpmg/jp/publication

カーボンニュートラル
もうひとつの�新しい日常�への挑戦

日本において「2050年カーボンニュートラ
ル」が宣言されてから、1年が経過しました。
本書では、現在の国内外の動向やそこか
ら見える課題と展望、さらには2050年へ
の展望やビジネスへの影響など、カーボン
ニュートラルという、もうひとつの「新しい日
常」の全体像について、これまでの脱炭素
政策の動向も踏まえ、わかりやすく解説し
ています。  

【著】  KPMGコンサルティング 
プリンシパル 巽 直樹

日本経済新聞出版
四六判 /264頁
2,200円（税込）
2021年10月刊
単行本

リーダーのための心理的安全性ガイドブック

本書は、2019年から2020年にかけて人
事・労務の専門情報誌である『労政時報』
（労務行政）の本誌ならびにWEB版に掲
載した内容を再構成・加筆し、�心理的安
全性�という概念とその作り方について、図
とともにわかりやすく解説した実務書です。

【著】 KPMGコンサルティング  
ディレクター 青島未佳

【監】 九州大学大学院　山口裕幸

株式会社労務行政
A5判・288頁
2,640円
2021年12月刊
単行本

これですべてがわかる内部統制の実務 （第5版）

本書は、上級資格「IPO・内部統制実務
士」の試験用テキストとして作成され、内部
統制／J-SOX推進（構築・運用・評価）責
任者、内部監査室長、各主管部署責任者、
経営者・CFO・経営企画室長等が携わる、
高度な専門職務としての内部統制に関す
る実務書です。上場企業等に求められてい
る内部統制の構築と評価、内部監査やモ
ニタリングからコンプライアンス経営までを、
図表を交えて解説しています。内部統制監
査実施基準改訂等に対応した第５版にな
ります。

【編者】   一般社団法人日本経営調
査士協会

 【著】 慶應義塾大学大学院特別 
　　  招聘教授
　　  箱田 順哉
　　  有限責任 あずさ監査法人
　　  小出 健治 他

中央経済社
A5判・424頁
4,840円（税込）
2021年10月刊
単行本

デジタル通貨・証券の仕組みと実務
ビジネス・法務・会計・税務

本書は、デジタル通貨・証券をはじめとする
デジタル資産に関するビジネス動向、法務、
会計、税務について、アンダーソン毛利・友
常・法律事務所とKPMGジャパンの各領
域に関する第一人者がそれぞれの専門領
域について直近までの国内外の動向を踏
まえて執筆した書です。

また、デジタル資産について、ビジネス動
向、法務、会計、税務を横断的に解説した
書籍として、初めての書籍であり、デジタル
資産の活用が注目されている背景について
解説した上で、デジタル資産に係るビジネ
ス動向、法務、会計、税務について順を追っ
て解説しています。

【編著】  有限責任 あずさ監査法人
関口 智和

　　　   アンダーソン・毛利・友常  
法律事務所 外国法共同
事業   

　　　  パートナー 河合 健
 【監】  KPMGジャパン／ 

アンダーソン・毛利・友常  
法律事務所 外国法共同 
事業  

中央経済社
A5判・240頁
3,080円（税込）
2021年9月刊　単行本
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海外関連情報

日本語版海外投資ガイド

日本語版海外投資ガイド一覧

KPMGジャパンにおいては、新興国を中心に24ヵ国の日本語版海外投資ガイドを発行し、ウェブサイトにおいて公開しています。新規投資や既存事業の 
拡大など、海外事業戦略を検討する上での有益な基礎情報です。投資ガイドはPDFファイル形式ですので、閲覧、ダウンロード、印刷が可能です。

新型コロナウイルス（COVID-19）対応：各国最新情報
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に対する海外諸国の税制対策や法令などについて、
KPMGの海外ネットワークを通じ、情報を集約しています。
https://home.kpmg/jp/ ja/home/campaigns/2020/03/covid -19-overseas.html

現在、ウェブサイトにて公開している24ヵ国の
日本語版海外投資ガイド一覧です。今後は、
改訂版や新しい国の海外投資ガイドが発行
されるタイミングで、アップデートいたします。
詳細は下記URLをご参照ください。

https://home.kpmg/jp/investment-guide

投資ガイド（掲載国） 発行年

中国 2020年

香港 2020年

台湾 2020年

インド 2018年

シンガポール 2018年

マレーシア 2021年

インドネシア 2015年

フィリピン 2019年

ベトナム 2018年

ミャンマー 2020年

ブラジル 2013年

ペルー 2017年

イタリア 2021年

ベルギー 2017年

スペイン 2021年

チェコ 2021年

ドイツ 2021年

ハンガリー 2019年

ポーランド 2014年

ロシア 2017年

トルコ 2014年

アラブ首長国連邦（UAE） 2021年

南アフリカ 2018年

海外進出支援窓口
各国の最新情報については、右記URLをご確認ください。 https://home.kpmg/jp/ja/home/services/global-support.html
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イタリア投資ガイド 

Investment  
in Italy 

2021年11月2日更新

2021年版　イタリア投資ガイド Japanese

本冊子は、イタリアでの事業活動に役立つと思われる、会計、税務、法務を中心とした
主要な法規制について解説しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/11/italy-investment-guide-202110.html

2021年10月25日更新

2021/2022年版　ドイツ投資ガイド Japanese

本冊子は、ドイツへの進出を検討されている、あるいはドイツ国内に既存事業を有する
企業の皆様に、現地での事業活動に役立つと思われるビジネス、監査・会計、税務、各
種財務トピックス、法務などの主要な法規制動向について解説しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/10/german-topics-2021-1025.html

2021年8月3日更新

2021年版　アラブ首長国連邦（UAE）投資ガイド Japanese

アラブ首長国連邦へ進出を検討、または事業展開されている企業の皆様に、現地での
事業活動に役立つ基本情報を解説しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/08/uae-business-guide-20210803.html

 2021年版 
アラブ首長国連邦 
 投資ガイド

KPMG Lower Gulf

2021年5月

2021年

チェコ共和国
投資ガイド
日本語要約版

2021年8月20日更新

2021年度版　チェコ投資ガイド Japanese

チェコへの進出を検討されている、あるいは事業展開されている企業の皆様に、現地で
の事業活動に役立つと思われる会社法、税制、財務報告などの主要な法規制動向につ
いて解説しています。

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2021/08/czech-businessbook-20210820.html
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KPMGジャパン グループ会社一覧

Aud it TAX Ad v i s ory
KPMGコンサルティング
KPMG FAS
KPMGあずさサステナビリティ
KPMGヘルスケアジャパン

KPMG税理士法人
KPMG社会保険労務士法人

あずさ監査法人

KPMG Ignition Tokyo（デジタルテクノロジープラットフォーム）

有限責任 あずさ監査法人

全国主要都市に約6,000名の人員を擁
し、監査や保証業務をはじめ、IFRSアドバ
イザリー、アカウンティングアドバイザリー、
金融関連アドバイザリー、IT関連アドバイ
ザリー、企業成長支援アドバイザリーを提
供しています。金融、情報・通信・メディア、
パブリックセクター、消費財・小売、製造、
自動車、エネルギー、ライフサイエンスな
ど、業界特有のニーズに対応した専門性
の高いサービスを提供する体制を有すると
ともに、4大国際会計事務所のひとつであ
るKPMGのメンバーファームとして、146
の国と地域に拡がるネットワークを通じ、
グローバルな視点からクライアントを支援
しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所

札 幌 事 務 所 
仙 台 事 務 所 
北 陸 事 務 所 
北関東事務所 
横 浜 事 務 所 
京 都 事 務 所 
神 戸 事 務 所 
広 島 事 務 所 
福 岡 事 務 所

盛岡オフィス 
新潟オフィス 
長岡オフィス 
富山オフィス 
福井オフィス 
高崎オフィス 
静岡オフィス 
浜松オフィス 
岐阜オフィス 
三重オフィス 
岡山オフィス 
下関オフィス 
松山オフィス

03-3548-5100 
06-7731-1000 
052-589-0500

011-221-2434 
022-715-8820 
076-264-3666 
048-650-5390 
045-316-0761 
075-221-1531 
078-291-4051 
082-248-2932 
092-741-9901

019-606-3145 
025-227-3777 
0258-31-6530 
0766-23-0396 
0776-25-2572 
027-310-6051 
054-652-0707 
053-451-7811 
058-264-6472 
059-350-0511 
086-221-8911 
083-235-5771 
089-987-8116

KPMGコンサルティング株式会社

グローバル規模での事業モデルの変革や
経営管理全般の改善をサポートします。 
具体的には、事業戦略策定、業務効率の
改善、収益管理能力の向上、ガバナンス
強化やリスク管理、IT戦略策定や IT導入
支援、組織人事マネジメント変革等にかか
わるサービスを提供しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所

03-3548-5111 
06-7731-2200 
052-571-5485

株式会社 KPMG FAS

企業戦略の策定から、トランザクション
（M&A、事業再編、企業再生等）、ポスト
ディールに至るまで、企業価値向上のため
企業活動のあらゆるフェーズにおいて総合
的にサポートします。主なサービスとして、
M&Aアドバイザリー（FA業務、バリュエー
ション、デューデリジェンス、ストラクチャリ
ングアドバイス）、事業再生アドバイザリー、
経営戦略コンサルティング、不正調査等を
提供しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所 
名古屋事務所 
福 岡 事 務 所

03-3548-5770 
06-6222-2330 
052-589-0520 
092-741-9904

KPMGあずさサステナビリティ株式会社

非財務情報の信頼性向上のための第三者
保証業務の提供のほか、非財務情報の開
示に対する支援、サステナビリティ領域で
のパフォーマンスやリスクの管理への支援
などを通じて、企業の「持続可能性」の追
求を支援しています。

東 京 事 務 所 
大 阪 事 務 所

03-3548-5303 
06-7731-1304

KPMGヘルスケアジャパン株式会社

医療・介護を含むヘルスケア産業に特化
したビジネスおよびフィナンシャルサービス
（戦略関連、リスク評価関連、M&A・ファ
イナンス・事業再生などにかかわる各種ア
ドバイザリー）を提供しています。

03-3548-5470

株式会社 KPMG Ignition Tokyo

監査、税務、アドバイザリーサービスで培っ
たプロフェッショナルの専門的知見と、最
新のデジタル技術との融合を高めることを
使命とし、共通基盤とソリューションを創
発し、KPMGジャパンすべてのエンティティ
とともに、クライアント企業のデジタル化に
伴うビジネス変革を支援しています。

03-3548-5144

KPMG税理士法人

各専門分野に精通した税務専門家チーム
により、多様化する企業経営の局面に対
応した的確な税務アドバイス（税務申告書
作成、国内／国際税務、移転価格、BEPS
対応、関税／間接税、M&A、組織再編／
企業再生、グローバルモビリティ、事業承
継等）を、国内企業および外資系企業の
日本子会社等に対して提供しています。

東 京 事 務 所
大 阪 事 務 所
名古屋事務所
京 都 事 務 所
広 島 事 務 所
福 岡 事 務 所

03-6229-8000
06-4708-5150
052-569-5420
075-353-1270
082-241-2810
092-712-6300

KPMG社会保険労務士法人

グローバルに展開する日本企業および外
資系企業の日本子会社等に対して、社会
保険の新規適用手続き支援、給与計算、
各種社会保険手続き、社会保障協定、就
業規則に関するサポートなど、人事・労務
関連業務を日英バイリンガルで提供してい
ます。

03-6229-8000
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デジタルメディアのご案内

セミナー情報

国内および海外の経営環境を取り巻くさまざまな変革の波を先取りしたテーマのセミナーやフォーラムを開催しています。
最新のセミナー開催情報、お申込みについては下記ウェブサイトをご確認ください。

home.kpmg/ jp/ ja /events

Digital 監査ウェブサイト https://digital.azsa.or.jp

「Digital 監査ウェブサイト」ではあずさ監査法人のデジタル戦略や、監査の高度化・人材領域に 
おける取組み、情報発信（寄稿・論文）などを1ページに集約し、わかりやすくお伝えしています。

メールマガジン https://home.kpmg/jp/mail-magazine

KPMGジャパンのホームページ上に掲載しているニューズレターやセミナー情報などの新着・ 
更新状況を、テーマ別にeメールにより随時お知らせしています。配信ご希望の方は、Webサイトの 
各メールニュースのページよりご登録ください。

あずさアカウンティングニュース
企業会計や会計監査に関する最新情報のほか、IFRSを含む財務会
計にかかわるトピックを取り上げたニューズレターやセミナーの開催情
報など、経理財務実務のご担当者向けに配信しています。

あずさIPO ニュース 株式上場を検討している企業の皆様を対象に、株式上場にかかわる最
新情報やセミナーの開催情報を配信しています。

KPMG Consulting News
企業の抱える課題についての解説記事や独自の調査レポート、セミナー 
開催情報をお知らせします。

KPMG Sustainability Insight
環境・CSR部門のご担当者を対象に、サステナビリティに関する最新
トピックを取り上げたニューズレターの更新情報やセミナーの開催 
情報などをお届けしています。

KPMG Integrated Reporting &  
Corporate Governance Update

統合報告やコーポレートガバナンスに関連する最新動向やその解説 
記事を、タイムリーに提供します。

KPMG FATCA/ 
CRS NEWSLETTER

米国 FATCA法およびOECD CRSの最新動向に関して、解説記事や 
セミナーの開催情報など、皆様のお役に立つ情報をメール配信により 
お知らせしています。

＜現在配信中のメールニュース＞

会計・監査コンテンツ
home.kpmg/ jp/ act - ist

税務コンテンツ
home.kpmg/ jp/ tax- topics

KPMG IMPACT
home.kpmg/jp/impact

サステナブルバリュー
home.kpmg/jp/sustainability-
value

プロセスマイニング
home.kpmg/ jp/pm

RegTech （レグテック）
home.kpmg/ jp/ regtech

FinTech （フィンテック）
home.kpmg/ jp/ fintech

サイバーセキュリティ
home.kpmg/ jp/cyber

Ignition Odyssey
home.kpmg/jp/ignition-
odyssey

主要トピック
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